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特集Ⅱ　福島原発事故とその後
有識者からのメッセージ

　東京電力福島第一原子力発電所事故からまもなくで，10年目の節目を迎え
ます。事故からこれまでの間に，原子力をめぐる状況は大きく変わりました。
　原子力学会誌ではこの節目を契機として，原子力をめぐるさまざまなこと
がらについて，多角的な視野から分析した特集を企画しています。
　今号では有識者の方々に，事故後の原子力をめぐるあり様や今後のあり方
などについて論を展開していただきました。なお本特集では，この問題につ
いて原子力に批判的な方々も含めてさまざまな視点からの見解があることを
紹介するために，本誌編集委員会の見解と異なるものも掲載しております。
　続号では主要学会，原子力学会による１F事故関連の取り組みなどを掲載
します。

（写真の出典は東京電力ホールディングス）



02-03_vol63_02-F_特集_PK-1.smd  Page 1 21/01/07 13:05  v4.00

福島第一原子力発電所事故とその後

The Utilization of Risk Information in Japan
George Apostolakis

Nuclear Risk Research Center
Central Research Institute of the Electric Power Industry

After the Fukushima accident, the Japanese nuclear

power industry realized that a new paradigm was

needed for reactor safety. The approach until that time

was highly prescriptive. The culture both at the

regulatory agency and the industry was compliance-

oriented, that is, compliance with the regulations meant

the plants were safe. The claim that the plants were safe

was communicated to the public with disastrous effects

to the credibility of the industry after the accident

proved that they were not.

At the same time, other countries, especially the United

States, had made significant advances in the use of

Probabilistic Risk Assessment(PRA)and Risk-Informed

Decision Making (RIDM). The global risk metrics of

core damage frequency(CDF)and large, early release

frequency (LERF) were used routinely in decision

making. It was universally accepted that the RIDM

approach led to safer and more efficient plants. The

CDF and LERF were also found to be effective

communication tools both within the industry and with

the publicⅰ.

As a result, safety was improved. It was the early PRAs

that called attention to the significance of human errors,

support systems, internal fires and earthquakes, thus

leading to safer plants. As the industry started

developing PRAs, it showed that several prescriptive

regulatory requirements had little or no impact on CDF

and LERF thus constituting unnecessary regulatory

burden that could be removed or relaxed. Another

major conclusion from the industry-sponsored PRAs

was that the risk was plant specific, that is, each plant

had unique risk contributors that were not covered by

the generic regulations.

It is worth noting that the regulatory staff at the U.S.

Nuclear Regulatory Commission(USNRC)was eager to

impose new regulations as the PRAs revealed

vulnerabilities. However, implementing rules for

removing unnecessary regulatory burden took years

and required intervention by the U.S. Senate. This

confirmed once again that regulatory agencies are

inherently conservative and frequently require an

external intervention for them to change their attitude.

Although Japanese plants had done PRAs, they were

below the state of international practice and were not

utilized in decision making in any meaningful way. After

Fukushima, the industry decided to adopt the PRA

technology and push for universal acceptance of RIDM.

In order to achieve this goal, the Central Research

Institute of the Electric Power Industry (CRIEPI)

established the Nuclear Risk Research Center(NRRC)in

2014. NRRCʼs mission is as follows:

To assist nuclear operators and the nuclear

industry in their continuous effort to improve the

safety of nuclear facilities, that is, to manage the

relevant risks, by developing and employing

modern methods of Probabilistic Risk Assessment

(PRA), risk-informed decision making and risk

communication.

In order to fulfill this mission, we (the NRRC) are

implementing a three-pronged approach: helping to

raise the quality of industry PRAs, improving the

methodology, and supporting risk-informed initiatives.

To raise the quality of existing PRAs to the international

state of the practice, we selected the PRAs for two

plants(Ikata Unit 3 and Kashiwazaki-Kariwa Unit 7)

and subjected them to detailed reviews by international

experts. The analysts of these two PRAs responded to

all of the expert comments thus improving these PRAs.

ⅰ For details, see the NRRC report:Risk-Informed Decision

Making: A Survey of United States Experience,;2017.

https://criepi.denken.or.jp/en/nrrc/publication.html

( 2 ) 日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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Other utilities are following these reviews and upgrade

their PRAs as appropriate.

Our work on PRA methodology encompasses a wide

variety of topics. We have issued a Fire PRA Guide that

incorporates the latest thinking regarding internal fires

and the threat they pose to the plants. We are about to

issue a Guide for human reliability analysis(HRA)with

emphasis on the development of narratives, i.e., the

context within which the operators are expected to act.

The idea is that it is this context, e.g., information

received, stress level and others, that determine

whether the operators will make a mistake.

Until Fukushima, PRAs were performed for individual

units. That accident demonstrated that the interactions

among units at the same site were important. We are

currently developing a methodology for PRA of

multiunit sites.

So-called:external events,;i.e., earthquakes, tsunamis,

strong winds and volcanoes, are very important in

Japan. We are developing detailed PRA models for some

of these events. They consist of detailed assessments of

the relevant hazard and the response of the plant

systems including the fragility of plant components. An

important study has been completed by Shikoku EPC

(with our support)regarding the earthquake hazard at

the Ikata site. This study(based on the American study

of the Senior Seismic Hazard Analysis Committee-

SSHAC) involved experts from academia, research

centers and industry and represents the current state of

understanding of the seismic Japanese community of the

earthquake hazard at the site.

In all our activities, we have the benefit of comments

from our Technical Advisory Committee(TAC). TAC

consists of six experts (three Americans, one

Frenchman and two Japanese). The experts meet twice

per year in Tokyo and review our overall research

program as well as individual research projects. Their

comments are given to us in the form of a letter report

and we respond in writing. This exchange is published

on our website.

The third prong of our approach is supporting ATENA

(Atomic Energy Association) in preparing risk-

informed initiatives to be submitted to the Nuclear

Regulation Authority. ATENA prepares these

proposals in consultation with the nuclear industry.

A major step forward was reached in 2018 when all the

Japanese utilities, with our support, issued a strategic

plan adopting RIDM. This plan states:The objective of

introducing the RIDM process is to bring about changes

in the existing management process, where the

licensees are primarily responsible for improving plant

safety through correctly monitoring as-built and as-

operated plant status, considering the risk significance

of findings based on their own assessment as a decision

criterion(risk-informed and performance-based), and

implementing decision-making for improvement in

timely manner, while compliance with the regulations is

a prerequisite.;

This plan lays the foundation for a fundamental change

in the safety culture prevailing in the nuclear power

industry by going beyond compliance with the

regulations and acknowledging that it is the utilities that

are primarily responsible for reactor safety. Their

continuous efforts to improve or maintain safety will be

guided by risk assessments and comparisons with

performance objectives. Importantly, the Strategic Plan

is accompanied by an Action Plan outlining specific

actions that the utilities should take towards achieving

the objectives of the Strategic Plan. The Action Plan

was updated in 2020.

An apparent obstacle to the wider use of PRA in Japan is

the explicit use of probabilities(and frequencies). I have

been repeatedly told that the public will never accept

such practice. This attitude has serious consequences

because global risk metrics such as CDF and LERF are

great communication tools within the industry, between

the industry and the regulators, and between the

nuclear establishment and the public. Yet, with few

exceptions, they cannot be used with the public in

Japan. However, avoiding the mention of probabilities

and, for example, saying that the plants are safe because

they satisfy very stringent regulatory requirements,

does not convey the complete picture. On the other

hand, using CDF carries the implicit message that a core

damage event can actually occur albeit with a low

frequency. I am not sure how we can overcome this

hurdle. What I am sure of is that, eventually, we will use

risk metrics for communication because itʼs the

technically sound thing to do.

( 3 )日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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福島第一原子力発電所事故とその後

放射線被ばく問題と｢信念の倫理｣

武蔵野大学 一ノ瀬 正樹

1．放射線の捉えられ方

福島第一原発事故のあとの放射線被ばく問題は，混乱

をきわめたことは記憶に新しい。驚くようなことが起

こったりもした。私にとって最も印象に残っているの

は，2011 年秋に大阪で行われた｢葬列デモ｣である。福島

で子どもを育てていると，放射線被ばくによって子ども

を殺してしまうことになるので，前もって福島の子ども

のお葬式をしてあげよう，という趣旨の行動である。た

ぶん，このまま福島で子どもを育てていると危険なの

で，早くに避難してください，という善意の提言なので

はないかと推測される。けれども，当時においてすでに

福島県の強制避難地域を除く場所での放射線量は十分に

低く(日本学術会議の 2017 年報告｢子どもの放射線被ば

くの影響と今後の課題｣によると，事故直後の原発直近

地域の事故後 4ヶ月間の外部被ばく線量は約 95 ％が

5ミリシーベルト以下であり，90 ％が 1ミリシーベルト

以下であった)，健康被害はまず起こりようがなかった

ことを考えると，あまりに常軌を逸した行動であったと

思われる。福島に住み続けた人々の多くは，放射線につ

いてよく勉強して，住み続けても問題ないことを認識し

て暮らしておられた。にもかかわらず，まったくの外部

から，たとえ善意からであったとしても，｢葬列デモ｣の

ようなことが行われてしまうと，その心痛はいかほどか

と思わないではいられない。もともとが善意に発するの

ならば，結果はすべて許されるのだろうか。いや，果た

して，本当にもともとは善意だったのだろうか。いずれ

にせよ，｢葬列デモ｣は，被災地の方々への中傷や，差別

を助長しかねない，まことに忌むべきデモであったと断

じるしかない。

なぜ人々は，これほど放射線被ばくというものに対し

て過敏に恐れるのだろうか。なぜこれほどひたすら悪い

ことの代表のように扱い，忌避したり差別したりするの

だろうか。もう一つどうしても忘れられない出来事は，

2014 年の某関西私立大学での事件である。ある授業で，

外国人教師が，出席している一人の女子学生が福島出身

であることを知ると，教室の電気を消して，｢あなたは放

射能を浴びているから電気を消すと光ると思った｣と言

い放ったのである。なんということだろうか。これもま

た｢葬列デモ｣に劣らず，常軌を逸した事態であった。こ

のことの根底には，放射線というものに対する決定的な

知識不足がある。こうした知識不足は，それ自体とし

て，道徳的に非難されるべきではなかろうか。無知であ

ること，知らないこと，そうしたことも時として道徳的

悪として糾弾されるべきではないか。

いずれにしても，こうした出来事の根底に強く流れる

｢放射線＝悪｣という図式は，ほんのちょっと調べるだけ

で完璧なる間違いであることが直ちに分かる。放射線は

自然現象としてこの宇宙・この世界に遍在しており，私

たちの人体もまた放射性物質であること，花崗岩などが

含まれる多くの建物からも放射線が出ていること，そし

て放射線はいろいろな仕方で産業利用されていること，

これらを確認するとき，放射線＝悪，という図式は意味

不明となる。ジャガイモの発芽抑制，ゴーヤー出荷のた

めのウリミバエ駆除，自動車タイヤの強化，ナッツの発

がん性カビ発生の抑制，火力発電所からの大気汚染物質

の分解など，すべて放射線を用いて行われている(児玉

2020 を参照)。私たち人類は，自然現象である放射線を

上手に利用して，産業に役立てているのである。それを

悪だと捉えてしまうことは，太陽は悪である，と言って

いることに等しい。太陽とは放射線をつねに大量に発出

している，私たち地球の生物にとっての母なるお日様な

のだからである。もちろん，太陽に近づいたら私たちは

ひとたまりもないし，太陽を直接目で見ることも大変危

険である。だから，放射線はどんな場合でも益になるば

かりで害はない，などということはありえない。JCO 臨

界事故を想起してほしい。高線量被ばくによる放射線障

害は恐ろしい。原発や放射性物質の扱いについては，ぜ

ひとも管理者の方々には安全性の徹底をお願いしたい。

しかし同時に，放射線はどんな場合でも害である，とい

うことも成り立たないのである。すべては｢量｣である。

｢量｣を計測して適切に利用していくこと。それは，すべ

ての物質や自然現象に関して当てはまる，普遍的な対応

法である。

2．信念の倫理

以上のような構造の問題は，実は哲学の世界ではつと

に論じられていた。次のような思考実験を考えてほし

い。移民船の船主が，所有する移民船を点検して，老朽

化しており次の航海には適さないと判断したにもかかわ

らず，これまでなんとか安全に航海してきたのだし，今

度も大丈夫だろうと自分に言い聞かせるうち，うん大丈

夫だ，という信念を持つにいたって，実際に出航させた。

( 4 ) 日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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その結果，途中で沈没して，多くの人々が亡くなってし

まった。これは，19世紀の英国の数学者・哲学者ウィリ

アム・キングドン・クリフォードが｢信念の倫理｣という

論文の冒頭で提起した思考実験である。クリフォード

は，この船主の｢うん大丈夫だ｣という信念は，きちんと

した十分な証拠に基づいてはいない信念であり，そして

それが移民船の沈没という大惨事につながったのであっ

て，道徳的非難に値すると論じた。つまり，信念という，

心の中での思いだけで，十分に非難に値するというので

ある。いや，それだけではない。かりに｢うん大丈夫だ｣

という不十分な証拠に基づく信念が，たまたま本当のこ

とであって移民船は安全に航海したとしても，あるいは

｢うん大丈夫だ｣という信念は誤っていたけれども，やは

りたまたま事故が起こらず移民船は無事目的地に着いた

としても，それでもこの船主の信念は，不十分な証拠に

基づくものであって，道徳的非難の対象なのだとされ

る。しっかりした証拠に拠らない信念は，すべて悪だと

断じるのである。しかも，一度犯した悪事は永遠の悪事

であり続ける，とまで言い及ぶのであった。

こうしたクリフォードの議論は，明らかに過激すぎ

る。いつでも確固たる証拠に基づかないと信念を持って

はならないのだとしたら，日常のほとんどの活動はでき

なくなってしまう。私はこのようなクリフォードの見解

を｢潔癖主義｣と名付けている。実際たとえば，電車に乗

るとき，この電車は絶対安全だという十分な証拠を確認

してからでないと，この電車は運行に適している，とい

う信念を抱いてはならず，よって乗ってはならない，と

なるのだとしたら，私たちはたぶん永久に電車に乗れな

い。あるいは，私たちはそうした仕方で信念を形成せず

に電車に乗っているのだから，悪事をほぼつねになして

いる罪人なのだ，ということになってしまう。むろん，

クリフォードもこうした問題は認識していて，｢信念の

倫理｣の後半部分でこの種の疑問に答えようとしている。

こうしたクリフォードの｢信念の倫理｣の潔癖主義が果た

して成功した議論になっているかどうか，それは哲学研

究の文脈においていまなお検討が続けられている。しか

し，ここで私が確認したいのは，クリフォードの議論に

は確かに私たちが学ぶべき洞察が含まれているというこ

となのである。不十分な証拠や根拠によって何ごとかを

信じ，それに依拠して行動することは，実は倫理的非難

に値する，という発想，これは一定の真理を突いている

と私には思われるのである。

3．正しい知は力なり

以上のようなクリフォードの｢信念の倫理｣は，福島第

一原発事故後の放射線被ばくについてのさまざまな信念

にも当然適用されうるだろう。あの事故後，先に述べた

｢葬列デモ｣や｢外国人教師の発言｣のように，人類が積み

上げてきた放射線被ばくについての知見や，福島での実

測データについて十分に調べたり確認したりせずに，特

定の信念を抱き，そしてそうした信念に従った行動を

取った方々が少なからずいた。放射線被ばくのリスクだ

けを過剰に危険視し，それを避けることで新たに発生す

るリスク，たとえば避難行動にまつわるリスク，の検討

を怠り，多くの関連死を発生させることに寄与してし

まった見解，すなわち｢予防原則｣による｢ゼロリスク｣を

追求すべしという信念，などももう一つの悪例であろ

う。これらは｢煽り｣とか｢風評｣というように解され，

困ったことであると理解されつつも，公的なお咎めなし

にそのまま放置されてきた。しかし実は，クリフォード

の｢信念の倫理｣に従えば，そのような放置は決して許さ

れず，強く道徳的に糾弾されなければならないことにな

る。場合によっては，刑法的な加害行為として刑法的処

置さえ要求されうるだろう。刑法的に言えば，不十分な

根拠のまま信念を抱き，それに従って行為することは，

そのことで実際の被害が発生した場合は，根拠や証拠の

適切な検討を怠ったという｢過失犯｣となるだろうか。さ

らに，クリフォードによれば，不十分な証拠に基づいて

特定の信念を抱き行動したが，たまたま結果として有害

なことが発生しなかった場合でさえ，道徳的非難の対象

になるとされたのであったが，そうした事態は，刑法的

に言えば(学説的には問題含みの概念だが)｢過失犯の未

遂｣ということになるだろうか。こうした見方は，まさ

しく潔癖主義的な過剰なもののように映るかもしれな

い。けれども，｢いのち｣に関わるような災害や事故の場

面では，決して過剰ではなく，十分に考慮に値すると私

は思っている。

かくして，放射線被ばくをめぐるあの喧噪から私たち

が学ぶべきこと，それは，あまりに当たり前のことだが，

災害や事故の際には，きちんとした証拠や根拠のもと事

態を冷静に捉えて，軽信や早とちりに陥らずに理性的に

考え理解していくこと，それこそが｢いのち｣を守り二次

被害を防止することにつながるということである。人間

の知，それはやはり救いの力なのである。
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福島第一原子力発電所事故とその後

3・11 と歴史の転換期

環境エネルギー政策研究所 飯田 哲也

2011 年 3 月 11 日，東日本大震災が起きたとき，ドイ

ツ・ポツダムにいた。前々年に発足した国際再生可能エ

ネルギー機関(IRENA)の集まりに呼ばれ，前夜に日本

から到着したばかりだった。

その｢3・11｣から 10 年，福島も日本社会全体も，大き

く変わった。世界全体でも，まったく歴史の偶然に過ぎ

ないが，3・11 は人類史的とも呼ぶべきエネルギー大転

換の｢起点｣にも重なっている。そういう 10 年目という

節目にあたり，今とこれからを考える。

1．3・11 後のパラダイム転換

国際原子力機関(IAEA)の発足(1957 年)から半世紀を

経て，再生可能エネルギーのための国際機関 IRENAが

発足(2009 年)したことにも歴史の大きな流れを感じざ

るを得ないが，本稿で強調したいのは，それ以上に 3・11

からこの 10 年の劇的な変化である。

わずか 10 年で，風力発電のコストは半減，太陽光発電

は 8割減と急落し，今やこれらが最も安いエネルギー源

となった(図 1)。このコスト低下は，コンピュータや液

晶テレビなどと同じ技術学習効果によるもので，この先

も継続的に下がってゆくと考えられている。さらに，蓄

電池も過去 10 年でコストが 8 割減し，同じようにこの

先も継続的に下がってゆくと考えられている。

このため，2050 年には，電力はもちろん一次エネル

ギー源も，大半は太陽光発電と風力発電が賄うというシ

ナリオや予測が主流となりつつある。エネルギー主流派

(政策当事者，産業界，専門家など)の基本的な考え(パラ

ダイム)が 10年前から大きく転換したことの証でもある。

実際に，アップル社など再生可能エネルギー 100 ％で

事業活動を行うグローバル企業の集まり｢RE100｣が発足

したのが 2014 年，その翌年には気候変動のパリ協定も

合意された。いずれも再生可能エネルギーに対するパラ

ダイム転換が，背中を押したものだ。再生可能エネル

ギー分野を 30 年ほど見てきたものとしても，この 10 年

の急激な変化には驚いている。

2．ギガフォール＝破壊的変化の始まり

現状，風力発電は世界の電力供給の約 6％，太陽光発

電は 3％に満たない。まだ主力には程遠いが，継続的な

コスト低下と相まって幾何級数的に拡大してきており，

これから 10 年で数倍に成長することが見込まれている。

これから起きようとしているのは，単なるエネルギー

転換ではない。産業・経済や政治・社会を含めた構造転

換が起きるという意味から，｢破壊的変化｣と呼ばれる。

前述の蓄電池のコスト低下と幾何級数的な拡大が重

なって，これから 10 年ほどで世界全体では数百兆円に

ものぼる化石燃料発電市場が大崩壊(ギガフォール)を起

こすと予見されている(図 2)。それを先取りするかのよ

うに，昨(2020)年 5 月，インドで 365 日 24時間・年間稼

働率 80 ％の蓄電池付き太陽光発電 800MWの入札が行

われ，1キロワット時 4円で落札された。これから，こ

うした事例が急速に広がってゆき，早晩，原発はおろか

石炭火力さえも出る幕はなくなる。高速増殖炉や核融合

の研究開発や実用化も，もはや必要ない。

もとより太陽光発電も風力発電も太陽エネルギー資源

であり，その資源量は膨大・無尽蔵であり，燃料を必要

とせず，世界中で利用可能な純国産のクリーンな再生可

能エネルギーである。それが蓄電池を含めても最も安い

エネルギー源となりつつあり，加えてAI や IoTなどデ

ジタル大変革(DX)とも重なって，産業革命以降のエネ

ルギー秩序が根底から変わりつつあるただ中にある。

3．日本の｢落ちこぼれ｣を露呈したコロナ禍

ところで，昨年初頭からグローバルなパンデミックと

なった新型コロナウイルス(COVID-19，以下｢コロナ禍｣)

( 6 ) 日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)

94

図 1 太陽光・風力・蓄電池コストの急落

(出典)Adam Dorr & Tony SebapRethinking Energy 2020-2030-100％v,

Oct. 2020 より転載

図 2 再エネ・蓄電池のコスト低下と化石燃料市場の崩壊

(出典)Carbon TrackerpThe Trillion Dollar EnergyWindfallvSept. 5th,

2019 に筆者加筆・転載
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を，まるで福島第一原発事故後のデジャブを見るかのよう

に眺めていた。防護服姿やマスクといった｢外見の相似｣

や，街頭から人影が消え去り店頭から商品が消えたこと，

日常が突然失われて全く異なる｢新しい日常｣の出現，危機

の行く末が見えない不安なども，3・11の｢デジャブ｣だ。

それ以上に深刻な問題として，国(政治や行政)やそこ

に関わる専門家が混乱する姿が，3・11 と重なった。デ

ジャブというより，この国の｢病理｣だろう。コロナ禍に

対して，国の専門家会議は，世界各国の知見や対策とは

異なる，明らかに間違ったメッセージを発し，この国の

政治・行政・科学からなる防疫システムが機能不全に陥

る主因となった。たとえば，PCR検査の拡充が遅々とし

て進まないだけでなく，あろうことか PCR検査抑制を

国の専門家会議の中心メンバーが公言していた。

新型コロナは無症状感染者が感染拡大の主因であるこ

とが早い段階から国際的に指摘されていたが，日本だけ

は｢高熱が 4 日間続いてからの PCR検査｣と絞り込み，

初期仮説のクラスターに拘泥し，無症状者への集中的な

検査(社会的検査)は，世田谷区など先見の明のある自治

体を除いて，一向に進まない。数名の感染者検出後わず

か 4日間で 1,000万人の全数検査を終えた中国・青島と

の落差が大きすぎる。東アジア人種特有の｢ファクター

X｣の恩恵で，欧米よりもコロナ禍の被害が桁違いに少

ないが，東アジアで見ると日本の対応は最低レベルだ。

未だに FAXによるデータ収集が行われ，個人の追跡

調査が人力・手作業など，21 世紀の今日，中国などアジ

アの隣国でデータサイエンスやAI や IoTなどデジタル

技術，DNA やゲノム分析などを駆使した｢精密医療｣が

常識になっている現実から，日本が大きく取り残されて

いる実態も浮かび上がった。

4．原子力にも通底する｢病理｣

コロナ禍で露呈した同じ｢病理｣を，日本の原子力分野

でも，ずっと経験してきた。3・11 前には原子力に関する

異論や批判は圧殺され，それがあの破局的な事故を招い

た一因であることは否定できないだろう。3・11直後は

狼狽して反省したかのように見えた国や産業界の中枢に

いる専門家の多くは，速やかに従前に戻り，原子力必要

論を平然と唱えるようになった。これらは原子力特有だ

と考えてきたが，電力やエネルギー分野，気候変動の分

野でもかたちは違っても同じ｢病理｣があり，まったく分

野の異なるコロナ禍でも同じだとすると，これは日本で

共通していると気付かされた。もちろんこの｢病理｣は，

政治・行政・産業界・メディアも絡んだ大きな構図もある

が，本稿では専門家コミュニティに限って考えたい。

ここで言う｢病理｣とは，日本がアジア各国からも立ち

遅れてしまったという｢現実｣のことではない。それは

｢病理｣の結果にすぎない。異論や批判が排除され，ある

種の｢ドグマ｣が場を支配する状況を指す。そして，本

来，知識人として誠実かつ独立であるべき｢専門家｣が，

ドグマが支配する場に奉仕するという｢病理｣だ。総体と

しての｢現実｣は真逆でも，断片的な｢事実｣ならドグマを

補完する詭弁にもできる。原子力でのドグマの一例は，

再処理・核燃料サイクルだ。各論には立ち入らないが，

明らかに破綻しているのに，古いドグマを掲げて暴走し

ている。

仮説だが，日本の専門家コミュニティは，事実や現実

よりも｢場の空気｣を優先することによる影響が大きいの

ではないか。権力が大きい場であるほど｢ドグマ｣は強固

で，それに同調を求める｢空気｣も濃い。俗に｢御用学者｣

と揶揄されるが，日本社会の総体がここまで遅れ歪むに

至っては，揶揄ではすまない。

5．オープンでフラットな知識コミュニティへ

日本の｢病理｣の根底は，突き詰めると，知識人として

の個々人の倫理と勇気に帰する。真理や事実に誠実か，

それとも｢場の空気｣に忠誠を誓うか，との分かれ道だ。

そうしたドグマや｢場の空気｣の土壌となっている日本の

閉鎖的・たこツボ的・ヒエラルキーが根強い組織風土も

問い直す必要があるのではないか。

世界はますます複雑化し，技術は高度化し，人々の価

値観は多様化し，グローバルな情報交流は拡散してゆく

時代である。こうした時代の知識形成は，国境や分野を

超えてオープンかつフラットにさまざまな仮説が提起さ

れ議論され検証され共有知として蓄積されてゆく｢知の

プラットホーム｣が不可欠であり，実際に形成されてい

るように思われる。

日本の専門家コミュニティの｢病理｣のもっとも深刻な

側面は，こうした｢グローバルな知のプラットホーム｣か

ら隔絶していることだろう。そのために，コロナでも原

子力でも再エネでも，あらゆる領域において，現実とし

て日本は取り残されつつある。

原子力とエネルギーに立ち返ると，3・11 から 10 年と

いう，今日，人類史的なエネルギー大転換のただ中にあ

ることは，グローバルな現実である。日本でも，原子力

を専門とする技術者・専門家は，どのような認識を持ち

どのような責任を果たすべきか，一人ひとりが問い直す

べきときにきているのではないだろうか。
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福島第一原子力発電所事故とその後

原子力規制委員会の在り方

東京大学 岡本 孝司

1．原子力基本法

原子力基本法は，昭和 30 年 12 月に制定されている。

その第 1条には，目的として，｢この法律は，原子力の研

究，開発および利用(以下｢原子力利用｣という。)を推進

することによつて，将来におけるエネルギー資源を確保

し，学術の進歩と産業の振興とを図り，もつて人類社会

の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的と

する。｣と書かれている。この文言は，福島第一原子力発

電所の事故を受けて改正された，現行の原子力基本法に

も受け継がれている。一貫して，原子力利用を推進する

ことによって，人類社会の福祉と国民生活の水準向上を

進める事を謳っている。重要なことは，原子力利用は，

将来におけるエネルギー資源の確保のためと明記されて

おり，終戦後 10 年の頃の，これから復興していく日本の

将来を大きく見据えている。

今年は，福島第一原子力発電所の事故が起きてから，

10 年目である。終戦後のような，物理的に不安定な社会

ではなく，満ち足りた社会となった 21 世紀も，はや

20 年たっている。新型コロナウィルスによる大きな社

会的インパクトもあるが，アメリカの株価は高騰し，も

はや宗教ともいえる脱炭素化など，精神的には，かなり

不安定な日本となっている。

菅総理大臣は，所信表明演説で 2050 年のカーボン

ニュートラルを宣言した。原子力基本法第 1条にのっと

り，原子力利用を推進することによって将来におけるエ

ネルギー資源を確保することが，改めて重要であること

を再認識することが必要であろう。

さて，福島第一原子力発電所の事故を受けて，原子力

基本法第 2 条(基本方針)には，第 2 項が加わっている。

第 2条第 1項は，｢原子力利用は，平和の目的に限り，安

全の確保を旨として，民主的な運営の下に，自主的にこ

れを行うものとし，その成果を公開し，進んで国際協力

に資するものとする。｣と従来通りである。｢民主・自主・

公開｣の三原則は，最近話題の，学術会議により提唱され

たものが，当初から取り入れられている。

追加された第 2項は，｢前項の安全の確保については，

確立された国際的な基準を踏まえ，国民の生命，健康お

よび財産の保護，環境の保全ならびにわが国の安全保障

に資することを目的として，行うものとする。｣と安全の

確保を行う目的が明記されている。IAEAの安全基本原

則にある，｢人と環境を守る｣というキーワードが，基本

法に盛り込まれている。また，安全の確保は，わが国の

安全保障に資することが明記され，安全性が，エネル

ギーの重要性，国家の存立にも関係することを示してい

る。さらに，独断とならないために，｢確立された国際的

な基準｣を踏まえることが明記されている。日本だけの

独断専行は，原子力基本法の基本方針に違反しているこ

とが示されている。

原子力規制委員会は，このような背景のもと，｢原子力

利用における安全の確保｣を図る事を目的として設置さ

れていることが原子力基本法第 3条の 2に明記されてい

る。さらに，原子力規制委員会設置法第 3条では｢原子力

利用における安全の確保｣が任務であると書かれている。

2．厳しい規制と確かな規制

では，原子力規制委員会のホームページには何と書か

れているであろうか。トップページから｢組織について｣

｢組織概要｣｢組織理念｣とたどると，規制委員会の使命

は，｢原子力に対する確かな規制を通じて，人と環境を守

ることが原子力規制委員会の使命である。｣と書かれてい

る。｢原子力の利用における安全の確保｣が任務である

が，そのための使命は，なぜか規制を通じて安全を確保

することと読み替えられている。｢確かな規制｣ができて

いれば良いのであるが，規制自体が，まだまだ確かでは

ないため，かえって規制によって安全が阻害されるとい

う事が多くみられるのが課題である。残念ながら，前委

員長が繰り返し述べている｢世界で最も厳しい規制｣は，

｢確かな規制｣とはあまり関係がない。昭和の時代は，ス

パルタ教育，つまり｢厳しい｣教育が望ましい教育方法

だったのかもしれないが，平成や令和の時代には全くな

じまず，｢確かな｣教育とは全く違うことは誰でもわかる

だろう。｢厳しい｣ことと｢確かな｣ことは，ほとんど関係

がないのである。このような認識の原子力規制委員会や

原子力規制庁が｢確かな規制｣を達成することは，できる

のであろうか。

なお，アメリカの原子力規制委員会(NRC)は，ロゴの

真下に，｢人と環境を守る(Protecting People and the

Environment)｣と書かれている。ホームページの深い場

所に，こっそりと理念を書いている日本とは全く違う姿

勢である。スリーマイル島原子力発電所 2号機(TMI-2)

事故の直後は，NRCも厳しい規制を進めていた。しか

し，それでは安全に全くつながらないことを認識し，｢人
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と環境を守る｣ために，80 年代後半にリスクを規制に導

入し，技術的に確立してきた。確かな規制を，産業界と

一緒に作り上げてきている。

3．活動原則に立ち返れ

改めて，規制委員会のホームページにある，｢組織理

念｣に書かれた｢活動原則｣を見てみたい。そこには，5つ

の原則が明記されている。この原則については，もし，

その通りに活動できていれば，NRC 並みに｢確かな規

制｣につなげられる。残念ながら，筆者が指摘するまで

もなく，どれ一つとして合格点を取ることができていな

い。逆に，原則と違うことを実施し続けており，どんど

ん時計を逆方向に戻している。事故の前の悪癖に戻って

いるといっても過言ではない。ある意味，羹に懲りてな

ますを吹く，を地でいっており，羹に懲りていることを，

原則逸脱のエクスキューズにしているようにも思える。

(1)独立した意思決定

｢何ものにもとらわれず，科学的・技術的な見地から，

独立して意思決定を行う。｣

科学・技術にもとらわれず，感情的な意思決定が極め

て多い。例えば，敦賀 2 号機の断層に関する議論など

は，まったく科学的ではない。リスクを理解できず，ゼ

ロ・リスクを求めることは科学ではない。リスクを踏ま

えて科学的に判断することが必須であるが，残念なが

ら，委員会の意思決定は，科学にもとらわれていない。

(2)実効ある行動

｢形式主義を排し，現場を重視する姿勢を貫き，真に実

効ある規制を追求する。｣

この 4月に導入された品質保証は，正しく導入されれ

ば，安全性を向上することができる。一方，文言の解釈と

いう｢形式主義｣にとらわれており，保安規定などに，より

形式を重んじた改正を事業者に強いている。現場という

のが規制委員会事務所のある六本木と考えているのでは

ないか。実効性ではなく，文言の解釈にこだわっている。

(3)透明で開かれた組織

｢意思決定のプロセスを含め，規制にかかわる情報の

開示を徹底する。また，国内外の多様な意見に耳を傾

け，孤立と独善を戒める。｣

国内外の多様な意見の中で，産業界や被規制者の意見

は極めて重要である。アメリカでは規制者も被規制者

も，原子力を安全にするために真摯に議論を行う。日本

では，お役人様のいう事が聞けないかと，規制者の思い

ついた非科学的な論理を押し付け，結果的に国民にリス

クを強いている。IAEA の総合規制評価サービス

(IRRS)においても，2回連続で，議論が不十分であると

の指摘をもらい続けている。

(4)向上心と責任感

｢常に最新の知見に学び，自らを磨くことに努め，倫理

観，使命感，誇りを持って職務を遂行する。｣

思い込みが激しい意思決定を継続している。最新の知

見は，STAP 細胞ではないが，時には間違っていること

もある。厳しい規制という意味を取り違え，都合の良い

知見のみを取り入れ，それと矛盾する知見はあえて排除

し，もしくは理解できず，自分の主張を通すことが数多

くある。間違いを認められない組織に，明日は無い。規

制に起因する事故が必ず起きる。

(5)緊急時即応

｢いかなる事態にも，組織的かつ即座に対応する。ま

た，そのための体制を平時から整える。｣

緊急時対応はシナリオ通りには動かない。いまだにシ

ナリオベースの緊急時訓練を継続している。重要なの

は，シナリオを超えた対応が可能かどうかであるが，ま

だまだである。

4．リスクを考慮した規制

原子力発電所は，極めて複雑なシステムの集合体であ

る。プラントの応答や，事故の可能性は，極めて非線形

であり，単純ではない。局所的なリスクに対する対策を

行えば，そのリスク自体は低減できる可能性があるが，

その対策によって，確実に，別の場所にリスクを導入す

る。アメリカ同時多発テロのあと，飛行機のリスクを回

避するため，自家用車での移動に変えた人が多く出た結

果，交通事故死が増大したという話は有名である。原子

力発電所は，さらに複雑なシステムなので，対策によっ

て思いもよらないリスクを増やすことが数多く存在す

る。このため，総合的なリスクを考える必要がある。総

合的なリスクを定量的に考えるためには，さまざまな指

標が存在する。また，現場を主体として考え，対策を取

るとともに，安全のパフォーマンスを評価手法として改

善を繰り返すことが必要である。

5 項目の活動原則が本当に正しく達成できれば，日本

国民としてはとてもありがたい。しかし，事故から 10年

経っても，先祖がえりをして，ますます独善を極めてい

る。できないことを目標に掲げたいのはよくわかる。そ

うであれば，できていないことを強く認識し，この活動

原則を達成するためにはどうすればよいかを考えない限

り，国民は不幸である。事故前の保安院時代の規制のほ

うが，まだこの 5項目に従って活動していたのではない

かとも思える。自ら反省し，間違いを認め，活動原則に

対して PDCAを回すことが，次の 10年に必須であろう。

是非，国民のために｢確かな｣規制を目指してほしい。
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福島第一原子力発電所事故とその後

｢語りにくさ｣を越えて 福島の今を伝える

NHK福島放送局 大崎 要一郎

｢日本がスマトラになるぞ！｣

あの日，経験したことのない揺れを感じ，渋谷の

ニュースセンターに飛び込むと，社会部の災害担当デス

クが叫ぶ声が聞こえた。私はその言葉を，どこか絵空ご

とのように聞いていたが，なぜかいつまでも耳を離れる

ことがなかった。状況は彼の叫んだとおり，いやその想

像をも超えて深刻なものとなり，福島は原発事故の惨禍

にさらされた。取材の電話口や会見場から聞こえる現実

味のない情報の数々。無我夢中で事故の状況を取材し，

ニュースを通じて冷静な対応を呼びかけたが，伝える私

自身が一番冷静ではいられなかったのかもしれない。幾

度となく去来する｢まさか…｣。自らの不見識と取材姿勢

の甘さを悔いるしかなかった。

それから 10 年が経とうとしている。縁あって私は今

も原発事故の取材を続けることが出来ている。立場は東

京の取材記者から，地元福島放送局で取材を指揮する

ニュースデスクに変わった。職場には東日本大震災と原

発事故の後に入局した記者が多数になっている。残念な

ことに福島では，原発事故は今も連日ニュースに取り上

げられる｢日常の一部｣だ。環境中の放射線量は大きく下

がり，避難指示の解除も進んだが，時間が経てばたつほ

ど，複雑化している問題もある。福島第一原発のトリチ

ウムを含む水，県民健康調査の甲状腺検査，いわゆる自

主避難者への支援等々。意見の対立する問題や，語りに

くくなっている問題をどう伝えるか，頭を悩ますことも

少なくない。そんな時，瑞々しい感性で先入観にとらわ

れず取材し，新しい見方を提示してくれているのは若い

記者たちだ。本稿では，彼らの視点を通して，原発事故

を伝えることの意味を改めて考えてみたい。

1．｢かわいそう｣でなく｢魅力的｣な福島の漁業

南相馬支局は，福島における漁業取材の最前線だ。地

元の相馬双葉漁協は底引き網漁を主力に，ヒラメやカレ

イをはじめとする｢常磐もの｣を水揚げし，東京の市場で

も高い評価を集めてきた。しかし，原発事故のあと魚の

出荷制限や風評被害が続いてきた中，いまも流通量を調

整しながら出荷先での評価を調べる｢試験操業｣が続いて

いる。漁業者みずから漁の日数や海域などを抑えている

ため，去年の沿岸漁業の水揚げ量は震災前の 14 ％ほど

と，復興というには程遠いのが現状だ。

ただここに来て状況は大きく変わっている。20 年

9 月，そう伝えてくれたのが，同支局の後藤駿介記者

だった。ヒラメの鮮魚の取引価格は全国平均と同水準に

なり，漁協は水揚げの大幅増に舵を切ったのだという。

｢その状況を全国の人に知ってもらいたい｣そう考えてい

たが，漁協は取材に慎重だった。懸念していたのは切迫

しているトリチウムを含む処理水の処分問題だ。｢この

時期取材を受ければ，せっかくの前向きな機運がそがれ

てしまうだけでなく，かえって風評を助長するのではな

いか｣。

後藤記者は支局配属 3年目。知己の漁業者も多く，彼

らの不安はひしひしと感じていた。一方で，原発事故の

あと続いていた｢怒る漁業者｣という描き方には違和感を

持っていた。｢伝えたいのは，魅力的な相馬の海と漁師

たちの姿だ｣。思いが通じて取材が動き出し，新しい船

の建造や若手の漁業者が増えていることなど，それまで

の｢かわいそうな福島の漁業｣のイメージを変える番組が

東北各県と全国に放送された。放送後の反応では，｢思

い込みが改められた｣という声とともに，｢この状況を知

らずして処理水の放出を検討することはできない｣とい

う声も少なくなかった。ステレオタイプな対立構図でな

く，ありのままの今を伝えることが，かえって政府に判

断の重みを考えさせることにつながる。あらためて後藤

記者に教えられた取材だった。

2．忘れられた｢自主避難者｣

避難指示が出された地域以外から避難したいわゆる

｢自主避難者｣についての伝え方は，とりわけ福島ではセ

ンシティブになっている。日常を取り戻してきた福島で

は，月日がたつほど，自主避難者への視線は複雑なもの

になってきた。事故直後は，政府や科学への信頼が損な

われる中で，多くの人が避難すべきかどうか当事者とし

て苦悩した。それが数年後には，残った人と避難した人

との間に感情的なしこりが生まれ，さらに数年して自主

避難者が少数になっていくと｢まだやっているのか｣とい

う空気が感じられるようになった。10 年経ち，多くの人

にとって自主避難者は過去の存在となり，忘れられつつ

あるのが実情ではないだろうか。

取材のきっかけは 19年 7 月，福島県が東京・東雲の公

務員宿舎に期限を過ぎても入居し続ける自主避難者に通

常の家賃の 2 倍を請求し，退去を迫ったことだった。幾

( 10 ) 日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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度も退去を求めた末の決断でもあり，県内のメディアで

は請求された当事者の声が大きく取り上げられることは

なかった。そんな時，北海道新聞から移籍してきた佐藤

志穂記者が，この宿舎で暮らす女性を訪ね，体調の悪化

や家族の事情で就職も難しく退去できずにいる事情を聞

いてきた。なんとか自立しようと入居先を探すものの，

収入は限られ条件にあった物件も見つからないという。

退去しないことが違法であるのは事実だ。一方で，取材

しなければ見えてこなかったファクトの数々は，彼女た

ちが原発事故の被害者にほかならないのだということを

改めて思い出させてくれた。現在の放射線量からすれば

科学的に避難の必要がないことは明らかだが，10 年前に

狂った人生の歯車は彼女たちの責任だろうか。放送後は

｢当時のことが思い起こされ，かえって新鮮に感じた｣と

いった反応が寄せられ，先入観を持たずに，古くて新し

い課題を掘り起こすことの意義を感じた。

3．放射線と放射性物質について考える

原発事故による被害をもっとも特徴付けているのは，

言うまでもなく放射性物質による汚染と被ばくの問題だ。

先にも触れたが，放射線量は大きく下がっている。11年

11月と 19年 9 月の航空機モニタリングをみると，地表付

近の放射線量は平均で 78％低下し，年間 100mSvに相当

するようなエリアはなくなっている。

こうした中 19年 7 月。当時，福島放送局に勤務して

いた長谷川拓記者が，県域ニュースの中で，ある文書の

内容を紹介した。ICRPの Publication 109および 111 を

改訂する案がまとまり，その中では日本で避難指示解除

の要件となっている年 20mSv と平時の基準である年

1mSvの間に，被ばく抑制のための新たな目標値を設定

すべきだと提言しているというのだ。｢放射線量は下

がっているのに今更｣とも感じたが，長谷川記者の問題

意識は取材実感に基づくものだった。｢解除したらあと

は大丈夫｣と言われても，1mSvを超えるような地域で

は住民の間に不安もあり帰還が進みにくいと考えられる

から，別な目標を設定することは住民が納得して帰れる

環境を整備することに資するのではないかという。この

考え方自体は従前の ICRPの文書にもあったが，今回は

10mSv を超えない範囲で設定すると具体化されてい

た。しかし，国はなぜか今もこの目標値を設定しようと

していない。今後，帰還困難区域が解除されていけば，

年 1mSv を超える環境で生活することも想定される。

国は｢詳細な線量マップを作って被ばくリスクを住民に

分かるように伝える｣というが，長谷川記者は｢大事な視

点が欠けている｣として，｢そこで生活したいという住民

に安心してもらうために，どこまで被ばくを抑えること

が必要なのかは，行政や専門家が住民と一緒に考えてい

く責任があるのではないか｣と指摘した。

一度決めた基準だからと，状況が変化する中でも見直

さずにいる事例は，ほかにもある。20 年 11月，郡山支

局の矢部真希子記者は，棚倉町の重要な文化であり活力

でもあったまつたけ狩りができずにいる問題を取り上げ

た。食品の基準は 100 Bq/kgだが，自生するまつたけが

これを下回るには 10 年単位の時間がかかるとも指摘さ

れているという。ただ，米や野菜など一般の食品からセ

シウムが検出されることは，ほとんどみられなくなって

いる中，専門家も｢少量を味わうというまつたけの食べ

られ方を考えれば，100 Bq/kgで一律に制限するのは硬

直的だ｣と指摘していた。しかし，所管する厚生労働省

は矢部記者の取材に｢見直しが必要なことを示す新たな

データはない｣と回答し，柔軟な運用をする考えもない

という。まつたけ組合の男性は｢食卓に上がらないと子

どもたちも興味を示さず，話題として取り上げることも

ない。あきらめの境地です｣と肩を落としていた。

ともすれば前提としてしまいがちな基準だが，長谷川

記者や矢部記者の取材は｢基準はいったい誰のためのも

のなのか｣という本質を問うているように思えた。

4．｢語りにくさ｣という原発事故の罪

本稿で紹介したどのテーマも，人によって見方が異な

り，どうすればよいという 1つの正解があるわけではな

い。記者たちからは，｢県内では批判を恐れ考え方の異

なる人同士で意見を交わすことが難しくなっている｣と

いう取材実感を聞くことが多い。それが事実であるなら

ば，｢福島を語りにくくした｣ことが，原発事故の重大な

罪と言えるのではないか。しかし，語られなくなった

時，もしくは過度に単純化されてしまった時，福島が抱

える問題は風化し，固定化されてしまうことになりかね

ない。先入観のない記者たちのまっすぐな感性は，｢語

りにくさ｣を乗り越える一助となるのではないか。福島

の今を伝えるために，私たちは語り続け，問題の本質を

問い続けていきたい。
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福島第一原子力発電所事故とその後

原子力発電の衰退と後始末

龍谷大学 大島 堅一

1．原子力発電の位置づけの大幅低下

東京電力福島第一原子力発電所事故(以下，福島原発事

故)後，電力需給構造とエネルギー政策は大きく変わっ

た。事故前に 54 基の原子力発電所が稼働していたのに

対し，事故後は 21 基が廃止となった。事故後 10年で再

稼働にいたった原発は 9基にとどまっている。原子力に

よる発電電力量は，ピーク時の 3,219 億 kWh(2000 年度)

から 649 億 kWh(2018 年度)に激減した。発電電力総量

に占める割合についてみると，1998 年度に 36.8 ％を記録

したが，2018 年度には 6.2 ％でしかなくなった。

エネルギー政策においても，原子力は基幹電源(2007年

エネルギー基本計画)，基幹エネルギー(2010年エネネル

ギー基本計画)から，｢ベースロード電源｣へと位置づけが

大きく後退した。再生可能エネルギーが拡大する中，全

国的にみれば｢ベースロード電源｣ですらなくなっている。

他方で，再生可能エネルギーはエネルギー基本計画

(2018 年)で主力電源化がうたわれ，大きく伸張してい

る。固定価格買取制度をへて日本でも発電コストが低下

してきており，近い将来，国際価格(太陽光，風力ともに

6円/kWh台)に収斂し，ますます利用が増える。国もま

た 2020 年 7 月に｢再エネ型経済社会｣を創造するという

方針を打ち出した。原子力発電は，負荷追従運転が難し

い電源である。仮に負荷追従運転を行いえたとしても設

備利用率は大きく下がる。原子力発電は落日のときを迎

えている。

2．経済性の喪失

原子力発電事業が終焉を迎えている事実は，経済性の

喪失にも現れている。原子力発電を今後も利用するので

あれば，何よりも経済性が確立されていることが決定的

に重要であるが，経済性は悪化しつづけている。

かつて原子力発電は，経済性に優れた電源であるとさ

れていた。2015 年に総合資源エネルギー調査会のもと

に設置された発電コスト検証ワーキンググループ(2015)

の試算結果では，標準的ケース(設備利用率 70 ％，40 年

運転)で，原子力発電が相対的に最も安価(10.1 円/kWh

以上)であるとされた。

2015 年の試算で安価とされた理由は，試算にあたって

の想定と計算方法にある。この試算では，福島原発事故

前に建設された発電所を 2014 年または 2030 年に建設

し，かつ，2015 年当時の追加的安全対策工事費がかかる

としている(モデルプラント 1 基当たり 601 億円程度)。

事故リスク対応費用については，当時の事故費用を踏ま

え 12.2 兆円程度とされた。加えて，1 kWh 当たりのコ

ストに計算する方法に変更が加えられ，事故対応費用総

額が増えているにもかかわらず 1 kWh 当たりのコスト

が安くなるようになっていた。原子力発電のコストが安

価である理由は，大雑把に言えばここにある。

試算後 5年を経て，発電コスト検証ワーキンググルー

プの試算は早くも現実にそぐわなくなっている。これま

でに投じられた追加的安全対策工事費は，平均して 1基

当たり 2,000 億円を超えている。事故費用は 2016 年の

東京電力 1 F 問題委員会の政府想定で 21.5 兆円になっ

ている。また日本経済研究センター(2019)は事故費用総

額を 35〜79 兆円とみている。追加的安全対策工事を必

要としない安全性の高い原子力発電所を建設するための

費用は，欧米諸国で高騰している。2018 年 4 月に

Exelonの副社長が述べたように，すでに原子力発電所

を新規に建設することは経済的にありえない(S&P

Global, Platts, 12 April 2018)。

では，日本に残された既設の発電所はどうか。再稼働

にいたった関西電力，九州電力，四国電力の原子力発電

所に関し，発表された 2011 年度以降の追加的安全対策

工事と，残された運転期間を前提に筆者が試算したとこ

ろ，これらの既設の原発についても経済性が損なわれて

いることがわかった。費用が増大しているだけでなく，

これらの原子力発電所は運転開始以来かなりの年月が

たっているため，残された運転期間が短くなっているか

らである。

計算においては，発電コスト検証ワーキンググループ

が公表しているエクセル表をそのまま利用し，2011 年度

以降に要した費用のみを考慮，発電期間を現在残されて

いる運転期間とした。すると，社会的費用(事故費用と

政策経費)を含め設備利用率 70 ％にするという標準的

ケースで，最も安価な原子力発電所は大飯発電所 4号機

で 13 円/kWh 程度，最も高いのは川内 1 号機で 27 円

/kWh 程度であると推計された。もちろん，社会的費用

を電力会社は支払わず，社会が支払っているので，電力会

社にとって発電コストは社会的費用の分だけ安くなる。

社会的費用部分を考慮しなければ，例えば大飯 3，4号機

の場合，発電コストは 9〜10 円/kWh 程度になる。だが

大飯 3，4号機は例外で，他の原子力発電のコストは高

く，12円/kWh以上となる。

( 12 ) 日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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未稼働原発にいたっては，稼働しないまま追加的安全

対策工事が増大しているため，仮に 2022 年度に再稼働

を果たしたという楽観的想定をしたとしても経済性は全

くなく，最も安価な泊 3号機で 13 円/kWh程度，その他

はどの原発も 20 円/kWh を遙かに超える発電コストと

なっている。電力会社が福島原発事故後に再稼働を目指

したのは，安全対策工事が比較的安価で，かつ，短期間

のうちに再稼働できると考えたからであろう。民間企業

として，その判断が誤っていたことは明らかである。

筆者には，民間企業たる電力会社が，今もなお原子力

発電になぜ固執するのか，合理的解釈ができなくなって

いる。一般の民間企業であれば，生産費が上がり続ける

設備に何年も投資を続けるのは不合理である。原子力発

電が維持できるのは，事故が起きた場合の費用負担を免

れられるような制度が構築されたこと，容量市場の創設

によって既設の発電所に対して容量確保契約金が支払わ

れるようになったこと等から，かろうじて延命されてい

るからにほかならない。原子力発電は，国の支援無しに

は生き残れないものになっている。

全国をみわたすと，原子力発電所の安全対策に 5兆円

を超える費用が投じられてきた。ここまで多額の資金を

費やしてしまった以上，電力会社も，また原子力発電を

後押ししている国も，引くに引けない状況になっている

のかもしれない。とはいえ，今後も，原子力発電の稼働

が，福島原発事故以前のような状況に戻るとはもはや考

えられない。幸い，原子力発電所をもつ大手電力会社の

経営状況は堅調であるし，原子力発電推進に期待する国

民の声はほとんどない。延命策(ないしは激変緩和策)が

講じられているうちに，できる限り早期に撤退するのが

原子力事業者にとって賢明である。

一部で小型炉や高温ガス炉等に可能性を見いだそうと

する向きもあるものの，実験炉，原型炉，実証炉を経て

商業炉にいたるまでに一体どれだけの時間と費用を注ご

うというのであろうか。自由化された電力市場のもとで

は，民間企業自らが技術開発し，実用化できるものでな

ければならない。そのような可能性を民間企業が自らの

責任で追求するのは自由だが，国に助けをもとめること

には道理がない。

3．原子力発電の廃止に向けて市民に意思決定を

委ねよ

原子力発電は，今後さらに停滞していくだろう。好む

と好まざるとにかかわらず廃止となる原子力発電所の数

は増大する。原子力発電は，後始末事業こそがメインに

なる。

原子力の後始末事業には課題が山積しており，どれも

これも放置できない。

まず，福島第一原子力発電所の事故に関しては，サイ

ト内での作業および，ALPS 処理水を含む放射性物質の

管理や処分が必要である。またサイト外では，除染にと

もなう除去土壌や廃棄物の管理と処分に大きな困難があ

る。原発事故被災者の真の復興も道半ばであり，2020 年

になっても避難者は約 3万 7千人いる。

事故を起こしていない原子炉の廃止，放射性廃棄物の

処分もこれからである。加えて，原子力発電が衰退する

以上，もはや使用済核燃料の再処理は不要であるから，

核燃料サイクル政策にも終止符をうつ必要がある。当然

ながら，六ヶ所再処理工場を中心とする核燃料サイクル

事業関連施設の廃止も必要になる。

日本は，他国と異なり事故を起こしたため，二重の課

題がある。これらの解決には膨大な時間と労力，費用が

必要となる。これらの取り組みは，民間企業だけで担い

きれないし，次世代を含む国民の理解なしに国ですら実

行困難である。

われわれの世代，なかでも原子力発電に関わってきた

現世代の人々は，原子力発電で利益を得ながらも，その

後始末を自らの手で完遂できそうにない。少なくとも，

われわれの世代は，次の世代の人に巨大な負債を一方的

に押しつける身勝手な世代であると言えそうである。

長期にわたる負の遺産の処分は，現世代の事業者が責

任を負いきれず，国民の手を借りざるをえない。そうで

ある以上，福島原発事故後も続く原子力事業の閉鎖的体

質を改める必要がある。具体的には，全ての意思決定プ

ロセスを透明にし，情報を完全に公開し，長期にわたっ

て民主的に管理すること，その上で将来世代にとって最

も安全な選択肢を残すことである。そのためには，原子

力発電の後始末については，考え得るかぎり広範な市民

が文字通り関与できるようにし，意思決定を市民に委ね

る必要がある。原子力発電から利益を得てきた人々が，

負の遺産を担う次世代に対してできる唯一のことは，原

子力発電における民主主義の基盤構築である。

巨大な負の遺産を手渡された若者は，｢私たちに一体

何ができるのか｣と問うだろう。私たちは自ら何をし，

彼らにどう答えるのだろうか。
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福島第一原子力発電所事故とその後

事故から 10 年，今後の原子力のあり方

元日本原子力産業協会 北村 俊郎

1．地元に辛い思いをさせない決意

10 年前の 3 月 12 日の午後，私が避難先の体育館で無

音声のテレビを見ていると地元テレビ局の定点カメラが

福島第一原発の水素爆発を捉えた。その時，頭に浮かん

だことは高濃度の放射性物質が広い地域に拡散する事態

に国も自治体も電力会社もほとんど準備や訓練が出来て

いないこととこれからの原子力政策，原発運営に与える

影響の大きさだった。

現場の底力といまだ解明されていない事象で事故は収

束に向かったが，廃炉はスタートから難航し新たな問題

も発生している。この 10 年間，過酷事故の地元への影

響は想像以上で，対応に時間がかかり費用が膨らんだ。

前例のない多額の賠償が行われ，精神的苦痛や故郷喪失

なども金銭で償われた。その結果，皮肉にも避難した

人々は避難先などに家を建ててしまい，避難指示が解除

されても元の家は放置された。

帰還困難区域の住民は文字通り現在も帰還出来ていな

い。私もその一人だ。関連死，風評被害も続いている。

この 10 年間に住民の 1 割が亡くなっており事故は記憶

から記録に移りつつある。過酷事故による避難は住民に

とって不条理なものであり，私は避難しながら｢いかに

原発に利点があろうとも，住民にこのような辛い思いを

させてはいけない｣と強く思うようになり，それが原子

力問題を考える原点となっている。

2．原子力への情熱

これから廃炉が進むにつれて事故原因が次第に解明さ

れ規制基準などへ反映されていく。対策が難しいのが背

景となったいわゆる原子力村の体質問題だ。巨大組織は

共同体化しがちで動きは鈍く守りの姿勢になっていく。

困難が立ちはだかると政治力や経済力で突破しようとす

る。その結果，社会との摩擦や断絶が起き大事故のリスク

も高まる。プレートに歪が蓄積し続け，ある日突然大地震

が起きる。大事故も似たような経過を経て起きるのだ。

そうならないためには関係者が原子力のリスクに対し

て強い関心を持ち続けることだ。初の商業炉である東海

発電所が運転を終えた時，建設から発電まで携わった大

先輩が｢大事故を起こさず運転を終えることが出来，心

から安堵した｣と私に語ったのを今思い出す。｢今回の事

故は開発から 40 年経ち，関係者のリスクに対する関心

が緩んだために見落しと妥協があったのではないか｣が

私の見方だ。

原子力は｢全人類のため｣にやる。これが｢業界のた

め｣，｢会社のため｣，｢自分たちのため｣となると原子力は

危うくなる。平和利用三原則の民主・自主・公開に反し

ていないか，共同体内で互いに甘えていないかと目を光

らせる必要がある。原子力を大切に守り育てる情熱を取

り戻すこと。それこそが原子力ルネッサンスだ。

3．現在はエネルギーの大変革期

原子力のあり方を考える際，今起きているエネルギー

分野の大変革を理解しておく必要がある。現在の主なエ

ネルギー源である化石燃料は地球温暖化の原因であるた

め使用を抑制すべきとされ，石炭火力発電に反対する風

潮は強まるばかり。日本の火力発電の半分を所有する

JERAは古い発電所の廃止，水素の燃焼，二酸化炭素の

貯留・活用などをして 2050 年までに実質二酸化炭素排

出ゼロを目指すと表明した。遅れて政府も同じ目標を掲

げて欧州などと歩調を合わせた。

ここ 10 年で太陽光発電が 82％，風力発電が 39 ％も

発電コストを下げ，大半の国で太陽光発電が火力発電よ

り安くなった。日本では太陽光発電が FITで急拡大し，

再生可能エネルギーが発電量に占める割合が 2020 年

1〜6月期に 23％と現行エネルギー基本計画の 2030 年

目標値をクリアした。産業界も SDGs，RE100 など再生

可能エネルギーの使用に積極的になっている。

再生可能エネルギーの欠点である出力不安定さに対し

ては世界中で蓄電池，熱，水素，慣性などの電力貯蔵技

術の開発が行われている。蓄電池価格は 10 年間で半分

になり蓄電池併設の風力発電所なども建設されている。

さらに仮想発電所，分散型のシステム構築など電力安定

需給に資するさまざまな挑戦が続いている。

日本には 2,700万キロワットもの揚水式水力発電所が

ある。もともと原発のために造られたが，現在は太陽光

発電による昼間の余剰電力の貯蔵に使われている。海外

には条件の良い場所での太陽光発電で水素を製造しタン

カーで消費地に運搬する構想や何千キロもの海底ケーブ

ルで再生可能エネルギーによる電力を，国境を越え直流

送電する計画もある。

風力発電の発電コストは海外では陸上で 6〜13 円

/kWh。洋上も 2030 年までに 7 円/kWh を切ると見ら

れている。日本近海には洋上風力発電の大きなポテン
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シャルがあることが判っている。近年，海域利用に関す

る法改正で開発意欲が高まり外資も参入し大規模な洋上

風力発電所の建設計画が続々と発表されている。

再生可能エネルギーを拡大するには送電線接続制限が

ネックになっているが，既設の送電線の運用方法を変更

すれば従来の 2倍の容量が確保出来ることが政府系研究

機関で確認され東京電力管内で一部運用されている。

各国の原子力に対する取り組みは福島第一原発の事故

後，さらに推進，廃止，現状維持に分化している。欧米日

韓では安全対策強化で建設コストが上昇し，受注のない

メーカーは弱体化し，建設技術を持つ国は中露に絞り込

まれつつある。日本では原発の再稼働と廃炉，使用済み

燃料の乾式貯蔵，最終処分場探しに焦点が当たっている。

4．これからの原子力の役割

日本では電力需要の減少が予想される中，再生可能エ

ネルギーによる自給自足の拡大，地域ネットワークの形

成，電力供給に関する消費者向けの新サービス，新ビジ

ネスが始まっている。現在，発電量の 77 ％が火力発電

によって行われているが，これを 30 年以内に他の電源

で代替しようとした時，原子力はどのような役割を果た

せるのだろうか。

いまだに人々の原子力に対する不安感は払拭されない

まま，再稼働も建設も進まず，原子力に関連する組織・

人材の維持が困難になっている。新規制基準対応の工事

が一段落するとメーカー，工事会社の受注が急減する。

原発は二酸化炭素フリーのうえ稼動率が高く出力は安

定し強靭性にも優れるなどの利点はあるものの，建設，

廃棄物処分ともに社会の同意を取り付けることが難し

い。再生可能エネルギーが毎年コストを下げている中で

原発の発電コストが高止まりし，新たに建設しようとす

る意欲は起きにくい。このままでは原子力の役割は現在

ある原発の再稼働と 60 年運転にとどまることになる。

さらなる大きな役割としては，温暖化による異常気象

でより頻繁に大災害が起きるようになった場合，原発の

再稼働と 60 年運転だけでなく，原発を増設し二酸化炭

素排出ゼロ実現の前倒しに貢献することである。高温ガ

ス炉で水素を効率よく大量に製造することも役割となる

可能性がある。

大型台風が上陸し瞬間最大風速 50 メートル以上の強

風が吹くと太陽光発電所や風力発電所に大きな被害が出

ることが予想される。その場合は再生可能エネルギーの

依存度を下げ，より強靭な原発や水素燃焼の火力発電を

増やさざるを得ない。原発や火力発電所にも高潮などの

対策の強化が必要となる。また，共通の課題として送変

電設備の強靭化と海底ケーブル，地下ケーブルの採用が

ある。

異常気象は世界各地でも猛威をふるうため，海外でも

原発の設計，建設，部品の製作など日本メーカーの活躍の

場が開かれる。

国はさまざまな手法で経済的支援をしてコスト高の原

発の存続を図るが，最終的には原発の電力を固定価格買

取制度で買い上げるか NY州のようにゼロ・エミッショ

ン証書制度で支援金を与えることになろう。また，併せ

て国が主導して原発を所有している電力会社の原発部門

の統合，BWRメーカーの合併，各国立大学の原子力工

学科や研究機関の統合なども行われる可能性がある。

この先，多くの地方自治体が人口減少と高齢化により

財政困難に陥り次々に消滅の危機に直面する。原発など

の立地自治体は，廃炉が終了するまでは核燃料税などの

税収と地元雇用と地元発注が確保され消滅を免れる。そ

うなると立地自治体が原発の再稼働や建設の要望を次々

と出すようになることが予想される。最近の北海道の

2自治体の最終処分地調査受け入れ表明はその先駆けと

考えられる。

これからの原子力開発が，国や原子力業界の独断先行

ではなく，国民や消費者の選択と立地自治体の希望によ

り進められるようになることが期待される。

著者紹介
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1967 年，慶応義塾大学経済学部卒。元日本原子力発電，

元日本原子力産業協会。著書に｢原発推進者の無念｣(平凡

新書)がある。

( 15 )日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)

103



16-17_vol63_02-Y_特集_PK-1.smd  Page 1 21/01/07 13:11  v4.00

福島第一原子力発電所事故とその後

安全性向上の諸方策の実装〜個別的提言から統合へ

(株)テムス研究所 北村 正晴

1．はじめに

東京電力福島第一発電所事故(以下，1 F 事故)直後か

ら筆者は，本誌や他の学術誌においていくつかの提言を

してきた。｢想定外｣問題の本質とレジリエンスエンジニ

アリング(RE と略)ベース安全学の必要性1)，安全の実

現には理念や原則の提示に加えて実装への道筋まで示す

べきこと2)，そしてノンテクニカルスキル (non-

technical skill: NTS)訓練の重要性3)などがその骨子であ

る。小生よりはるかに大きな影響力がある有識者の方々

ももちろん多岐にわたる提言を示されてきている。

しかしながら，最近になって気になってきたことがあ

る。研究者向けの提言ならともかく，現場応用を指向し

た提言である場合，現場側にはそれらを受け入れる余裕

がどこまであるかという懸念である。筆者自身，｢REの

考え方が有意義なことは理解できた。しかしそれをただ

でさえ多忙な日常業務の中に，どのように組み入れてい

けばいいのか見当がつかない｣という声に何度も接して

いる。他の提言についても，現場は類似の苦悩を抱えて

いるのではないかと推察する。この現場の苦悩を低減す

る方策を検討し提示することは，提言を行った人間側の

責任であろう。本稿では筆者自身が行ってきた提言内容

に関して，それらが現場の負担をあまり高めることなく

実装されるための工夫について検討した結果を記す。

2．レジリエンスエンジニアリングと運転員訓練

(1) レジリエンスエンジニアリング

前述の通り，筆者は 1 F 事故直後から RE を紹介し，

その重要性を指摘するとともに基本概念と実装方策につ

いて説明してきた。さらに，｢安全｣概念自体の見直しが

必要であると言う先駆的提言と，それを受けた Safety-I

と Safety-II という安全概念も紹介してきた。ここで

Safety-I は従来から実施されている安全探求方法論が目

指している安全概念である。この考え方では｢うまくい

かないこと｣の数をできるだけ減らすことを通じて安全

を実現することが目的とされる。他方，安全概念

Safety-II では，｢うまくいくことの数｣をできるだけ増

やすことを通じて安全を実現することが目的とされる。

Safety-II は Safety-I を否定するものではなく包含する

ものである。そして複雑・大規模な社会技術システム

(socio-technical system)が目指すべき安全は Safety-II

であり，この Safety-II を実現する実効的な方法論がRE

である。

REの考え方をごく簡単に要約すれば次のようになる。

着目する社会技術システムがレジリエントであるため

には下記の 4つのポテンシャルが必要である。

• 対処するポテンシャル：変化，外乱，好機などに対

して何をすべきか知っていること

• 監視するポテンシャル：近い将来に組織のパフォー

マンスに影響を与えうる事象を監視できること

• 学習するポテンシャル：経験から，特に適切な事例

から適切な教訓を学べること

• 予見するポテンシャル：システムの動作環境は変化

するので過去の学習だけでなく将来の予見が必要

これら 4つのポテンシャルが必要な理由は容易に理解

されよう。大規模な外乱などが起きたときに的確に対処

できない組織は存続できない：何かが起きかけている段

階で監視できない組織は対処が後手に回るので被害は大

きくなり存続が困難になる：経験から学習できない組織

は当初有していた対処策しか持たないので，いずれ環境

に適合できなくなる：さらに過去の経験から学習するだ

けでは不十分で，起きる可能性のある未来の事象を予見

できない組織は対処能力不足で存続が困難になる。

このように考えれば，社会技術システムにとって上の

4つのポテンシャルが必要という指摘はごく自然で常識

的とも言える内容である。

この方法論を現場に導入するための具体的方策も複数

提案されている。組織のレジリエンスポテンシャルを評

価するためのResilience Assessment Grid (RAG)という

技法はその一例である。この技法では，着目する組織の

構成員を対象として，4つのポテンシャルの現状に関す

る質問紙調査をすることを通じて，その組織のレジリエ

ンスの現状がプロファイリングされ評価される。この技

法の原子力現場への応用について筆者らは複数の場で試

行を行い，肯定的な反応も得ている一方で，体系的な導

入に関してはⅠで示したような課題に直面している。

(2) ノンテクニカルスキル訓練

RE の重要性に加えて，人間の危機対応能力の向上の

ための NTS 訓練の導入も提言してきた3)。技術を担当

するチーム(例えば航空機の場合はコックピットの乗員)

が高い技術的スキル(technical skill; TS)を有しているこ

とは当然必要である。しかし複雑な業務を的確に遂行す
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るにはチーム構成員それぞれがTSに加えて，NTSも高

いレベルにあることが必要である3)。

NTS は，より詳細には認知的スキルである{状況認

識，意思決定}と社会的スキルである{チームワークまた

はリーダーシップ，コミュニケーション，ワークロード

マネジメント}などから構成される。そして認知的スキ

ルの中の状況認識は{情報の収集，収集された情報の解

釈，未来の状態の予見}，意思決定は{問題の定義または

診断，選択肢の生成，選択肢の評価と選定，結果のレ

ビュー}などの構成要素から成るとされている。

NTS強化を目指した訓練については，原子力安全推

進協会(JANSI)や原子力安全システム研究所(INSS)が，

原子力発電所の構成員を対象とした実践を精力的に展開

している。筆者はこれらの組織と連携して支援を行って

きた。

さて，本稿の主題に論点を戻そう。原子力発電所現場

の安全性向上のためには，REポテンシャル，NTS，そし

てその基盤を支える TS，いずれも重要な意味を有して

いる。しかし，それぞれの技法の学習・習熟には相当の

時間を要する。そうなると，ただでさえ多忙な原子力発

電所の実務者，とりわけ運転や訓練の担当者は教育訓練

のカリキュラムが膨大になって苦労しよう。1 F 事故の

以前と比べて，過酷事故対応訓練，新規に導入された機

器の操作訓練などが山積している。その状況にさらに

REポテンシャル向上訓練，NTS向上訓練などを追加措

置的に要求することには慎重であるべきであろう。

3．提言の現場導入

上記のような問題意識を踏まえて筆者らは，REポテ

ンシャルと TS, NTS との関係性について検討を進めて

きた。詳細な検討プロセスは紙数の制約から省略する

が，その結果として，以下のことが明らかになっている。

• REポテンシャルを高いレベルで発揮させるために

は，TS, NTS のレベルも高いことが必要である。対

処するポテンシャルだけに着目しても，TS, NTS が

低いレベルのチームでは，対処ポテンシャルが高い

ことは期待できない。TS, NTS は REポテンシャル

が高いレベルで機能するための基盤的スキルと位置

付けられる。

• 一方で REポテンシャルが強化されればNTS, さら

に TS までも向上することが期待できる。対処す

る，監視する，予見するなどのポテンシャルが高い

技術者においては，課題解決のためのTS や，状況

認識，意思決定などの認知的スキル(NTS)が高いレ

ベルで機能する。言い換えれば REポテンシャルは

TS, NTS が高いレベルで機能するためのメタ知識

としての役割も有している。

このように考えると，REポテンシャル，TS, NTS は

別々に定義される能力ではなく，優れた現場技術者が有

するプロフェッショナルとしての知識，スキル，姿勢な

どの総体を異なった視点から捉えた特徴づけである，と

理解することが妥当に思われる。熟練した航海者の高い

能力や規範的自覚，態度などの総体を指すシーマンシッ

プという表現は古くからよく知られている。REポテン

シャル，TS，NTSなどはシーマンシップに代表される優

れた現場技術者の能力を複数の視角から注視した結果と

して見えてくる能力のある側面と考えるべきなのである。

4．統合への方策

上記の認識を踏まえれば，一見別々のテーマであるか

のように見えるREポテンシャルの向上，TS, NTS の向

上のための教育訓練は，個別的・逐次追加的(アドオン

的)になされるべきではなく，統合的になされるべきと

いうことになる。統合化の具体的な方策としては，最も

重要かつ基盤的な意味を持つ TS教育を中心としつつ，

例えばマイクロインサーションのような方式で REポテ

ンシャルや NTS を強化する機会を入れ込む，といった

方式が効果的と考える。

5．むすびにかえて

1 F 事故に関する政府事故調査委員会(通称，畑村委員

会)や民間事故調査委員会(通称，北澤委員会)の報告書

には，対外コミュニケーションや組織内コミュニケー

ションの機能不全が安全に悪影響を与えたという認識が

明記されている。安全の確保とコミュニケーションは通

常の原子力組織では異なった部局が担当している。しか

し実際にはこれらの活動も統合的になされるべきなので

ある。またヒューマンエラー防止と品質保証，安全文化

などに関しても適切に統合されるべきという趣旨の指摘

もある。このように筆者が直接関わりを持つ分野だけに

目を向けても，要請や提言を個別積み重ね的に行うので

はなく統合化すべき課題は多い。

1 F事故から 10 年，原子力の現場には多くの方面から

さまざまな提言が寄せられている。個々の提言内容はそ

れぞれ貴重なものだが現場の実務担当者の人員数や作業

時間などは制約されている。個別の優れた提言が，既往

の技術実践に適切に接続・統合されるやり方を含めた形

で提示されることを期待したい。
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福島第一原子力発電所事故とその後

戦略も司令塔もなく漂流する原子力政策

国際大学 橘川 武郎

1．まだら模様のエネルギー改革

東京電力(東電)・福島第一原子力発電所の事故(福島

第一原発事故)から，10 年の歳月が経過した。同事故が

国民的課題としてつきつけたエネルギー政策の根本的見

直しは，進展しただろうか。結論を先取りすれば，甘く

見てもエネルギー改革の到達点は分野ごとに大きく異

なってまだら模様のままであり，肝心の原子力改革につ

いては目立った進展がみられないなど，全体としては，

残された課題の方が大きいと言わざるをえない。

エネルギー改革の諸分野のなかで比較的進展がみられ

たのは，電力・ガスのシステム改革である。電力につい

ては，16 年に小売全面自由化が実施され，20 年には法的

分離方式による発送電分離も遂行された。一方，ガスに

ついても，17 年に小売全面自由化が実施されたのに続い

て，22 年には大手 3社(東京ガス・大阪ガス・東邦ガス)

の導管部門の法的分離が行われる。

2．｢叩かれる側から叩く側に回る｣

政府が電力・ガスシステム改革については積極的であ

りながら，原子力改革に関しては消極的な姿勢をとるの

は，なぜだろうか。その答えは，システム改革は票にな

るが，原子力改革は票にならない(場合によっては，票を

減らす)ことに求めるのが，自然であろう。

日本の原子力開発は，｢国策民営｣方式で進められてき

た。福島第一原発事故のあと，事故を起こした当事者で

ある東電が，福島の被災住民に深く謝罪し，ゼロベース

で出直すのは，当然のことである。ただし，それだけで

すまないはずである。国策として原発を推進してきた以

上，関係する政治家や官僚も，同様にゼロベースで出直

すべきである。しかし，彼らは，それを避けたかった。

そこで思いついたのが，｢叩かれる側から叩く側に回る｣

という作戦である。

この作戦は，東電を｢悪役｣として存続させ，政治家や

官僚は，その悪者をこらしめる｢正義の味方｣となるとい

う構図で成り立っている。うがった見方かもしれない

が，その悪者の役回りは，やがて，東電から電力業界全

体，さらには都市ガス業界全体にまで広げられたようで

ある。一方で，政治家や官僚は，火の粉を被るおそれが

ある原子力問題については，深入りせず先送りする姿勢

に徹した。このように考えれば，福島第一原発事故後政

府が，電力システム改革や都市ガスシステム改革には熱

心に取り組みながら，原子力政策については明確な方針

を打ち出してこなかった理由が理解できる。熱心に｢叩

く側｣に回ることによって，｢叩かれる側｣になることを

巧妙に回避したのである(誤解が生じないよう付言すれ

ば，筆者は，電力や都市ガスの小売全面自由化それ自体

については，きわめて有意義な改革だと評価している)。

結果として，福島第一原発事故後 10 年が経過したに

もかかわらず，原子力政策は漂流したままである。次の

選挙・次のポストを最重要視する政治家・官僚の視界は，

3年先にしか及ばない。しかし，原子力政策を含むエネ

ルギー政策を的確に打ち出すためには，少なくとも

30 年先を見通す眼力が求められる。このギャップは埋

めがたいものがあり，そのため，日本の原子力政策をめ

ぐっては，戦略も司令塔も存在しないという不幸な状況

が現出するにいたったのである。

3．原発リプレースと依存度低減

原子力政策の漂流は，どのような問題をもたらしてい

るのか。まず，18年に閣議決定された第 5次エネルギー

基本計画が，原子力について，2050 年時点でも｢実用段

階にある脱炭素化の選択肢｣になると高い位置づけを与

えたにもかかわらず，原発のリプレース(建て替え)への

言及を避けたことが大問題である。と言うのは，リプ

レースがなければ，原子力発電が脱炭素化の選択肢にな

ることはないからである。

現存する 33基の原子炉について言えば(建設中の中国

電力・島根 3号機と電源開発・大間は，運転開始時期が

未定のため，ここでは議論から除外する)，たとえ，これ

らのすべてについて，運転期間の 60 年間への延長が認

められたにしても，50 年末に稼働しているのは 18 基に

とどまる。その後，短期間のあいだに，稼働中の原子炉

基数は急減する。60 年末には 5 基(北海道電力・泊 3号

機，東北電力・東通/女川 3号機，中部電力・浜岡 5号機，

北陸電力・志賀 2号機)，65年末には 2基(泊 3号機，志

賀 2号機)となり，69年 12 月に泊 3号機が停止すると，

皆無となる。これではとても，原子力を長期的に有効な

｢脱炭素化の選択肢｣とみなすことはできない。

何らかの形で今後も原発を使うのであれば，危険性を

最小化するため，同一原発敷地内で古い原子炉を廃棄し

最新鋭の原子炉に置き換えるリプレースを行うことが，

責任ある立場というものである。しかし，政府は，リプ

レースに関する真正面からの議論を回避し，小手先の運

転期間延長という方策のみを追求している。このような

( 18 ) 日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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姿勢は，｢無責任な原発回帰路線｣だと言わざるをえない。

もちろん，原発のリプレースのみを強調するのでは，

｢原発依存度を可能な限り低減する｣という国民世論の期

待や安倍晋三内閣が掲げていた公約と平仄が合わなくな

る。リプレースを行うにしても，2030 年度の原発依存度

は 15 ％程度にまで押し下げるべきである。古い原子炉

を積極的に廃止し，可能な限り低い依存度の枠内で原発

リプレースを進めることが，将来において原発を使用す

る際の唯一の責任ある道だと言える。

4．バックエンド問題とその解決策

原子力政策の漂流がもたらしたもう一つの大問題は，

高レベル放射性廃棄物の処理問題(バックエンド問題)で

ある。バックエンド問題は，原発への賛否にかかわらず

社会全体が解決を迫られている重大問題だが，どのよう

な解決策がありえるのだろうか。

14年に閣議決定された第 4次エネルギー基本計画で

は，使用済み核燃料の最終処分に関して，国が前面に出

て対応する方針を打ち出した。しかし，国が主導権を

とったとしても，高レベル廃棄物の最終処分問題がすぐ

に解決するとは，到底思えない。

バックエンド問題に対処するためには，使用済み核燃

料を再利用するサイクル方式をとるにしろ，それを 1回

の使用で廃棄するワンススルー(直接処分)方式をとるに

せよ，最終処分場の立地が避けて通ることのできない課

題となる。この立地を実現することは，きわめて難しい。

最終処分場では高レベル廃棄物を地下深く｢地層処分｣

することになるが，その埋蔵情報をきわめて長い期間に

わたって正確に伝達することは至難の技である。サイク

ル方式をとれば危険な期間は短縮されるかもしれない

が，それでも｢万年｣の単位にわたるという。つまり，伝

達期間は少なくとも何百〜何千世代にも及ぶことにな

る。原発推進派のなかには｢地層は安定しているから大

丈夫だ｣と主張する向きもあるが，それでは地上はどう

なのだろうか。例えば，プルトニウム(239)の半減期は

2万 4000 年だが，2万年前には北海道はアジア大陸と陸

続き，本州から種子島まで陸続きで，日本列島の姿は今

とはまったく異なっていたという。地層自体はたとえ

｢安定｣していたとしても，その埋設地が地上でなくな

り，海中に沈んでしまうおそれがあるのだ。

したがって，高レベル廃棄物の危険な期間が万年単位

のままでは，いくら政府が前面に出ても，最終処分地が

決まるはずはない。最終処分地の決定には危険な期間を

数百年程度に短縮する有害度低減技術の開発が必要不可

欠である。高レベル廃棄物の有害度低減技術の開発につ

いては，その困難性のゆえに否定的な見解をもつ識者も

多いが，どんなに高いハードルであってもそれをクリア

しない限り，あるいは少なくともそれにチャレンジしな

い限り，人類の未来は開けないと言えよう。

もし，最終処分場の立地が実現することがあるとすれ

ば，それは，高レベル廃棄物の容量が小規模化し，危険

な期間が大幅に短縮された場合だけだろう。この小規模

化と期間短縮は｢減容化・有害度低減(毒性軽減)｣と表現

されるが，14 年策定の第 4 次エネルギー基本計画は，

｢もんじゅ｣の高速炉技術を，もともとの目的であった核

燃料の増殖のためでなく，高レベル廃棄物の減容化・毒

性軽減のために転用するという方針を打ち出した。

この｢もんじゅ｣に対する第 4次エネルギー基本計画の

方針は，正しかった。ところが政府は，政治的理由で

16年に｢もんじゅ｣の廃炉を正式決定した。18年の第 5次

エネルギー基本計画の策定にあたっては，｢もんじゅ｣に

代わる毒性軽減炉開発のきっかけをどう明記するかが一

つの焦点となったが，結局，抽象的な記述に終始し，ここ

でも，問題は先送りされた。｢もんじゅ｣に替えて，どのよ

うに減容炉・毒性軽減炉開発を進めるのか，これが，バッ

クエンド対策構築の第 1のそして最大の焦点となる。

ただし，バックエンド問題の解決には時間がかかるか

ら，その間，原発敷地内に，燃料プールとは別の追加的

エネルギーを必要としない空冷式冷却装置を設置し，

｢オンサイト中間貯蔵｣を行うことも求められる。これ

が，バックエンド対策構築の第 2の焦点である。

さらに言えば，きわめて困難とされる減容炉・毒性軽

減炉に関する技術革新が成果をあげず，バックエンド問

題が解決しないこともありうる。その場合に備えて，

｢リアルでポジティブな原発のたたみ方｣という選択肢も

準備すべきだ。バックエンド対策構築の第 3の焦点とな

る｢リアルでポジティブな原発のたたみ方｣の柱となるの

は，①火力シフト(送変電設備を活用した原子力発電か

ら火力発電への転換)，②廃炉ビジネス(旧型炉の廃炉作

業などによる雇用の確保)，③オンサイト中間貯蔵への

保管料支払い(使い終わった電気が生み出した使用済み

核燃料という危険物質を預かってもらうことに対して，

消費者が電気料金等を通じて支払う保管料)，からなる

原発立地地域向けの｢出口戦略｣だ。このような出口戦略

が確立すれば，現在の立地地域も，｢原発なきまちづく

り｣が可能になる。

ここまで述べてきたように，原子力政策は漂流してい

る。この閉塞状況から脱却しない限り，日本におけるエ

ネルギー改革は進展しない。福島第一原発事故後 10年の

地平に立ってわれわれは，この現実を直視し，原子力政策

のゼロベースからの再構築に取り組まなければならない。
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福島第一原子力発電所事故とその後

事故調査委員会報告書から考える

日本科学技術ジャーナリスト会議 小出 重幸

2011 年の東京電力・福島原発事故を象徴するものは，

被災地域のみならず，市民生活や経済全体を巻き込ん

だ，極めて大規模な社会的混乱だった。それは技術的な

問題を超えて，F原子力を支える人たちへの不信Nという

形で広がり，社会的信頼の失墜は今も，行政，原子力技

術，電力業界など，広い領域に及んでいる。｢失った信

頼｣を取り戻すにはどんな努力が必要か。｢事故調査報告

書｣という視点から，その手がかりを考えてみる。

全 16 巻，4,000 ページ，その調査特別委員会の報告書

を見たとき，まず，おどろいた。

英国政府が 2000 年 10 月に発表した，狂牛病(BSE)に

関する調査特別委員会報告書(BSE Inquiry Report 2000)

だ。肉牛が感染，そして人間への感染を拡大させた狂牛

病(BSE)の発生経過，失敗の状況，対策および妥当性を，

広範囲に聴き取り調査し，資料を分析，科学的な吟味を加

えながら，何を，どう失敗したのか，極めて詳細に記述し

ている。

1986 年，英国で最初の感染牛が確認されてから 10 年

間，政府と科学界は｢人間には感染しない｣という誤った

情報を発信。その結果，英国内で 169 人の死者を出した

ばかりでなく，家畜と人間への感染を世界各国に拡散，

人的犠牲だけでなく，世界中の畜産業界も大打撃を受け

た。英国政府，科学界の信頼は地に落ち，科学不信が渦

巻いた時期，独立調査特別委員会が政権からの財政支援

で設置され，4年間かけてまとめたものが，この 16 巻の

報告書だった。

なかでも目を引かれたのは，｢(失敗から)学ぶべき教

訓(Lessons to be learned)｣という章。

｢BSE による人間へのリスクはない｣とした政府作業

部会の判断は，なぜ誤ったか，科学者と行政官とのやり

取りのどこに問題があったか。計 77 項目の｢失敗事例｣

を丹念に解明し，これから学ぶことができる｢教訓｣とし

て，現実的なアドバイスをわかり易く提示している。全

体を通して伝わってくるものは，｢人はだれでも間違い

を犯す｣という見識と，｢だから，失敗から最大限，学ば

なければならない｣という思想だった。

一読してわかるのは，研究者，行政官，そして酪農家

や食品業界，医療界など幅広いF市民Nが調査委員会に

協力している様子だ。調査委員会はそれぞれの証言者に

｢免責条項(Free from Culpability)｣を示し，責任を問わ

ない代わりに，事実をできるだけ詳細に聴取する方法

で，証言を集めていった。

元英国議会・科学技術局長のデヴィッド・コープ・ケ

ンブリッジ大教授は，｢どこの国でも，自分の責任が問わ

れそうになれば，行政官は頭を覆って隠れてしまう。だ

から免責の適応は極めて重要。これによって，初めて失

敗に学ぶことができるようになった｣と説明する。こう

してまとめられた調査報告書は 2000 年，全文が公開さ

れ，｢失墜していた政府，科学界の社会的信頼は，この報

告書によって大きく回復された｣という。

科学者と政府への不信が吹き荒れた BSE の大混乱。

その状況は，｢2011 年の東京電力・福島原発事故後の日

本に巻き起こった混乱に極めて類似している｣(ロビン・

グライムズ・英国防省首席科学顧問)という。

翻って，福島原発事故後の日本ではどうであったか。

福島事故は，｢事故の可能性｣に長期間，目を閉ざして

きた日本の政府，原子力界，自治体，メディア，そして

市民も直撃した。事故後の社会的混乱の背景には，科学

コミュニケーションに関する失敗が指摘できると思う。

政府や東京電力は，事故状況と見通しを市民に伝えると

いう，基本的なコミュニケーションを展開できなかっ

た。また放射線規制値の基準見直しを繰り返し，社会の

混乱を助長させた。さらに多くの国民を失望させたの

が，放射性物質の拡散予測システム SPEEDI(緊急時迅

速放射能影響予測ネットワークシステム)の情報を公開

しなかったことだ。

こうした中，国会，政府，民間，東京電力の 4つの事故

調査委員会が立ち上がり，2012 年 7月までに相次いで報

告書を発表した。いずれも限られた時間，陣容での作業

で，放射線量が高く，肝心の原発サイトの検証や，再現

実験などの取り組みも省略されるなかでの報告書づくり

だった。東電，政府の事故防止策の欠陥，事故対応，防

災対策，情報開示などの不手際，失敗例を検証，改善す

べき課題をいくつも指摘している。

黒川清・政策研究大学院大学シニアフェローが委員長

を務めた，国会事故調査委員会は，｢事故は，国民の安全

よりも原子力利用促進を優先してきた原子力界，行政に

よる人災であった｣と指摘，7 項目の改善すべき具体的な

提言をしている。(別表)

畑村洋太郎・東大名誉教授を委員長とする，政府の事

故調査委員会は，｢自然災害と原発事故の複合災害とい

う視点が欠けていたこと，津波被害で冷却電源が失われ
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た後も，適切な対応が取れなかったこと｣を指摘。また，

メルトダウンの説明や SPEEDI の活用に失敗するなど，

コミュニケーションの欠如を批判している。

亡くなった，北澤宏一・元 JST理事長が委員長を務め

た民間事故調査委員会は，苛酷事故対策に対する東京電

力の組織的怠慢を原因とする人災であり，事故対策が住

民の不安を喚起するとして，対応を先送りする倒錯した

F安全神話Nが，失敗の根底にあると批判している。

これらの調査委員会報告は，その後どのように生かさ

れているのか。

日本科学技術ジャーナリスト会議 (JASTJ)では

2017年，これら 3調査委員長らに，その後の経過と評価

を聴いている。

故北澤委員長に代わって，民間事故調の船橋洋一・元

プログラム・ディレクターは，日本の行政では，セキュ

リティと安全がつながらず，｢平時に小さな安心を優先

するあまり，大きな安全を失うという力学が働いてお

り，F全体の最適解Nを得るための意識改革，機構改革が

必要だ｣と話す。

再稼働の前に，米国の緊急事態管理庁(FEMA)のよう

な住民対応組織を設置するよう提言，参議院で原子力規

制委員会設置の付帯決議にも入ったが，進展せず，放置

された状態だという。

国会事故調報告は立法府に，独立調査委員会の活用な

ど 7 つの提言をした。黒川・元委員長は，｢2017 年に

なって，衆議院の原子力問題調査特別委員会にF7人の

アドバイザリーボードNが作られ，任期を限らずに活動

を続けているが，これ以外の提言はほとんど無視された

形……｣だという。そして，｢政府の公文書改ざん，廃棄

など，失敗を恐れ，隠すというマインドが一層ひどく

なっている。失敗を共有し，そこから学ぶ文化を失え

ば，より大きな失敗，組織崩壊を招く。認識の改革が必

要だが，こうした視点からの報道も少ない｣と指摘して

いる。

福島事故後，以下のような声を多くの人たちから聞いた。

｢エネルギー状況を考えれば，今の日本が原子力発電

なしでやっていけるとは思えない。でも事故後の政府，

電力会社の無軌道ぶり，市民より組織が大事という仕事

ぶりを見ていると，Fあの人たちNには(原発を)任せたく

ない……｣

事故の対応のまずさ，混乱，失敗，それはだれにも起

こり得ることだが，失敗に直面してもそれを直視し，事

実を語ろうとしない行政官，原子力技術者たちを，人々

は信頼できないのだ。

信頼失墜に結びつく未解明のエピソードが，いくつも

残されている。

3月 12日，原子力安全・保安院の中村幸一郎審議官

が，炉心溶融(メルトダウン)の可能性を発表した後，この

事実が政府によって撤回され，中村審議官も更迭された。

また，3月 14日には，東京電力が官邸に｢炉心溶融｣の情

報を伝えた後，東電は｢炉心溶融｣の言葉は使わないよう

求められていると判断した対応をとり，それ以降，5月の

発表まで，炉心溶融の事実は国民に隠され，信頼は一層，

失墜した。実際には誰がどう発言して，組織的な情報隠

しが行われたのか，経緯は明らかにされていない。

炉心を循環させた放射性の冷却水は，汚染水タンクに

回収，サイト内に貯蔵し始めた。この時期，｢汚染水は膨

大に発生するので，このままではいずれ原発サイト内か

ら溢れ出す｣と判断した東電幹部が，政府に貯蔵場所確

保の支援を依頼したところ，｢事故を起こした東電の責

任だ，自身のところで解決するように｣と，官邸に拒絶さ

れた。｢現実的に無理だ｣と分かっていても，それ以上の

要請ができなかった――これが，現在の原発処理水の海

洋放出問題までつながっている。実際にだれが指示し，

どうすべきだったのか。

こうした失敗の実例を検証し，次の危機回避につなげ

る試みがなければ，Fあの人たちNへの信頼回復は遠のく

のではないか。

BSE事件後の英国では，失敗に学ぶ姿勢を，市民の信

頼を回復するコミュニケーションにつなげた。畑村・元

委員長は，｢機械である原発には，必ずトラブルが有る。

原発無しでやって行けるのか，トラブルを小さく抑える

準備と覚悟を決めて利用して行くのか，その議論から逃

げてはいけない。失敗から学ぶコミュニケーションなし

に，原子力は利用できない｣と語る。

技術系出身の国会議員と，科学ジャーナリストとの共

同セッションが 2020 年に始まった。立法府でも科学コ

ミュニケーションを考える，科学者の助言を政策決定に

活かす方法を探ろうというのだ。そこで議論になったの

は，福島事故の国会事故調査委員会の継続だった。事故

後 10 年を前に，未解明の部分を究明し，教訓を引き出

す，失敗に学ぶ姿勢を社会に示そうというのだ。新たな

事故調査委員会の動きを，見守りたい。

◇

＜国会事故調査委員会 7 つの提言＞

1)国会に常設監視機関を設置する，2)政府と事業者の責任

と分担を明確にする，3)被災地域への積極的な医療支援，

除染活動，4)電気事業者の監視，5)独立，透明，専門性，責

任感，一元化と自律性を持つ規制組織の設立，6)原子力規

制法制を見直し，国民の安全第一とする，7)事故の未解明

部分の調査など独立調査委員会の設置と活用――という，

根本的な改革を求めている。

著者紹介

小出重幸（こいで・しげゆき）

北海道大学理学部卒業，読売新聞社科学部長，編集委員，
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議理事。フリーランス科学ジャーナリスト
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福島第一原子力発電所事故とその後

事故の教訓と反省をふまえ｢マイナス｣から再出発を

長崎大学 鈴木 達治郎

1．事故の教訓と反省とは？：｢信頼｣の喪失に

どう応えるか

1 F 事故から 10 年がたつ。最初の質問は，やはり｢事

故の教訓と反省｣から学んでいるか？である。もちろん，

事故の直接の原因である地震と津波，そして非常電源対

策といった，重要な技術的要因に対しては，十分な対策

が取られたといってよいだろう。おそらく，再稼働が許

可された原子力発電所の安全性は，事故前に比べれば明

らかに高まっているだろう。

しかし，それだけでは真の教訓と反省を踏まえたとは

いいがたい。やはり最も重要な教訓と反省は，｢信頼の

回復｣に尽きると思う。原子力発電の安全性のみならず，

産業界や政府の姿勢，政策自体の見直し，専門家に対す

る信頼など，原子力に係るすべての分野で｢信頼｣を失っ

たことが，大きな教訓である。

では，どうすれば｢信頼｣は回復できるのか。それは，

失った時点を｢マイナス｣と考えて，その回復に全力を尽

くす姿勢を見せることから始まる。福島事故以前にまで

信頼を回復できなければ，それ以上の前進もないと思わ

なければいけない。

そのためには，事故後の現状と課題について，10 年の

経過をしっかり分析し，その課題克服に真摯に取り組む

ことが不可欠である。

以下，3つの重要課題について検討してみる。

2．福島第一原発の廃炉と復興問題

まず何よりも，福島第一原発の廃炉と地域の復興問題

が最大の課題だ。

廃炉については，2020 年 7 月に原子力学会において廃

炉検討委員会が中間報告書を公表した1)。この報告書で

は，政府の中長期ロードマップが示していない，｢エンド

ステート｣(廃炉措置後の最終的な状態)とそこに至るま

での過程について，複数の選択肢を示して技術的課題を

分析している。このように，学術的視点から，将来の選

択肢を明らかにして分析し，その結果を公表することは，

学会活動として高く評価されるべきものと考えられる。

しかし，廃炉措置において，今最も社会で信頼が失わ

れている課題は，やはり汚染処理水の問題であろう。

この汚染処理水の問題は，科学技術的な問題というよ

り，社会との信頼の問題といえるだろう。2018 年には，

地元の漁業組合との間で，｢海洋放出｣ということでほぼ

合意に達していたのに，処理水の約 8割に，基準値を超

える放射性物質が残存していたことが明らかになったの

である。その後，仕切り直しとなったものの，東電・経

産省と住民との信頼関係は回復していない2)。

この時点で信頼回復に向けて，何ができるのだろう

か。学会としては，前述の報告書にあるように，汚染処

理水の処分方法について，選択肢を学術的視点から評価

しなおすことも検討に値するだろう。政府・東電は，｢答

えありき｣の決定プロセスを見直し，第三者による検証，

徹底した情報公開と市民との真摯な対話を通して，信頼

回復に努めるしかない。

復興問題においても，汚染土の処理・貯蔵問題，避難

地区解除プロセス，補償問題においても，住民の信頼が

十分に回復したとは言えない。

この点について，透明性向上と信頼回復にむけて，筆

者は，廃炉プロセスと復興全体のガバナンス改革とし

て，以下の 3点を 2017 年に提言している3)。第 1に，福

島廃炉措置に特化した専門の｢福島廃炉措置機関｣の設

置，第 2に資金をより広く集め，かつ透明性をもって廃

炉と復興にあてる｢福島・廃炉復興基金機構｣の設置，

第 3に廃炉と復興プロセスを監視する第三者機関として

｢福島廃炉・復興評価委員会｣の設置である。こういった

廃炉と復興を連携させ，民主的で透明性のある体制で実

施することが求められる。

3．使用済み燃料と核燃料サイクル，廃棄物問題

次に解決しなければいけない課題は，使用済み燃料と

放射性廃棄物問題である。これに深く関連するのが，使

用済み燃料を全量再処理するという｢核燃料サイクル｣政

策である。

2020 年 7 月に六ヶ所村再処理工場が規制委員会の安

全審査に合格し，2022 年には本格稼働される見通しと

なった。引き続き MOX 加工工場の安全審査も合格と

なった。現状は，たまり続ける使用済み燃料の解決策と

して，再処理が優先されている。しかし，再処理は本当

に今必要なのだろうか。

2012 年，原子力委員会において，1 F事故を踏まえて

核燃料サイクル選択肢の総合評価が行われた。その時点

での評価としては，[1]高速炉の商業化見通しは 2030 年

以降であり，核燃料サイクルの選択肢としては，軽水炉

によるプルサーマルと直接処分の 2 つとなる[2]資源効
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率の面で再処理・プルサーマル路線は有利であるが，そ

れ以外の経済性，核不拡散・核セキュリティでは直接処

分が有利であり，廃棄物・安全性の面では有意な差がな

い，という結果となった。その後，政策選択肢としては，

①全量再処理，②再処理と直接処分の併存，③直接処分

のみ，の 3つを評価し，将来の行き先が不透明な場合は

柔軟性の確保という視点から，②の再処理・直接処分の

併存が望ましい，ということになった4)。すなわち全量

再処理政策の見直しが必要ということであった。

しかし，全量再処理政策は今も継続されたままで，そ

れ以降，政府においても学会においても，核燃料サイク

ルについての総合評価は行われていない。今こそ，核燃

料サイクルの総合評価を再度行うべきではないか。例え

ば，使用済み燃料の直接処分を選択肢として認めない

と，再処理に適していない使用済み燃料の行き場所がな

くなる。例えば，破損した使用済み燃料，高速炉用再処

理が実現しなかった場合のMOX 使用済み燃料などは，

今のままだと貯蔵以降の行き場所がない。高レベル放射

性廃棄物の最終処分に関する法律には，使用済み燃料が

対象となっていない。全量再処理政策がそのような硬直

性につながっているのである。

さらに，このまま再処理を継続した場合の課題として

あげられるのがプルトニウム問題である。すでに日本

は，2019年末現在，45.5トンものプルトニウムを所有し

ており，これは非核兵器国では最大量である5)。

世界でもプルトニウム在庫量は 500 トンを超えてお

り，国際安全保障の観点からは在庫量の削減が重要課題

として考えられているⅰ。こういった観点から，2014年

には日本は世界的な核物質の最小化に向けて，日米共同

声明を発表し，実際に高速炉臨界実験装置(FCA)からプ

ルトニウムを全面撤去処分することを発表した6)。この

政策に基づき，2018 年には原子力委員会が，｢プルトニ

ウム在庫量を削減する｣との政策を発表した7)。こう

いった政策との整合性を保つ意味でも，全量再処理政策

の見直しは必至であろう。

高レベル放射性廃棄物の最終処分計画についても，使

用済み燃料の直接処分の可能性を明記すること，第三者

による評価の仕組みや合意形成プロセスを見直すなど，

核燃料サイクルの見直しと同時に，処分計画の見直しを

行うことが必要だろう。

4．研究開発・人材育成の見直し

最後に，将来を見据えた研究開発と原子力関連技術者

の人材育成の見直しも必要だ。これまで日本の原子力研

究開発は，高速増殖炉と核燃料サイクルの実用化を大き

な目標として，多額の研究開発投資を行ってきた。しか

し，高速増殖炉原型炉｢もんじゅ｣の廃炉決定に伴い，こ

の高速炉サイクル中心の研究開発は当然ながら見直しが

必要である。原子力委員会による最新の原子力白書にお

いても，｢知識基盤や技術基盤，人材といった基盤的な

力｣の強化を図ることが，研究開発にとって重要であり，

人材育成と基盤研究の推進を提言している8)。この方針

は，これまでの大規模プロジェクト指向の研究開発から

の転換を示唆するものであり，長期的な人材育成方針に

も合致するものだ。

さらに，重要なのは，これら研究開発の評価システム

をしっかり構築することである。この点では，事故直後

の原子力委員会にて，次のように見解を述べている。

｢社会に導入された場合には，予期せぬ社会的影響を

もたらす可能性をあらかじめ評価することも必要とされ

るようになってきている…こうした総合評価にあたって

は，理学，工学の広い分野のみならず社会科学の学会や

市民団体からも推薦を受けて，いわゆる ELSI(倫理，

法，社会的側面)と呼ばれるような幅広い視点から，自律

性を持った包括的な評価組織を構成し，作業を付託する

ことが重要である｣9)

このような取り組みこそが，研究開発に対する信頼回

復に必要なのである。

5．まとめ

以上，1 F 事故の教訓と反省を踏まえ，｢信頼の回復｣

に必要な措置について，検討してきた。重要なことは，

信頼を失ったことについての真摯な反省に基づき，信頼

回復に向けて，課題に正面から向かい合って，一つ一つ

地道な努力を続けていくしかない。事故がもたらした

｢負の遺産｣はあまりにも大きく，｢マイナスからの出発｣

という考え方でいかないと，未来は見えてこないだろ

う。第三者による客観的な評価(｢ピア・レビュー｣)は研

究者にとっては当然のことであり，それは原子力政策に

も当てはめられるべきものだ。そういった視点を踏まえ

て，学会活動も信頼回復に向けて貢献していくことを期

待している。
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最初に書名だけ読むと，同業者の著書ながら大丈夫かな？

と思った。その内容を確認すると，一転して期待できそうで

ある。本書の｢はじめに｣の中に次のクイズが示されている。

Q1：卒業論文は誰を読者と想定して書けばよいか？

Q2：論文の図表のキャプションは簡潔にすべきか，それ

ともできるだけ詳しく書くべきか？

Q3：オーラル(口頭)発表の最後に，｢ご清聴ありがとうご

ざいました｣と書かれたスライドを用意して表示すべ

きか否か？(｢はじめに｣から引用)

著者はこれら 3問に明快な回答を記している。私はこれま

で当研究室の大学院生・卒業研究生に明確に指示していな

かったため，早速，上記のクイズを当研究室で遠隔(オンライ

ン)により問答した。その結果，著者が意図している通りの

回答は，Q1 では 50％，Q2 では 0％，Q3 では 85％と，3問

3様になった。私の回答は，本書に記されている回答とほぼ

一致している。

本書では，多数の例題・図表・スライドなどをもとに，

｢1章 研究の�常識�｣，｢2章 卒論・投稿論文の�常識�｣，

｢3章 科学技術英語の�常識�｣，

｢4 章 研究発表・プレゼンの

�常識�｣(｢目次｣から引用)がそ

れぞれ記されている。それらか

ら読者は容易に｢常識｣を理解で

きる。その中に，私がしばし

ば，当研究室で指示・指摘して

いる点と重なる内容も記されて

いる。例えば，1章のグラフを

描く際の留意点，2章の数値・

項目の具体的な記述，3章の主語と動詞の対応，4章の発表ス

ライド作成時の改善点などは，私の指示とほぼ同じである。

いずれの｢常識｣も有意義であるため，他大学の研究室にも共

通して活用できると想像する。

本書の要所に挿入されている 16個のコラムには，著者の

主張・コメントが経験と実例とともに記され，興味深い。こ

れらのコラムには賛否が予想される内容も含まれているが，

読者は自ら判断したうえで，役立てることができるだろう。

このうち，文章の作成，英語の学習に関するコラムには私も

賛同する部分が多く，これまでに当研究室でも同様な内容を

繰り返して述べている。しかし，著者の研究室とは異なり，

当研究室は，上記の回答のように，いまだに発展途上である。

(東海大学・亀山高範)
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福島第一原子力発電所事故とその後

継続的な安全性向上について
―IRRS，検査制度，IRIDM標準を経て―

東京大学 関村 直人

1．IAEAによる IRRS

2020 年 4 月より，すべての原子力施設を対象とした新

たな検査制度の運用が開始された。

これに先立つ 2016 年 1月，原子力規制委員会は IAEA

の総合規制評価サービス(IRRS : Integrated Regulatory

Review Services)を受入れた。この結果，13 の勧告およ

び 13の提言がなされ，その中で原子力事業者の全ての保

安活動の監視・評価制度に対して，原子力規制委員会が検

査の実効性を向上させることができるように，関連法令

を含む制度の改正が求められた。

検査制度に関わる事項以外の勧告，提言では，①原子

力安全規制に携わる人材の育成に関する方針，②原子力

安全規制行政のマネジメントシステムの改善が，特に重

要だと考えている。①では，有能で経験豊富な職員を惹

きつけ，かつ教育，訓練，研究，および国際協力の強化を

通じて，原子力および放射線安全に関する能力を構築さ

せること。また②の規制行政のマネジメントシステムに

ついては，高いレベルの安全を達成するため，問いかけ

る姿勢を養うなど，安全文化の向上を継続し強化するこ

とが提言されている。マネジメントシステムの継続的な

改善は，規制機関のみならず事業者や広く原子力に関わ

る組織に対しても同様に適用されるべきものであろう。

ピアレビューとしての IRRS は，IAEA 基準に基づい

て勧告や提言がなされるが，参画しているレビューアー

は，原子力安全の国際的な水準や各国の規制に関する

グッドプラクティスを熟知するエキスパートとして，エ

クセレンスと現在の規制のギャップを提示している。

また IRRS は，IAEA が提供する他のピアレビュー

サービスと同様に，フォローアップミッションにおい

て，勧告や提言に対するその後の進捗状況についても評

価を加える。規制庁は，IRRS の勧告と提言の合わせて

26 項目を，事前の自己評価書を踏まえて 31 項目にブ

レークダウンをしている。これらの項目は，2017年 4月

7 日に成立した原子炉等規制法の(再)改正につながって

いる。しかしこれら項目ごとに個別に改善と対策を進め

れば全体でよしとするべきものではない。エクセレンス

を求めていく観点からは至極当然であるが，項目の多く

は横断的な課題も含んでおり，総合的な検討がなされる

べきである。

規制委員会・規制庁は，勧告・提言への対応状況につい

て自己評価等を含む事前参考資料(Advance Reference

Material：ARM)を 2019年 11 月までに IAEAに提出し，

IRRSフォローアップミッションを 2020 年 1月 14日から

21日に受け入れた。

わが国では，福島第一原子力発電所事故の以前の

2007年に，旧規制機関である原子力安全・保安院が

IRRS を受けている。この結果，検査制度に関しては

2016 年とほぼ同様の提言があった。しかし，原子力安

全・保安院は IRRS のフォローアップを受けておらず，

勧告や提言に対して適切な対応ができなかったことが大

きな課題であった。フォローアップミッションの過程を

通じて，東京電力福島第一原子力発電所の事故につなが

るような要因を規制機関として見出して排除できなかっ

たのである。

この大きな過ちを繰り返すことがないよう，以下では，

福島第一原子力発電所事故から 10年を経て，検査制度が

本格的に運用されていく状況になる状況を踏まえて，国

際的なエクセレンスを目指した継続的な安全性向上のた

めに，今後，ステークホルダーが協力していくべき点に重

きを置きながら，いくつかの論点を提示したい。

2．安全確保に係る責任の浸透・定着と

パフォーマンスベースの検査制度

原子力事業者に安全確保の最も重要な責任があること

は，IAEA の基本安全原則において，第一義的な責任

(Prime Responsibility)を負っているとあるように，グ

ローバルな共通理解である。事業者は検査制度の中で罰

則があるからではなく，自らの主体的な取組により期待

される役割を果たすとの気概を持ち，実際に意識，業務

手法，組織体制，実務の各領域において，安全を最も大

切にする取り組みが継続的に実施されるように，マネジ

メントシステムを改善していかなければならない。この

基盤として，安全文化をより高いレベルに押し上げなけ

ればならない。これらを通じて安全確保に関する第一義

的責任を浸透，定着させていくべきである。

一方，規制機関によるチェックや規制制度の枠組み

は，事業者がこの責任を果たすことを促すものとならな

ければならない。事業者のあらゆる保安活動に対する監

視と評価の仕組みを検査制度として確立し，規制機関と

事業者のスパイラルアップによって，安全水準の向上を
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目指すことが要請されている。

検査制度は IRRS の勧告第 9 に提示されているよう

に，パフォーマンスベース(Performance-based)で，よ

り規範的でない(Less Prescriptive)，リスク情報を活用

した(Risk-informed)ものであるべきと考える。パ

フォーマンスベースとは，安全確保水準の実績を反映す

ることであり，硬直的なプロセス，技術，手順ではなく，

測定可能であり望ましい成果(パフォーマンス)に焦点を

当てる考え方であって，どのように結果や成果を得るか

よりも，何が達成されなければならないかを重視する。

パフォーマンスベースを実現するためには，パフォーマ

ンスを監視するための測定可能なパラメータがあり，パ

フォーマンスを評価する客観的な基準が必要である。

米国 NRCでは，パフォーマンスベースの規制を行う

ことは，事業者の自由度を向上させることであり，これ

が事業者のインセンティブとなると考えられている。ま

た監視にはパフォーマンスが低下傾向または満足な水準

に至らない事業者に NRCのリソースをより多く割いて

いる。さらに NRCは免除申請に関する制度を有してお

り，事業者からの多くの申請に対して相当のリソースを

割いている。

3．継続的な安全性向上のために

全ての原子力施設を対象とした検査制度が開始された

とは言え，福島第一原子力発電所事故後の多くの反省に

基づいた規制制度の改善や運用の課題，さらに最も重要

な国民の信頼には大きな課題がある。米国の ROPに倣

い，リスクインフォームドでパフォーマンスベースの検

査制度が開始され，従来と比較して柔軟な取り組みが多

面的に取り入れられているが，同時に現場レベルを含め

て，事業者および検査官の意識改革も必要とされてい

る。現時点では検査制度のみでは，事業者の継続的安全

性向上に直結するものとはなっていないが，継続的な安

全性向上に関する制度設計を検討していくことは，規制

制度枠組み全体のアップデートととらえるべきではない

か。2020 年 8月から開始された原子力規制員会の｢継続

的な安全性向上検討チーム｣では，規制委員長も参画し

てより幅広い議論が進められようとしている。継続的な

安全性向上の基盤となる事業者のマネジメントシステム

改善とこれを支える安全文化については，大枠の提示は

なされているが，継続的な安全性向上に関するより具体

的な事業者インセンティブは提示されていない。

継続的な安全性向上には，上位概念である原子力安全

の目的のもとで，リスクインフォームド規制と等級別扱

いを実現する実効的な制度設計が必要である。このため

に，適用除外あるいは免除申請を規制制度に取り込むこ

とは有効なオプションであるが，その制度設計に際して

は，規制制度の実効性，効率性や迅速性の観点のみなら

ず，｢一義的責任を有する｣事業者の取り組みに影響する

因子や背景を考慮しなければならない。規制基準とその

適合性審査に加えて，バックフィット制度，安全性向上

評価制度等の目的，役割との整合性を持つこと，さらに

事業者と規制機関とのコミュニケーションや規制予見性

等の観点から検討を深めていくことも重要であろう。

原子力安全の目的を達成するには，国民の信頼醸成が

根幹であり，規制機関，事業者のみならず，事業者関連団

体(ATENA等)や自治体，各種団体，学術界をはじめと

するわが国の多様なステークホルダーがそのための役割

を果たすべきである。また現在と将来にわたるマネジメ

ントシステムや要員の確保や能力向上，広範な技術情報

の強化等々の制度を支える人材や知識基盤の課題がある。

紙面の都合で詳細は割愛するが，日本原子力学会標準

委員会が 2020 年 6 月に発行した｢原子力発電所の継続的

な安全性向上のためのリスク情報を活用した統合的意思

決定に関する実施基準｣(IRIDM標準)は，継続的安全性

向上のための枢要なツールとなることが期待される。

4．まとめに代えて

炉安審・燃安審で議論を進めてきた安全目標に関わる

議論は，まだ途上の段階である。継続的安全性向上に関

わる具体的な制度や課題についての議論と並行して，検

討を深めていくべきである。また新しい知見が，リスク

を考える上で，警告を発しているのかどうかを見極めて

いくような研究は，これからも引き続き実施されていく

必要がある。

学会事故調報告書の 7.5 節(日本語版 p.348〜351，英

語版 p.463〜467)における学会としての反省に基づく改

善は，まだ道半ばである。学会が果たすべき責務を改め

て認識し，学会としての自由で開かれた議論が基準等の

策定や人材の育成を通じて，継続的な安全性向上につな

がっていくことを切に願うものである。

著者紹介

関村直人（せきむら・なおと）

東京大学工学部卒，大学院工学系研究科修了。2000 年から
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福島第一原子力発電所事故とその後

自由な発想と全体を見通す目

東京工業大学 関本 博

1．はじめに

1 F 事故が発生して間もなく 10 年が経過しようとし

ています。事故の影響は大きく，元(？)に戻すのはたい

へんで，これからさらに長期の作業をしていくことにな

るでしょう。しかし，何をするかはほぼ決まっており，

まじめに取り組めば，それなりの結果が得られるでしょ

う。現時点では，私はむしろこれからの原子力について

大きな問題意識を持っています。ここでは，それについ

て書かせていただきます。

本稿執筆中に，菅首相は就任後初の国会所信表明演説

を行いました。その中で｢2050 年カーボンニュートラル

を宣言し，省エネを徹底し，再生可能エネルギーを最大

限導入するとともに，安全最優先で原子力政策を進める

ことで，安定的なエネルギー供給を確立する｣と述べて

います。ただし質問に答えて｢原発依存度を可能な限り

低減する方針に変更はない｣とも述べています。これは

私にはとても受け入れられるものではありません。

原子力は，資源や環境の問題から長期にわたって解放

される唯一といってよい高密度エネルギーです。これか

ら研究・開発に力を入れていかねばならないエネルギー

であると私は考えており，このような国の考えには反発

せざるをえません。再生可能エネルギー等についても述

べる必要がありますが，ここでは省略します。

｢1 F 事故とその後｣に関する特集のために書くわけで

すが，対象となる問題は根が深く，原子力開発の大本か

ら検討していかざるを得ません。そういうことで広い話

題を扱うことになりましたが，限られた紙面ですので，

私が関係した部分に絞って，思い出話のような形で，か

なり端折って書かせていただきます。

2．原子力の問題点

アメリカで原子力平和利用が最初に議論されたとき，

フェルミはこの技術が原子爆弾製造技術と深く結びつい

ていることと大量の放射性物質を生み出すことに大きな

懸念を示したと言われています。この状況は今でも変わ

りません。これを図示すると図 1のようになります。

ここで原爆と関連する技術に関する問題は，原子力の

平和利用を止めたとしても，無くなりません。重要な問

題ですが，ここでは原発依存度を可能な限り低減すると

いう方針に対して述べるつもりなので，これについては

これ以上述べず，事故と廃棄物について述べます。

ここで問題としている廃棄物はアクチノイドと核分裂

生成物(FP)です。137Cs や 90Sr といった比較的短寿命

の FPが崩壊すると，残る毒性は殆どアクチノイドとな

ることから，アクチノイドの原子炉中での核分裂による

核種変換が検討されています。しかし，地層処分の専門

家は，アクチノイドの水に対する溶解度が低いことか

ら，99Tc等のFPの方が，リスクが高くなるとして問題

視しています。アクチノイドと違い，原子炉による FP

の核種変換は中性子経済を劣化させるため困難になりま

す。いずれにしろ分離が困難なこともあり，核種変換は

理想的な方法ですが，簡単にできる方法ではありません。

使用済み燃料の量はすでに限界に近づいているといわ

れています。当座は地層処分のような方法で処分するし

かないでしょう。再処理が困難なことから，現時点では

使用済み燃料はそのまま地下に貯蔵するので良いのでは

ないかと思います。ただし，将来の技術進歩を考え，取

り出し可能にしておくべきでしょう。

原子力が喫緊に必要だというのであれば，まずは理想

的な原子炉の追求に力を入れるのが適当だと考えます。

ここで事故の問題について考えることになります。

3．小型原子炉

原子力の平和利用が開始されたとき，さまざまな原子

炉が提案され研究されましたが，結局，軽水炉が主流と

なって増えていきました。しかし，指導国であったアメ

リカで 1979年に TMI事故がおこると，同国では軽水炉

の建設は止まり，固有安全炉(動的機器に依存せず静的

機器のみで安全性が確保される原子炉)の研究が活発に

進められることとなりました。やがて，固有安全炉の条

件を満たしやすいだけでなく，事故やトラブルの頻度が

少なくなることや内包する放射性物質の量も少ないとい

うことで，小型炉が固有安全炉として優れていると多く

の専門家に認められるようになりました。このようにし

て固有安全炉としての小型炉の研究開発が活発に進めら

れるようになりました。
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世界には色々な場所があって，結構多くの小型炉の

ニーズがあり，IAEAでは原子力平和利用の開始と殆ど

同じ頃から，小型炉の検討が続けられていました。しか

し日本ではそのようなニーズは少なく，原子力研究開発

の中では無視された存在でした。しかし，固有安全小型

炉の世界的なブームに応じて，1991 年小型炉の国際会議

SR/TITが開催され多くの注目すべき発表がなされまし

た。しかしこれらは国家プロジェクトとうまく整合しな

いためか，今に至るも実現からは程遠い状態です。

アメリカでは 1999年 DOEが原子力分野でのエネル

ギー・環境問題の主導権を確保することを目的として，

アメリカ内の大学，研究所および産業界の原子力科学技

術の再活性化を目指して，公募型研究プログラムNERI

を開始しました。大学から提案された鉛ビスマス冷却小

型高速炉や小型 PWR が採択されています。特に小型

PWRは国のサポートも適切で，企業家からも受け入れ

られ，NuScaleとしてゆっくりしたペースではあります

が，着実に進展しています。

4．B&B炉

軽水炉や高温ガス炉等の熱中性子炉がよく検討されて

いますが，これは高速炉のように再処理を必要としない

ことが大きな理由のひとつになっています。ところが高

速炉でも B&B(Breed and Burn)炉は再処理を必要とし

ません。しかも軽水炉燃料の副産物である劣化ウランを

使って長期に運転できます。2000 年私はこの種のひと

つ CANDLE 炉を提案しました。これに触発されて

2009年ビルゲイツにサポートされたテラパワー社は

TWR(進行波炉)の開発を始めました。

ただ TWR も CANDLE も取り出し燃料の燃焼度が

20％以上になってしまいます。ところが EBR-Ⅱで得

られた値は 19.3 ％と 19.9 ％でした。しかしこれらの値

が得られたのは，EBR-Ⅱの最後の運転でした。さらに

運転を継続することは可能だったのですが，停止を命じ

られやむなくこうなったということです。テラパワー社

は可能な燃焼度を明らかにするため，中国で高速炉を建

てて照射実験をすることを試みたのですが，政治的理由

により認められず，現在アメリカ国内での照射実験を目

指しています。

5．その他諸々

以上，革新的原子炉のいくつかについて紹介しました

が，他にも色々提案されています。第 4世代(Gen Ⅳ)の

原子炉，ロシアで開発されている種々の革新的原子炉，

中国の野心的な原子力開発，開発途上国の種々のニー

ズ，いずれも紙面の都合で省略せざるをえませんでした。

興味ある革新的原子炉は色々考えられるのですが，そ

の実現には多くの困難が待ち構えています。技術的な問

題の解決には｢自由な発想と全体を見通す目｣が必要だと

考えています。しかし問題は技術的なものに限りませ

ん。それらについて気になることを残った紙面で書かせ

ていただきます。

6．組織について

この 10 年で日本の原子力界に起こった大きなことと

してもんじゅの廃炉があります。この後どうすべきかと

いうことで，学会で検討会が持たれたので参加しまし

た。私は，このようなときなので，小型高速炉から出直

して色んなアイデアを出し合って，素晴らしい未来を描

くべく検討するのがよいと思ったのですが，出席者の多

くはもんじゅの関係者で，もんじゅの成果を生かし，中

型炉から再開し，当初の計画を実現すべきであるという

ことで，それに沿ったロードマップが作成されました。

組織が長く続くと，注意しないと，専門化が進むだけ

でなく，計画が固定化しそれに伴うお金の流れも固定化

しがんじがらめになっていきます。高速炉開発を再開す

るなら，過去とは独立した組織をたて，そこをヘッドク

オーターとして推進するのがよいと思います。

7．リーダーについて

現在圧倒的に広く利用されているのは軽水炉です。こ

れはリッコーヴァーによって開発されました。彼は海軍

兵学校を卒業しましたが，それほど優秀な成績だったわ

けではありません。しかし潜水艦に強い興味を持ってい

ました。原子力潜水艦を作ろうとしましたが，特に原子

炉について知っていたわけではなく，オークリッジに

行って勉強し知識を得ました。そこでワインバーグから

軽水炉のアイデアを得て，それをもとに先ずは原子力潜

水艦で，更に民生用軽水炉で大成功を収めました。彼の

成功は，海軍の技術力，オークリッジの優れた教育シス

テム，彼のなんとしてでも成功させるという信念と，運

によるものといえるでしょう。

今の日本を考えれば，技術力は持っていると思います

し，教育システムは新たに作る必要があるかもしれませ

んが，教員は容易に集められると思います。すなわち，

なんとしてでも成功させるという信念と，運を呼び寄せ

る能力を持った人がいるのかということになります。

SR/TITが開催されたとき，このような信念を持った人

が何人かいたと思います。ただし，運はいまひとつでし

た。運というのは周りの状況です。リッコーヴァーの場

合，海軍が原子力潜水艦を強く必要としていたことであ

り，彼は自らこの運を引き寄せたのです。このような人

がいさえすれば，自ずと｢自由な発想と全体を見通す目｣

を持ったリーダーになると思います。このような人が現

れやすい状況ができるだけ早くやってくるのを望んでい

ます。
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福島第一原子力発電所事故とその後

原子力再興に向け新しい｢物語｣を語る

日本経済新聞社 滝 順一

菅義偉首相が 2020 年 10 月 26 日，初の所信表明演説

で｢2050 年までに温室効果ガスを全体としてゼロにす

る｣と｢脱炭素｣を宣言した。

中国の習近平国家主席はすでに 9 月の国連総会で

2060 年の脱炭素を表明。米国も民主党のジョン・バイデ

ン氏が大統領選で勝利を収めれば，50 年の脱炭素を掲げ

る公算が大きい。こうした潮流を読んでの｢脱炭素宣言｣

であったのかもしれないが，ともかく日本の気候変動対

策の節目，エネルギー政策の転換点となる出来事なのは

間違いない。

1．首相の｢脱炭素宣言｣に覚悟はあるのか

筆者は日本原子力学会誌の座談会(7 月 28 日収録)で，

原子力産業の再興のために｢ビジョンが必要｣と発言し

た。国内における原子力産業の存続には，全人類の課題

である気候変動に立ち向かうため安全を大前提にしなが

らも原子力の継続的な利用を進めるエネルギー・環境の

将来ビジョンを，政治が国民に説き納得してもらう必要

があると考えるからだ。

菅首相の脱炭素宣言は，ようやく政治が示すことがで

きた｢ビジョン｣と呼びたいところだが，現時点(20 年

11 月 1 日)ではそうは思えない。所信表明に続いた本会

議での質疑(10 月 28 日)で，首相は原子力を脱炭素の選

択肢に含めながらも｢原発の依存度を可能な限り低減す

る｣と相変わらず繰り返している。

｢可能な限り｣とは含みがある表現だが，普通に解すれ

ば東京電力福島第一原発事故以前に比べて依存度を下げ

るという意味だ。それで脱炭素ができるのだろうか。新

規建設が見通せず，このまま原子力産業を衰退していく

にまかせて脱炭素と成長が両立すると本当に考えている

のだろうか。

脱炭素には原子力が不可欠だと強く主張するつもりは

ない。ただ原子力への依存を減らして脱炭素に挑むにし

ても，原子力を再生して挑むにしても，どちらも日本の

政治や社会，産業にとって険しい道のりであろう。所信

表明からはそうした覚悟が感じられない。脱炭素宣言が

国際潮流への迎合，国民からの支持獲得の瀬踏みに終わ

らないことを強く望む。

地球環境産業技術研究機構(RITE)の山地憲治副理事

長・研究所長が近著｢エネルギー新時代の夜明け｣1)に，

｢物語の危うさ｣について書いている。山地氏は，｢物語｣

を創る力は社会を形成するために人間が獲得した重要な

能力だとしながらも，｢物語｣はしばしば熱狂や言われな

き差別をもたらすことに警鐘を鳴らす。

｢物語によって自分自身を位置付け納得する｣。人間の

判断は合理に基づかず物語の文脈に沿って物事を判断す

る。この指摘は筆者には腑に落ちる。

原子力には，広島，長崎の原爆投下から始まって福島

第一事故に至る長い物語がある。首相の脱炭素宣言も

ALPS 処理水も関西電力の金品受領事件も，今もなお毎

日新しいエピソードが付け加わる。それは｢失望｣と｢挫

折｣の物語といっていいかもしれない。その｢物語｣の強

さをこの 10 年間感じ続けてきた。同時に自らが｢物語｣

をつづるのに加わるメディアの一員であることも強く自

覚してきた。

この｢物語｣に新しいチャプター(章)を書き加えていか

ないことには，現状の方向性は変えられない。新しい強

い物語。脱炭素は新しい章のとびらになるのではないか

と考えている。ただしうまく物語の文脈に寄り添えば，

という話だ。上から目線の説得や，仕掛け人が透けて見

えるようなキャンペーンでは逆効果だろう。20 年春に

公開された映画｢Fukushima 50｣のように，ノンフィク

ションを装いながら事実と異なる顛末を描く作為的な物

語づくりは不信を生む。

2 年ほど前，東京・下北沢の小劇場で｢アトムが来た

日｣2)という芝居をみた。大事故を契機に原発が廃止さ

れた未来。原発再開の必要が生じた。放射性廃棄物の処

分場でひっそり｢墓守り｣をしてきた原子力技術者に再び

光があたる。そんなエピソードを 1950 年代の原子力導

入期の回想と交互に，コミカルに描く。評価はさまざま

だろうが，原子力を前向きに捉える芝居を若い演劇人が

演劇の街，下北沢で上演したことは驚きだった。

福島第一事故に触発された英国の劇作家ルーシー・

カークウッドの｢チルドレン｣3)も印象的な芝居だ。放射

性物質を拡散する大事故が起き現在進行形の状況を背景

に，リタイアし原子力と関わりを絶った核物理学者が未

来の世代のため現場復帰を決断するという筋立てだが，

登場人物の人間模様が加わって味わい深い舞台になって

いた。暗いトーンの中にも希望を感じさせた。

2．｢対話｣が新しい｢物語｣を生む

演劇を持ち出したのは(観劇が筆者の数少ない趣味だ
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からでもあるが)，人間はよくも悪くも合理的な判断で行

動しないという当たり前のことを改めて気づかせてくれ

たからだ。芝居はまったくのフィクションであるがゆえ

に，より真実味をもって観る人に訴えかける力を持つ。

人を動かすのは合理性ではない。しかしその非合理を

責めることはできない。科学的・経済的合理性だけで人

が動けば世の中はわかりやすいだろう。しかしその仮定

自体が非現実的なものだ。｢多様性｣ということが近年よ

く言われる。多様な立場や意見を尊重するということ

だ。多様性が尊重される社会はますます合理だけでは動

かなくなくなる。

科学者や技術者にとっては残念な社会であるかもしれ

ないが，それが技術と社会の現代的な関係性であること

は随分前から指摘されてきた。この学会誌でも繰り返し

指摘されてきた｢トランスサイエンス｣，科学に問うこと

はできても，科学には答えが出せない課題があるという

事実だ。｢科学｣という言葉を経済的合理性と言い換えて

もいい。

ではどうすれば答えが出せるのか。これも月並みと言

われそうだが，多様性尊重の流れの中では｢対話｣以外に

ないように思える。相互が同じ地平にたった話し合いと

理解の繰り返しがある種の納得や結論に至り，物語の続

きをつづっていくと考える。

日本政府は｢対話｣ができない致命的な欠陥を有する。

例えば，ALPS 処理水を巡って，これまで対話の時間は

十分にあったように思えるが，いつも通りの｢ご意見を

聞く会｣的な形式主義で正統性を得ようとして，再び行

き詰まったようにみえる。

3．過ちを繰り返さないために振り返る

さて，ぼんやりとした感想だけでこの稿を終えては編

集部に申し訳ないので，最後に具体的なことを一つだけ。

福島第一事故での最大の反省点は多重防護の欠如だっ

た。過酷事故の可能性に備えた多重防護があれば，事態

は異なっていたと思える。複数炉の溶融は防げたかもし

れないし，避難時の混乱で命を落とす住民もいなかった

かもしれない。これは大津波への予見可能性の有無の問

題ではない。本来必要とされる防護をしていなかったと

いう問題だ。

｢59階建ての危機｣4)という話がある。1978 年にニュー

ヨーク市マンハッタンの中心部に竣工したシティコープ

センタービルに施工ミスが見つかる。目新しいデザイン

に加え制振装置を備えた新世代のビルとして注目を集め

ていたが，ビルの斜め方向から強風が吹き付ける条件下

で停電が起き制振装置が止まると，揺れによって倒壊す

る恐れがあることにビルの設計者が気付いた。悪条件が

重なる事態は確率的には少ないかもしれない。しかし設

計者から話を聞いたシティコープのトップはほとんど即

時に大規模な改修工事を決断する。技術者倫理の教科書

などでよく紹介される題材だという。当時，改修の理由

は一般には明らかにされず，後にニューヨーカー誌がス

クープした。

福島第一事故後に規制基準が改まったが，本来すべき

ことができているだろうか。例えば，長年の課題である

｢安全基準｣。過酷事故の際に周辺住民が被る被ばくリス

クや避難に伴うリスク，財産やコミュニティなど無形の

資産に及ぼす損害は原発それぞれで異なるはずだ。

完璧なリスク計算はできないまでも，目指すべき目安

となるリスクの大きさ(安全基準)を示し，原発の安全対

策や避難体制の整備でどれほどリスクが下げられるかを

明示してもらいたい。そうしないことには，新規制基準

に事業者の自主的な努力が加わった結果，原発がどれく

らい安全になったのかがわからない。｢世界最高水準の

安全基準｣という言葉だけでは，事業者と社会の間に｢対

話｣は成立しにくいだろう。

2020 年の新型コロナ禍への日本政府対応のまずさが

指摘されているが，至らなかった点の多くは 2009 年の

新型インフルエンザ(H1N1)流行後の反省で示されてい

た。政府は危機が去ればそれを忘れ，経験から学ばな

かった。過去の危機から学んだ台湾などと対応の違いが

際立ち，国民の生命という｢代価｣を払った。それを痛恨

事と受け止める気配が政府に薄いのも残念だ。

そんなことを原子力の世界でもう繰り返して欲しくは

ない。この 10 年間，何をなしたのかではなく，何をなし

てこられなかったのかを，政府も事業者も考えてもらい

たい。
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福島第一原子力発電所事故とその後

原子力安全向上と将来を担う人材育成

福井大学附属国際原子力工学研究所 竹田 敏一

1．1 F事故を教訓にした原子力安全向上

東京電力福島第一原子力発電所の炉心溶融事故からも

うすぐ 10 年になろうとしている。事故の概要，原因，経

過については国会事故調，政府事故調，民間事故調，東

電事故調等が公開されており，更に日本原子力学会から

も学会事故調最終報告書が出されている。学術的立場か

らは日本学術会議によって 2014 年に｢福島第一原子力発

電所事故プロセスの学術的検討｣と称する公開シンポジ

ウムが開催され，福島第一原子力発電所 1〜3 号機の事

故の状況，原因，今後の対策等について議論された。 地

震から約 1時間後に来襲した大津波による非常用DGの

機能喪失，および DC(直流)電源の喪失(1, 2 号機)によ

り，1, 2 号機は全電源喪失，3 号機は，全交流電源喪失

(ただし，直流電源枯渇により，後に 3 号機も全電源喪

失)に至ってしまった。1 号機では中央制御室の監視機

能喪失もあり運転員が IC(非常用復水器)の運転を停止

してしまい，2, 3 号機では RCIC(原子炉隔離時冷却系)

の機能低下，自動停止により原子炉水位が低下した。

1〜3 号機とも消防車による注水を開始したが原子炉水

位が大幅に下がり炉心損傷に至った。

このように炉心損傷事故に至った直接の要因として津

波対策・電源確保が不十分であったこと，非常用炉心冷

却系に対する運転員の緊急時の訓練不足等が挙げられ

る。津波および電源対策については防潮堤，防潮壁，水

密扉，空冷式非常用DGあるいはポータブル型発電機等

が多くのプラントですでに設置されており，ハード面で

の対策は 1 F事故以降進められてきた。このようなハー

ド対策に加えて，ハード，ソフト両面からの全体のリス

ク評価を行い，プラント全体の安全性を確保することが

今後の課題である。

ソフト面については個々のプラントにより安全対策が

異なるので，それを踏まえてプラント機器・系統の管理

体制の向上を図る必要がある。事故時には，どのような

対処方法が最適と思われるかを瞬時に判断しなければな

らない。このためには，常日頃の緊急時訓練により対処

方法を身に付けることが大事である。例えば，圧力容器

内の水位，圧力等のプラントの各機器の正しい情報を多

数の運転員のコミュニケーションのもとに収集・推定

し，放射性物質の格納容器からの放出を防ぐための対処

方法を決定・判断する能力を，訓練を通して身に付ける

必要がある。

安全性確保については原子力規制当局のみならず事業

者，学会，各種研究所，大学，日本学術会議がそれぞれ

の考えを持っている。これらの考えを咀嚼し，議論する

ことにより良い対策ができると信じる。しかし，これを

行うにはお互いの信頼が必要である。現状ではこの信頼

性が全く見られない。信頼は相手の言うことをそのまま

受け入れることによって築けるものではない。相手方の

内容を科学・技術面からとことん議論し合うことであ

る。海外ではこのような議論が，例えばアメリカ原子力

学会の討論会として持たれており，各立場の人が自由に

議論できる機会がある。日本においてもこのような機会

が日本原子力学会等で持たれると良いと考える。

炉心損傷に至る重大事故は二度と起こしてはならな

い。しかし，当然ながら過渡変化や，設計基準事故に対

する対策も考慮し，安全性向上を図る必要がある。福島

事故以前においては，日本では，より安全性を高めた

ABWR, APWR が建設されていくものと期待していた。

さらに最近は新設炉として安全性に優れたプラントが数

多く提案されている。例えば固有安全性を取り入れた小

型モジュラー炉(SMR)がアメリカ，ヨーロッパ，日本等

で広く提案・開発されている。日本にはまだ辛うじてそ

のような優れた原子力プラントを開発する技術力が残っ

ているので，この時期に，国，電力，メーカ，大学が協

力して原子力設計・建設・管理の技術力を維持・向上し，

安全性に優れた原子力プラントが日本で設計・建設され

原子炉のリプレースメント・新設が今後進むことを希望

する。

さらに，原子力プラントの安全性確保は継続的に実施

されるべきであり，新たに得られた情報・知見をプラン

ト安全性向上に反映すべきである。一度，原子力規制委

員会に認可されても，より安全性を確保できるなら，事

業者はその努力をすべきである。規制側も，事業者がこ

のような作業を的確に実施できるよう，安全審査の期間

を短縮する等の努力をすべきである。

2．将来を担う原子力人材育成

安全性向上を継続的に行うには，原子力の将来を担う

若手の原子力人材育成が不可欠である。原子力の安全性

向上に生きがいを持ってくれる優秀な学生が育ってくれ

ることを期待したい。

原子力安全性確保にはプラントの全ての機器の通常時
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の安全性確保，異常時における耐久性維持と適切な対応

が求められる。人材育成においても学生にはまず，全般

的な原子力教育を行い，原子力にはどのようなカリキュ

ラムがあり，各カリキュラムがどのように関連して安全

性を確保しているかを教えるべきである。シビアアクシ

デントの講義では福島第一原子力発電所の事故の進捗，

対応の問題点等を教えるのも良いであろう。 しかし，

全般的な原子力教育だけでなく，原子力教育で不可欠な

ことは，原子力の基礎となる分野である核・熱・燃材料・

構造・安全・制御等の分野を真に理解することである。

個々の分野を総合し，原子力プラントを全体的に理解

し，調和のとれたリスク評価ができ，原子力安全性向上

をけん引することが重要である。基礎力としては，原子

力安全の基本である 1)止める，2)冷やす，3)閉じ込め

る，の原理をしっかり教えることである。

｢止める｣に関しては，｢臨界｣という概念が炉物理学で

重要な因子であり，これは中性子輸送方程式の固有値で

あることを教える。さらに｢臨界｣を学生自ら体験するた

めに教育用原子炉，研究用原子炉を用いた臨界実験が欠

かせない。臨界実験を体験しておくことが原子炉の異常

時においても再臨界が生じたのかどうかを判断する貴重

な経験となる。このためには将来に亘っての日本国内の

教育用(研究用)原子炉，臨界集合体等の大型実験施設の

維持・管理を早急に進める必要がある。大型実験施設の

維持・管理は一大学だけでは対処することが非常に困難

であり，日本全体，更には国際的に考えていかねばなら

ない問題である。

｢冷やす｣に関しては燃料棒から冷却材への熱伝導，冷

却材中の熱伝達現象を質量，モーメントおよびエネル

ギーのバランスの観点から理解させ，冷却材流量，圧力，

温度，ボイド率が熱水力学では重要な因子となることを

教える。事故時には炉心の崩壊熱除去を能動的・受動的

システムを用いて実施する方式について理解させる。福

島第一原子力発電所で用いられていた IC，RCIC の作動

性について触れるのも学生にとって臨場感があるであろ

う。また，｢止める｣と同様，除熱性能を確かめるには実

験施設が欠かせないし，それを用いて学生実験も実施す

べきである。

｢閉じ込める｣に関しては放射線・放射性物質の挙動に

関する基礎知識，それを閉じ込める原子炉容器，格納容

器の材料強度の勉強をしてもらう。さらに，外的事象

(たとえば地震)に対する，プラントの耐震性の勉強も重

要になる。

以上述べた安全性の三大要素の基礎・基盤を学生に身

に付けてもらい，プラント全体の設計・運転，安全性確

保はどうすれば良いかを学生自らが体験してほしい。学

生が自ら体験できる原子力実習・実験を必須科目とし，

学生に原子力を実感してもらい，原子力への興味を持っ

てもらうことが必要である。大学院博士前期課程，後期

課程の学生には各専門分野を深く追求し，独創的な研究

成果を出すことを期待する。原子力教育の幅の広さを追

及し，将来のより安全性に優れた原子力プラントの提

案，より実用的な核燃料サイクルの提案も是非，学生自

ら考えていただきたい。また，原子力の人材育成には国

際協力が不可欠であり，世界の大型施設の有効活用，優

れた教授を日本に招聘すること等により，日本の原子力

を将来性あるものにすることが望まれる。

3．もんじゅサイトの試験研究炉への期待

もんじゅサイトを活用した新たな試験研究炉として京

都大学複合原子力科学研究所に設置されている KUR

(5MW)の後続試験研究炉としての概念設計が始まろう

としている。KUR は使用済核燃料返還期限から運転困

難になるため，もんじゅサイトに試験研究炉を建設する

ことは，前章に述べた原子力人材育成の観点で大いに望

まれることである。ただし，建設される試験研究炉が長

期間に亘り有効的に使用されることが不可欠である。こ

のためには，作られる試験研究炉は特色を持った炉であ

るべきで，独創的研究も実施可能であり，さらにこれま

で KUR で研究を実施していた多くの研究者が引き続き

利用でき，また学生実験等にも広く用いることが出来る

必要がある。管理運営の母体となる組織には独創的な研

究，放射線を用いた広範囲の利用をリードできる優れた

研究者を配置して，試験研究炉が多くの人により有効的

に利用されるように工夫すべきである。このような利

用，管理体制が確立すれば，試験研究炉が建設されるも

んじゅサイトも活気が出て，原子力研究の発展と将来を

担う原子力人材育成に大いに期待される。
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福島第一原子力発電所事故とその後

1 F 事故と原子力

エネルギー総合工学研究所 松井 一秋

事故というか地震と津波が東北の太平洋沿岸を襲った

時，事務所にいて倒れ掛かる書類に埋もれそうになっ

た。家族の安否を確認して，交通混乱の状況から早々に

帰宅をあきらめ，さっそく状況，全炉心停止を確認しつ

つ懇親会を始めたが 1 Fの非常用電源が全部潰れている

との報を受けた。次の日の早朝，原産協の知り合いから

電話があり，テレビ局からの問い合わせに対応してくれ

と頼まれた。それはそちらの仕事ではないかと断った

が，協会関係者が捕まらないか断られたかで頼むといわ

れて承諾した。ほとんどプラントのことを知らず，また

事態を掌握していないというとんでもない状態でこの

1週間は誠に赤面の至りであった。DG が濡れたぐらい

だったら真水と乾燥空気で何とかと思ったが，1 F 経験

のある同期から電源盤が濡れていてお手上げと言われて

暗澹たる気持ちであった。炉心溶融あり，水素爆発あり

の中で，楽観的なコメントが多かったが，原子力界とし

て責任をわきまえつつできるだけ真摯な対応を心掛けた

つもりである。

1．｢その後｣

事故後かなり早い段階からエネルギー総合工学研究所

では，原子力の安全の在り方などに関するシンポジウム

シリーズを企画して立ち上げた。企画とニーズは抜群

だったが，まだ方向性もない中で生煮え，特にコーディ

ネーターだった私に確たる考えも何もなかったことが問

題だった。

世の中的には保安院ベースの｢30 項目の安全対策｣だ

の各種の事故調査報告書が，一部恣意的な噴飯ものを含

めて出現した。やはり海外物が，米国規制委員会，EPRI

などが優れていて対策の実行や評価など各国では迅速に

行われていた。ほとんど責任などないはずの安全委員会

がスケープゴートとして解体され，保安院も解散，東電

はぼこぼこにされて見る影もなくなった。現在進行中の

刑事の東電裁判は筋違いだが，それにしても事故ならび

に損害に対する責任が明確でないところは極めて日本的

で問題があるように思う。

新しい安全規制，世界一厳しいのだそうだが，40年寿

命や無条件のバックフィットなどの非科学的な欠陥込み

で始動しているが，問題は変わらずの運用と上から目線

で，これでは日本の原子力発電は浮かばれない。深層防

護もわが国においては多重防護としての物理的，モノと

して障壁のイメージが浸透していて，思想としての理解

が弱かったことも露呈した。事故後の緩和対策が弱かっ

たとして，これは世界的に見直しがなされた。しかしど

こまで何をやればよいのか，共通認識があるわけではな

い，特にこれ以上は考えなくてもという，Tpractically

eliminatedaの問題はどうなっているのだろうか？また

してもわが国ではこの手の議論は無視しているように思

えることと，どうしてもモノにこだわって防潮堤のかさ

上げ，フィルターベント，特重などなどのフルスペック

で，しかも安全性の重みを無視しての杓子定規で，再稼

働などままならない状況が続いている。

第 4次のエネルギー基本計画では，原子力エネルギー

はかろうじて主力電源として残されているものの，理不

尽にも再生可能エネルギー電源の後塵を拝しかつ｢可能

な限り低減させる｣と不要の扱いである。しかも安全審

査を得たにしても住民ならびに国民感情の現状では計画

目標を達成する見通しは無い。議会での圧倒的多数の旧

政権および某有力省庁によるリーダーシップを期待する

向きもあったがはかない夢であった。

2．原子力の位置づけと期待

いわゆる核燃料サイクルはリサイクルあるなしにかか

わらずなんだが，高速炉開発は休眠していたのごとくの

もんじゅが理不尽にも保安だか管理不行き届きというこ

とでつぶされた。再処理プラントは必死の審査対応で生

き残ったが，不要のプルトニウムは作らないとかで少な

くとも当面フル稼働は望めない。さらに高速炉の開発実

用化を軸にしたわが国の原子力政策だか計画はいま一度

でも何度でも再検討でも再確認でもなされるべきであろ

う。理想は降ろすことはないが，固執してにっちもさっ

ちもいかなくなることは避けたいところである。エネル

ギー基本計画の最大の課題といっても過言ではないであ

ろう。個々のプラントだの計画についての周辺住民の理

解はともかく，原子力政策そのものの国民的な議論，そ

して望むらくは理解が得られることを望むところである。

2020年 10月に公表された恒例の IEAの世界エネル

ギー展望は，不確実な将来にも対応するべく 4つのシナ

リオを示している。全体としては世界の環境問題，温暖

化に対応すべく原子力エネルギーへの期待はあるものの

といった位置づけの感がある。かなり楽観的なシナリオ

の｢持続可能な開発シナリオ(SDS)｣では，太陽光，風力
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発電と省エネの急激な増大とともに，次の 10年で水素

と炭素吸収・貯蔵・利用が大きく増える，そして原子力

には新たなモメンタムが見られるであろうとしている。

われわれに課せられた課題はそのモメンタムを創造する

ことにあるのではなかろうか？画餅でもって，イノベー

ションだの人材育成を主張してもどうかなと思う次第で

ある。

3．人材育成と夢

内閣府の｢放射線利用の経済規模調査｣によると，事故

前までは，原子力発電と放射線利用ではほぼ拮抗する経

済規模であったが，今や見る影もないほどに原子力発電

ビジネスはしぼんでいる。すなわち廃炉や再稼働対応で

しのいではいるものの，原子力立国計画やわが国のイン

フラ技術の海外展開に沿っての原子力発電プラント建設

計画が壊滅した今日，下賤に言えばお先真っ暗と言わざ

るを得ない。世界的には発電用として大型軽水炉の需要

は大きいが，それもロシアの VVER1200 ならびに中国

の華龍 1号に席巻されている。第 5次エネルギー基本計

画で原子力発電の新設・増設が当面ご法度とでもなる

と，わが国の出番はせいぜい機器・部品の提供，点検・

補修ぐらいが関の山か。将来のことを考えて，人材育成

だのといってもその将来とは何なのだろうか，それを描

く責務をもっているのが，われわれ，学会といっても差

し支えないのではないか。その際，カビの生えた古証文

など持ち出して興ざめになることは勘弁してほしい。

4．｢日本の原発はどこへ行く｣

2020年の秋の学会は初のリモート開催となったわけ

であるが，毎年春に開いていたフェローの集いもヴァー

チャルで実施した。恒例の新フェローの紹介に続いて，

特別講演として元会長の前原子力規制委員長の田中俊一

さんにお願いしてあった。｢日本の原発はどこへ行く｣と

いうかなり刺激的な題目で，現状は，原子力利用を継続

することが難しい状況にあるとして，原子力利用を支え

る基盤を再構築する以外にないと主張した。問題認識と

して共有するところも共有しないところも多くあるのだ

が，このままではじり貧間違いなしというところは同感

で，一致している。

そこで原子力が抱える問題をひとつずつ課題としてと

らえてそれを解決していくことをテーマにしたらどうで

あろうか。すぐさま世の中が変わることを期待するので

はなく，大きなテーマに少しずつ取り組む。例えば原子

炉安全についても，何があっても放射性物質を環境に出

さない，いいかえると溶けない炉心，あるいは溶融塩炉

心だったらいずれにしても外部環境に影響を与えない。

こういうと安全神話だと言われそうだが，何を言われよ

うが，目指す性能と，持っている技術の限界，ギャップ

の追求と発想の転換など技術開発の要素ではないか。確

かに壁は存在するのだが，そこでやっぱり駄目なんだと

引っ込むかしつこく粘るか。私は開発の目標として退避

不要を主張したい，EPZ ゼロメートルである。最近はや

りの SMRやマイクロリアクターでは，必須の特性では

ないか？そうでないと，また遠くに見える警戒厳重なプ

ラントの水蒸気や電気を利用してということにはなりに

くい，電気だけ一途に作るしか能がない時代は終わりつ

つあるかもしれない。

また核燃料サイクルについても，もともと成り立たな

い話ではなく，高速中性子の活用にしても，再処理によ

るリサイクルにしてもどれも理にかなっているが，ビジ

ネスとして飛びつく話ではない。今の状況ではプロジェ

クトとしての時定数が長すぎる，あるいは見えないので

論外ではあり，国際協力の美名による延命策も燃え尽き

ている。米ロともにもう一度初心に帰れとばかりに多目

的の試験炉を作ろうとしている。炉周りだけでなくサイ

クル技術やシステム全体の見直し，破壊的創造の探求も

またテーマとなりうる。溶融塩炉の高速炉心もこの流れ

の中でとらえることができるのかもしれない。

福島や通常炉の廃炉で，飯が食える人もいるだろう

が，原子力が持つ本質的な魅力を引き出す話とは違う。

再稼働や新検査制度などの規制対応での多くの方々の苦

労は重々承知しているつもりではあるが，再稼働，新・

増設云々で待ちくたびれるのは飽き飽きで，雌伏の時に

こそ，大ぶろしきの玉を育てたいものである。リアリ

ティを見据え，枝葉末節にこだわらず，目的と手段を取

り違えずに行きたいものである。

以上，著者の勝手な思いをつづったもので研究所の考

えとか活動とは関係ございません。
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福島第一原子力発電所事故とその後

1 F 事故が示唆していること

原子力安全研究協会 松浦 祥次郎

1．はじめに―何を考えるべきか―

1950 年代後半に原子力発電が全く新しい電気エネル

ギー供給手段として，いわば現代科学技術文明の最新成

果として，世界の先行原子力利用国の民生用発電に導入

されて以来，20 世紀末までには原子力発電は多くの国々

の基盤的重要電源となるまでに発展した。

人類が知恵と努力でこの世界に新しい文明を拓いた

時，どの文明にも善と悪の両面の存在が必然であり，利

用の当初には予期通りの利益と共に予想外の不都合や時

には災害に見舞われることもある。自然に対する人類の

チャレンジ(挑戦)とその成果である文明に対する自然の

レスポンス(応戦)であったり，文明内の矛盾による混乱

であったりする。ごく原始的な遊牧や栽培の文明におい

てもすでにそうであった。

現代科学技術文明の開発利用においても再々に同様の

現象に遭遇している。原子力発電の開発利用経緯を辿る

と，開発成果による裨益(ひえき)の半面に，事故や不都

合な事象の発生毎に出会う厳しい蹉跌にそれを痛感させ

られる。20 世紀末までの典型的な大きな事故・事象の主

原因はいずれも原子力文明内の機器システムの内部矛盾

や運用の不適切であった。開発利用側はこの状況を克服

する為に，事故・事象から得た経験・知見を精査して原

子力発電運用の安全確保パラダイムを構築し，技術シス

テムも，運用方策も 21 世紀に継承された。

2011 年 3 月に発生した福島第一原子力発電所事故

(1 F 事故)の主因は発電所の建設や運用においては想像

もされていなかった大地震と，それに伴う大津波によっ

て生起された。運転中の炉は大地震に因る外部電源喪失

に対しては設計通りに緊急停止し，非常用電源の自動起

動による冷却を継続した。この状態が継続すれば大事故

には至らなかったと考えられる。しかし，その後に襲来

した地震由来の大津波によってプラントは全電源喪失と

なり，運転クルーの懸命の対応によっても如何ともしが

たく，大事故に至った。

この事故は原子力発電開始以後，世界初の自然現象に

よる外部要因大事故であった。これは開発者の自然に対

するチャレンジへの自然からのレスポンスであったので

あろうか。それに対する開発済みの安全確保パラダイム

に欠陥があったのか。それとも安全確保パラダイムは十

全であり，施設整備や運用が不十分であったのか。1 F

事故の示唆するところを考えてみたい。

2．発電炉の安全確保パラダイム構築

原子力平和利用を進める全ての国々は当初から利用に

おける安全確保を大前提としている。その実現に最も重

要な国際的課題は，世界の利用国共通の安全確保パラダ

イムを構築し，各国がそれを遵守することである。国際

原子力機関(IAEA)は設立当初から，加盟国の原子力活

動の安全確保原則などを文書化し，それらを加盟国の原

子力活動の安全規範として採用することを促す責務を有

することが憲章に定められている。

原子力の発電利用が世界的に加速され始めた 1980 年代

頃から，原子力発電の安全問題の重要性が世界的共通問

題となった。この傾向を重視して，IAEAは原子力活動

の安全に関する重要な共通課題の情報交換と専門的議論

を深め，国際的共通認識を醸成することを目的に，事務局

長直轄の安全問題諮問グループ(INSAG；International

Nuclear Safety Advisory Group)を設置した。

設置直後にチェルノブイリ原子炉事故(旧ソ連，

1986年)が発生した。この事故の原因調査と分析が

INSAG 最初の大仕事であった。調査結果は INSAG 文

書の第 1号(IAEA-75-INSAG-1)として 1986 年に公表

された。この文書でこの事故の最重要原因の一つが｢原

子力安全文化の甚だしい欠如｣と指摘された。原子力安

全文化の理念と重要性が公的に明示されたのは，これが

初めてであった。

引き続き INSAGは，過去の原子炉開発利用途上におい

て発生した大小事故やトラブル事象の知見・経験を，民生

用炉のみでなく軍用炉についても有用な事項を網羅し，

精査と議論を可能な限り深めて，20世紀末時点での原子

力発電の安全確保パラダイムの構造と構成事項を具体的

に示す INSAG文書を続けて公表した。特にパラダイム

の根幹を示す典型的重要文書として以下を挙げたい。

① INSAG-3 Basic Safety Principles for Nuclear Power

Plants(1988)および改訂版 INSAG-12(1999),

② INSAG-4 Safety Culture(1991)，

③ INSAG-6 Probabilistic Safety Assessment(1992)，

④ INSAG-10 Defence in Depth in Nuclear Safety

(1996)，

｢原子力安全確保パラダイム｣と題して公刊された単独

の文書は無いが，INSAG-12 はそれが文書化されたもの

と理解できる。また INSAG-4と INSAG-10 は安全確保

上特に重要な理念を解説した文書である。さらに，これ
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らの文書類を，その後の新知見・理念を追加してパラダイ

ム強化が継続された。上述の INSAG-10 では安全防御を

第5レベル，すなわち設計基準を超える大事故への対応

まで要求している。現代科学・工学レベルの最高をつく

し第3レベルの対応を完備すれば，ほぼ完璧の防御と考

えられる。しかし，INSAGは過去の事故例を考え，第5

レベル防御対応を必要としている。この実現には，事業

者，政府，地域社会の緊密で弾力的な協働が不可欠であ

る。

3．現行安全確保パラダイムの信頼性

1 F 事故の直後から INSAG のメンバーをはじめ国

内・海外の多くの原子力安全分野の専門家が等しく疑念

を持ったのは｢現行の軽水炉技術のレベルは 1 F 事故を

防止できるか｣という問題であった。換言すれば，｢現行

の安全確保パラダイムを遵守すれば，1 F 事故状況に対

応可能であるか｣という問題である。この問題について

は多くの組織や専門家グループで議論が重ねられた。

IAEA・INSAGでは事故後約 1 年を掛けて議論し，その

結論を書簡として事務局長に伝えた。結論の中核的内容

は，｢現在の軽水炉技術は，必要設備が適切に整備され，

運転員の訓練が習熟したものであれば，事故防止が可能

なレベルに達している。しかし，発生が極めて稀である

がその影響が非常に大きい事象に対しては今後さらに研

究を進めるべきである。｣とある。1 F 事故に関して

2015 年に公刊された IAEA事務局長報告書の要約から

も同様の趣旨が読み取れる。本学会の｢学会事故調最終

報告書(2014)8．事故の根本原因と提言｣の最終節｢まと

め｣からも，｢世界標準の安全確保パラダイムにしっかり

対応できておれば 1 F事故は少なくとも相当に小規模に

収め得た｣と読み取れる。

そのようであれば，1 F の所有者かつ運用者である東

京電力のみでなく，筆者を含め，わが国の原子力研究開

発利用に参画した者の全てが，過去の全世界の原子力事

故やトラブルの苦い経験・知見を踏まえ，国際的に知恵

と努力を傾けて構築してきた安全確保パラダイムの最重

要の真髄にまでは至れず，備えるべき対応を怠っていた

不明と怠慢を厳しく反省しなくてはならない。恐らくは

それが重い事実であろうことを自省せざるを得ない。

4．1 F 事故の示唆

われわれ日本の原子力研究開発利用を推進してきた者

は，われわれの先輩をも含めて，知り得る限りのそれぞれ

の原子力関連事故・事象に心底から学び，それを自分自身

で調べ，徹底的に考えたであろうか。また，世界標準とさ

れていた安全確保パラダイムを胸張って明言できるほど

にわれわれの技術体系と運用組織およびその実施に活用

してきたであろうか。1F事故はその全体について，心底

に至る深く強い反省を要求しているのではないか。

1 F 事故において何より厳しい反省は，安全確保パラ

ダイムで最も重要と考えられている深層防御と安全文化

に大きい欠陥があった事である。なぜこのような状況に

なったかと言えば，｢深層防御は第 5 レベルまで対応す

べきとなっているが実際には第 3レベルまでをしっかり

対応すれば十分である｣との考えが全体に共有されてし

まっていたという事実にある。チェルノブイリ事故を考

えれば，いざというときには第 4・第 5レベルの対応の

不可避性は自明であるが，全体的思込は思考の必要性さ

え看過してしまう。もし，安全文化的 3 要件｢常に疑問

を持ち，対応は慎重かつ厳格に，コミュニケーションを

確かに｣が心髄に堅持されていれば，｢第 4，第 5 レベル

の対応無視で本当に問題ないか｣を真剣に検討したであ

ろう。

過酷事故対応に対しても科学的合理性をもって，放射

線被ばくの影響を過剰に恐れることなく，｢守るべきは人

の命である｣との目標をしっかり基準にして避難計画が

準備され実行されていれば，高齢者や病弱者に無理な避

難を強制する事態を生じることもなく，2,000 人に及ぶよ

うな事故関連死を招く悲惨は避け得たと考えられる。

原子力安全の主目標は原子力活動に特徴的な放射線お

よび放射能による従事者と一般公衆の障害を防止するこ

とである。1 F 事故では事故直接の放射線障害は発生し

ておらず，また生涯にわたっても発生の可能性は極めて

低いと IAEAおよびその他機関により評価されている。

しかしこれによって 1 Fが安全目標を達成したとは社会

的常識からすれば到底理解されない。かなり広い周辺地

域に放射能汚染をもたらし，多数の住民に避難を強制

し，地域社会とその生活環境を事実上破壊したからであ

る。1 F 事故は今後の原子力活動における深層防御の確

実な対応を事業者，国，地方自治体および住民との連携

共同活動として実施しなければならないことを示唆して

いる。

人間活動ではいかに十全の準備をしても何らかの事故

は起こる。内的原因，外的原因どちらでも生起の状況に

至れば自然の法則に即して発生する。その防止と対応は

徹底的に自然法則に従ったもの，すなわち自然科学的で

なければ効果は望めない。残念ながら，わが国社会は徹

底的に科学的に考え，議論し，決定するという科学文明

社会的成熟のために克服すべき要件が多大と判断せざる

を得ない。原子力の裨益を受けるには，その要件を地道

に克服する謙虚で剛毅な継続的努力が必須であることを

1 F事故は厳しく示している。(以上)(2020 年 11 月 記)
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福島第一原子力発電所事故とその後

次の 10 年に向かって

長崎大学原爆後障害医療研究所 松田 尚樹

ATOMOΣ誌からの原稿依頼をお引き受けして，そう

いえば 1 F事故直後にも同じようなことがあったと思い

出した。探してみると，2011 年 10 月号に拙稿が掲載さ

れていた1)。今回は，それ以来，私が触れてきた範囲内

での原子力・放射線に関する社会環境はどのような変遷

を辿り，結局，10 年後にはどうなっているのかというこ

とを整理してみる良い機会となった。

事故後しばらくの間，いわゆる｢原子力｣とは直接の関

係のない放射線関連学会でも，それぞれの専門領域から

1 F 事故を取り上げた。その中で私がプレゼンに使った

スライドを見直してみると，一様に，説明の伴わない無

責任なモニタリングデータの氾濫を嘆き，多種多様な

｢専門家｣の健康影響に関する意見の不一致に失望し，そ

のような国民的混乱の中で見えたものとして，白か黒

か，善か悪か，安全か安全でないかを求める｢単純な二値

化｣，マスコミが振りかざす｢無邪気な正義感｣，それでも

堂々と逆風に立ち向かい原子力の推進を声高に叫ぶ｢浮

世離れした原子力村｣を挙げていた。単に挙げるだけで，

無責任なものであるが，当時の率直な感想ではあろう。

モニタリングデータの氾濫は，逆に言えば良質なモニ

タリングデータが十分に発信されていなかったことを意

味する。緊急時モニタリングを初めとする初期の放射線

情報の混乱については，本誌 2011 年 12 月号の解説に詳

しい2)。事故後の 3 月 14 日以降に滞在した福島県災害

対策本部医療班にあっても，福島県立医大にあっても，

組織的に収集されたモニタリングデータを目にすること

はなかった。また，現場で自前に収集したモニタリング

データを発信することのできる信頼に足るサイトはな

く，やむなく学会のメーリングリスト内で情報共有する

にとどまった。それを教訓として，緊急時モニタリング

に興味を持つことになった。多くの大学で，1 F 事故後

にモニタリングを初めとする緊急対応が自主的に行われ

てきたこと，また緊急時の組織的な対応に前向きである

ことがわかったので，大学の放射線施設の種々のモニタ

リング機器とスキルを活用し，緊急時の自前のモニタリ

ングデータの相互チェックと発信のできるプラット

フォーム作りを描いた教育研究プロジェクトを立ち上げ

た3, 4)。原子力規制人材育成事業により支援を受けたこ

のプロジェクトは，各放射線施設のモニタリングスキル

アップおよびネットワーク化とともに，次の世代を担う

人材の発掘と育成を目的とした。その一つとして，1 F

および福島県内各地，九州電力(株)玄海原子力発電所お

よび佐賀県オフサイトセンター，日本原燃(株)六ケ所村

事業所および(公財)環境科学技術研究所，JAEA人形峠

環境技術センター等の協力を得て実施した全国公募型

フィールドモニタリングセミナー5, 6)には，13 回で

207 名の医学生物学，薬学，保健学，工学，理学等多岐に

わたる専門分野の学生等が参加した。マスコミや論文を

通じて知る情報ではなく，実際に測定し，かつ現地の活

動に触れ，さまざまな角度から放射線環境を知ったこと

により，複合領域，学際領域である緊急時におけるモニ

タリングの裾野となる人材が今後増えてくれることを期

待している。

また，この事業を契機として，新たな原子力災害対策

指針のもとで整備が進められている緊急時モニタリング

センター(EMC)の訓練にも関わることとなった。従来

からのモニタリング情報等共有システム(RAMISES)に

加えて，新クロノロジーシステムが導入され，新型コロ

ナウイルス感染拡大策と連動してリモート会議はさらに

普及し，支援システムは徐々に進化している状況であ

る。その実効性は EMCに参集する国，自治体，事業者，

指定公共機関のメンバーのスキルに大きく依存する。新

体制の中身を充実させ，EMCの実効性を確保するため

の訓練の実施と人材の確保，育成が今まさに重要な段階

にある。

健康影響に関する専門家の意見の不一致については，

専門家と言われる人々の放射線に対するリスク認知を調

査したところ，ものの見事に法規制による基準値を拠り

所としており，1 F 事故後の基準値を超えた段階では，

専門家といえ思考停止に陥り，一様ではない個々のリス

ク認知に基づく発言や行動が顕在化したことがわかっ

た7)。専門家に対して科学的均一性を求める一般市民

と，決して均一ではない専門家の実像のギャップが，あ

の大きな混乱を招いた一因と考えている。それでは，

と，市民や小中高校生に正しい放射線の知識を伝授する

機会や支援ツールは飛躍的に増えた。皆が正しい知識を

得たからといって，皆が同じ考え方をする必要はない

が，放射線ラーニングと放射線リスクコミュニケーショ

ンが共存せざるを得ない環境では，教育の目的として

｢合意形成｣の一語が垣間見られる。正しい知識の普及は

( 37 )日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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良いことだが，これで｢単純な二値化｣と｢無邪気な正義

感｣がどの程度払拭できるのかどうかはわからない。一

方，医学教育の立場からも新しい放射線教育が必要との

声が高まり，2014 年 9月に日本学術会議より提言｢医学

教育における必修化をはじめとする放射線の健康リスク

科学教育の充実｣8)が発出され，2017年 3 月に公表され

た医学教育モデル・コア・カリキュラムでは，基礎的な

｢生体と放射線｣，｢医療放射線と生体影響｣に加えて，実

践的な｢放射線リスクコミュニケーション｣および｢放射

線災害医療｣が新たな学修項目として設定された。しか

しながら，もともとカリキュラムが過密な医療系学部，

学科で，この新しい授業を開講する時間と教育リソース

は限られている9)。そこで，国立大学医学部長会議と文

部科学省課題解決型高度医療人材養成プログラムもこの

動きに連動し，今ではビデオストリーミング配信を初め

とする放射線健康リスク科学教育に関する教育コンテン

ツが公開されている10)。原子力災害時に適切に対処で

きる医療従事者の養成が最終目的であるが，まずは，そ

のような世界に興味を持つ学生を育てる段階と言えよう。

浮世離れした原子力村とは失礼な言い種だが，管理し

ている大学の放射線管理区域をはるかに超えるレベルの

汚染を広い範囲の一般環境に引き起こした原子力発電と

いうテクノロジーに対して，私が嫌悪感を持っているこ

とは事実である。学内のエネルギー関係のセミナーで

1 F 事故時の経験について講演を行った際に，そのよう

な感情が少なからず滲み出ていたのだろう，参加者の一

人から，ぜひ，わが社でもこのような話をしてもらえな

いか，という打診を受けた。それが九州電力の社員の方

であった。なんとも包容力のある会社かと驚きつつお受

けしたが，支社での講演後，社員の方にどこまで響いた

のかどうかはわからない。しかしこれが契機となって，

意見投稿要請問題に揺れる同社の信頼性再構築のために

と設置された委員会に外部委員として招かれることと

なった。コンプライアンスやコミュニケーションの考え

方の違いや，｢原子力発電に係る急激な環境変化への対

応｣，｢地域共生｣等の聴き慣れない語群など，なかなか言

葉の通じない部分もあり，なるほどこれが原子力村かと

実感させられることしきりであった。直球勝負の委員長

に引っ張られ，門外漢が図に乗って言いたいことを言わ

せていただいた感があるが，気がつくとそれなりに議論

が噛み合う部分も出てくるようになった。そして 1 F事

故後，日本初となる再稼働に向けての動きが本格化する

と，激務を黙々とこなしている原子力部隊を，立場は違

うが同じ職業人として陰で応援していた。原子力村のリ

アリティに触れた瞬間である。7年以上にわたった一連

の議論と総括報告書は，すべて同社ホームページで公開

されている11)。極めて興味深い仕事であった。

1 F 事故から次の 10 年に向かおうとしている。これ

までの 10 年でも，国内で被ばくを伴う原子力・放射線施

設の事故は数度にわたり起こっている。わが国は原子

力・放射線災害大国と言ってもいい。次の 10 年も何か

が起こる可能性は十分にある。原子力の規制や，運用

や，その防災に関わる人間は，このことを肝に銘じて，

決して福島の記憶を風化させず，常に緊張感を持って事

にあたらなければならない。1 F 事故を典型的な原子力

事故モデルと考えてはいけない。訓練を企画する側は，

もっと想像力を持ち，頭を使うことである。そして，線

量の相場観を持ち意思決定のできる人材を育てることで

ある。私が触れてきたような，原子力・放射線に関する

社会環境のほんの一部の領域でも，課題は山ほどありそ

うだ。
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福島第一原子力発電所事故とその後

それでも脱原発をめざすべき三つの理由

朝日新聞論説委員 村山 知博

1．2050 年に脱炭素社会

｢わが国は，2050 年までに温室効果ガスの排出を全体

としてゼロにする，すなわち 2050 年カーボンニュート

ラル，脱炭素社会の実現をめざすことを，ここに宣言い

たします｣

菅首相は昨年 10 月，臨時国会の所信表明演説で，地球

温暖化対策の新たな目標を掲げた。

地球の気温は年ごとに上昇し，異常気象や自然災害が

世界各地で多発している。気候変動の被害をできる限り

抑えるには，産業革命以降の気温上昇を 1.5 度に抑えな

ければならない――。温暖化対策の国際ルール｢パリ協

定｣は，そんな努力目標を掲げている。これを達成する

には，2050 年までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロ

にすることが必須だ。

このため，パリ協定に署名した 180 を超える国々のう

ち，すでに 120 か国ほどが｢50 年に実質ゼロ｣を宣言し

た。実際に欧州を中心とする各国では，石炭火力発電か

らの撤退を決めたり，再生可能エネルギーを思い切って

拡大したり，ガソリン車・ディーゼル車の全廃をめざし

たりと，さまざまな取り組みが進んでいる。

そんななかで日本は｢50 年に 80 ％削減｣という目標を

掲げるのみで，実質ゼロをめざす具体的な時期は明示し

てこなかった。菅首相が｢50 年に実質ゼロ｣を掲げたこと

で，遅ればせながらスタートラインに立ったことになる。

2．｢原子力政策を続ける｣

とはいえ｢50 年に実質ゼロ｣は非常に高いハードルで，

2030 年に 2010 年比で 45 ％削減しないと実現はおぼつ

かない。ところが現在の日本の目標は｢2013 年度比で

26 ％削減｣にとどまっており，このままでは｢50 年に実

質ゼロ｣の達成はほぼ不可能だ。菅首相の宣言がかけ声

倒れにならぬよう，できるだけ早く 10 年後の目標を大

幅に引き上げなければならない。

排出を大幅に削減するにあたってカギを握るのは，電

源構成(エネルギーミックス)の見直しである。発電は日

本の排出量の約 4割を占めており，電源の脱炭素化が進

まないままでは，すべての自動車が電動化されたとして

も排出削減の効果は薄れてしまう。

現行のエネルギー基本計画は再エネを主力電源に位置

づけているものの，2030 年度の電源構成は｢再エネ 22〜

24 ％｣｢原子力 20〜22 ％｣｢石炭 26 ％｣｢液化天然ガス

27 ％｣となっている。大幅に排出を削減していくには，

排出量の大きい石炭火力からの撤退を急ぎ，さらには天

然ガス火力など化石燃料による発電も減らしていかねば

ならない。

そこで問題となってくるのは，火力の発電量が減って

いく分を何で補うのかである。

この点について，菅首相は所信表明演説で｢再エネを

最大限導入する｣と述べると同時に，｢安全最優先で原子

力政策を進めることで，安定的なエネルギー供給を確立

します｣と強調することも忘れなかった。石炭の穴を埋

めるためには原発も必要だ，という考え方を示したとい

える。

3．福島第一原発事故の衝撃

たしかに｢50 年に実質ゼロ｣を実現するには，原発が必

要だという声は根強い。原発は 1基で 100万キロワット

を超える大きな電気を起こせる一方で，運転の際に二酸

化炭素(CO2)を出さない。首相の演説を受けて，早くも

自民党内から，再稼働だけでなく新設を促す声も出始め

ている。

しかし私は，それでも将来的には原発に頼らない社会

をめざすべきだと考えている。

そう考える理由は三つある。

第一に，事故のリスクをゼロにすることができないか

らである。このことを記事に書くと，｢ゼロリスクを求

めるのは非科学的だ｣｢事故のリスクがあっても飛行機や

車に乗るじゃないか｣と反論をいただくことがある。

実は私も，東京電力福島第一原発の事故が起きるまで

は同じような考え方だった。原発には事故のリスクがあ

るものの，電力の安定供給というメリットもある。だか

ら，安全対策に万全をつくしたうえで使うのはやむをえ

ない。そう考えていたのである。

だが，実際に起きた原発事故は想像していた以上に，

いや，はるかに過酷なものだった。

｢シミュレーションとしてあらゆる可能性は調べさせ

た。避難範囲が 100，200，300キロと拡大した場合，関

東全部が入ってしまう。そうなると 3,000万人が避難す

ることになり，日本という国が成り立たなくなる｣

｢原発への考え方を変えた最大の理由はそこだ。国の

半分が住めなくなるような事故があるとしたら，100 年

に 1回だってそんなリスクは負えない｣

( 39 )日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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事故当時の首相だった菅直人氏は 2011 年 9月，朝日

新聞のインタビューに，このように答えている。まった

く同感である。原発の大事故は飛行機事故や交通事故と

は質が違う。航空機が墜落して数百人が亡くなっても，

多重事故のせいで高速道路が通行止めになっても，日本

の政治や経済，社会が壊滅的なダメージを被ることはな

い。だから私たちは，多少のリスクをわきまえたうえで

飛行機や車で移動する利便性を優先している。だが，原

発がどれだけ効率よく発電できても，いくら温暖化対策

に役立っても，国の根幹を揺るがしかねない大事故のリ

スクを受け入れることはできない。

福島県ではいまだに 4万人がふるさとに戻れない現実

があることを見るにつけ，脱原発への思いを強くしてい

る。

4．原発は安上がりではない

第二の理由は，原発に経済合理性がないことである。

朝日新聞の調査では，東京電力福島第一原発事故後の

原発の安全対策費が，電力 11 社の合計で少なくとも

5兆 2,376 億円にのぼることがわかった(2020 年 8 月

9日朝刊)。記事によると，新規制基準の施行から 7年が

たったいまもなお，テロ対策施設の費用を軸に安全対策

費が増え続けている。まだ費用を計上できていない原発

も多く，総額は今後さらに増える見込みだという。

1基あたりの安全対策費を計算してみたら，再稼働し

た 5原発 9基は 1,400億〜2,300億円ほどとなるそうだ。

新基準に適合したものの未稼働の原電東海第二と関電美

浜 3号機(福井県)は，1基で 2,400億円に上った。

ちなみに政府は 15 年，2030 年時点の電源別の発電コ

ストを検証している。それによると，原発は 1キロワッ

ト時あたり｢10.3円以上｣であり，水力(11円)や石炭火力

(12.9 円)よりも安いことになっている。とはいえ，政府

検証では安全対策費を 1 基につき 1,000 億円としてい

る。実際にはもっとかかるため，1,000億円あたり 0.6円

ほどコストが上がることになる。

一方で再エネの発電コストは下がっており，国際的に

は原発はおろか石炭火力をも下回ろうとしている。｢原

発は安上がりだ｣という従来の政府の説明が通らなく

なってきている。

5．シンプルに考えよう

第三の理由は，原発が高レベル放射性廃棄物，いわゆ

る｢核のごみ｣の処分という難しい問題を抱えている点で

ある。

核のごみの中には半減期が数十万年に及ぶ核種もあ

り，10万年ほど隔離しておかないといけない。考えてみ

れば 10万年前は，現生人類がアフリカを出て世界に広

がり始めるころであり，私たちの文明がまだ生まれてい

ないほど昔である。ということは，これから 10万年後

といえば，人類の文明が存続しているか定かでないほど

先の時代である。原発を動かせば，そんな未来まで安定

隔離しなければならないゴミが出ることを忘れてはなら

ない。

日本では，高レベル放射性廃棄物を地下 300メートル

より深いところに処分することが法律で決まっている。

地震や火山活動によって施設が壊れてはならず，活断層

や火山の多い島国の日本では適地が限られる。昨年

10 月，高レベル放射性廃棄物の最終処分地をめぐる 3段

階の選定プロセスのうち，第 1段階の｢文献調査｣が北海

道の 2町村で始まる見通しになった。2007 年に高知県

東洋町が応募してから 13 年ぶりだ(東洋町は後に撤回し

た)。

文献調査では 2年をかけ，火山や地震，地質などの資

料を使い，机上で地層の変動や鉱物資源の有無などを調

べる。その後，第 2段階の｢概要調査｣が 4 年間，第 3段

階の｢精密調査｣が 14 年間ある。最終処分場の事業を進

める経済産業省と原子力発電環境整備機構(NUMO)は

｢(文献調査が終わっても)知事や首長が反対すれば次の

段階には進まない｣と説明している。北海道には核のご

みを｢受け入れがたい｣とする条例があり，鈴木直道知事

は 2町村の応募に反対の姿勢で，調査がどう進むのかは

見通せない。

世界的にも最終処分地の選定は難航している。いま原

発を運転している国は 30 か国ほどあるが，最終処分場

の建設が始まっているのはフィンランドだけで，あとは

スウェーデンで立地・建設許可の申請が出されているの

みだ。日本を含めて多くの国々が，最終処分のあてがな

いまま原発を動かしていることになる。はなはだ無責任

といえよう。

｢資源に乏しい日本には，エネルギーの安定供給と安

全保障のために原発が必要だ｣｢原子力発電の技術を将来

に継承していかねばならない｣。さまざまな理由を挙げ

て原発の維持を訴える人は少なくない。だが，もっとシ

ンプルに考えるべきだ。より安全で，安上がりで，やっ

かいなゴミを出さない電源の方がいいに決まっている。
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福島第一原子力発電所事故とその後

日本の原子力産業の国際展開再挑戦はあるか

日本エネルギー経済研究所 村上 朋子

1．1 F事故が国際展開を衰退させた？

ここ 10 年，日本の原子力産業の国際展開が衰退の一

途をたどっていることは否定しようがない。しかしなが

ら｢福島原発事故以降，世界中で原子力利用の機運が後

退した｣といった論調についてはいくつかの誤解がある

ことを指摘したい。｢世界中で｣原子力利用の機運が後退

したのかと言われると，明確に｢違う｣と言えるであろ

う。米国・英国など 1 F事故前より原子力設備容量が減

少した国もあるが，それらの国で原子力設備容量の減少

と原子力産業の衰退を引き起こした要因は 1 F事故では

ない。本稿では｢日本の原子力産業の国際展開を衰退さ

せたのは 1 F 事故か｣に論点を置いた考察を行い，日本

の原子力産業の挑戦に向けた示唆を試みる。

2．2010 年の国際原子力市場に中国はいなかった

2010 年の国際原子力市場はベンダー数社の寡占化状態

にあった。米国を本拠とするWestinghouse Electric(以

下WEC，当時は東芝のグループ企業)，General Electric

(GE)と日立の共同出資会社，フランスの総合原子力企

業Areva(当時。現在はEDFの一部)，日本の三菱重工，

三菱と Areva の JV である ATMEA，カナダ原子力公

社(AECL)，ロシア国営原子力企業 Rosatom，それに

2009 年に UAE の新設プロジェクトを落札した韓国斗

山重工である。

このうちWEC，GE，Areva，AECL，Rosatomには当

時すでに海外から新設プロジェクトを受注した実績が豊

富にあったが，日本の東芝・日立・三菱重工には交換用

部品の受注以外，ベンダーとしてプロジェクトを海外か

ら丸ごと受注した実績はなかったため，新規建設計画が

今後ありそうな国をターゲットとして各社がそれぞれの

強みを活かして国際展開を図っていた。東芝が買収した

WEC は米国の数か所に新規建設計画を持ち，その他中

国やインド等でもWEC 製最新型プラント AP-1000 の

建設計画が複数存在していた。日立 GE も自社の

ABWR または ESBWR の建設計画が米国他で数か所あ

り，ATMEA もお互いの親会社の看板炉型を組み合わ

せた第 3 世代＋炉 ATMEA1 のマーケティングを新興

国数か所において展開していた。これらの計画のいずれ

かは数年以内に実現するのではないかと，多くの原子力

業界人は見ていたことであろう。なお，2010 年の中国の

原子力設備容量は 10.8 GWで世界第 11位，1994年に最

初の商業用原子力発電所である秦山 1号機が運転開始し

てからまだ 10 年余りとあってフランスの技術支援を受

けていた頃であり，近い将来に国際展開プレーヤーとな

るとは誰も予想していなかった。

3．2020 年現在は中国・ロシアの独壇場

2020 年現在の現実は以下のとおりである。

米国：新規建設計画は一つを除き全て中止または凍結

中。ただ一つ建設中のボーグル 3/4 号機は当初計画から

5年以上遅れて 2021 年以降に運転開始する予定である。

この間，ベンダーWECでは親会社が東芝からBrookfield

へ代わり，東芝は海外原子力事業から撤退した。三菱重工

やGE日立が米国で進めていた計画も全て凍結中である。

英国：ヒンクリー・ポイントC新設計画以外，着工し

たものはない。日立 GEはウィルヴァ・ニューウィッド

計画から撤退。

トルコ：Rosatom が進めるアックユ 1号機が 2018年

4 月着工。一方 ATMEA が本命とされていたシノップ

計画に進展は見られず，現在の状況は全く不明である。

UAE：バラカ 1号機が 2020 年 8 月に初併入，2〜4号

機が建設中で数年以内に運転開始の見通し。

中国：世界第 3位の運転中設備容量(約 48 GW)を有し

ており，うち AP-1000 が 4 基，EPR が 2基。国産の第

3世代+炉Hualong-1 を英国他に導入交渉中，パキスタ

ンではすでに Hualong-1 のカラチ 2/3 号機が建設中。

ロシア：国内に 30 GWの運転中原子炉を有するほか，

更に数基建設中・計画中。国際市場でもプレゼンスを拡

大しており，2010 年以降ロシアの支援を受けて新規導入

(着工)した国は，インド・イラン・ベラルーシ・トルコ・

バングラデシュ。

4．1 F 事故がなくとも…

この状況を 2010 年に予想できなかったのかと問われ

れば，ある程度は予見可能だったのではないかと筆者は

考える。それは，2010 年当時からすでにいくつかの国に

おいて原子力は競争優位性を失いつつあり，それを考慮

していない計画は早晩見通しが狂うであろうことが想像

できたからである。

例えば 2010 年の米国電力市場であるが，すでに米国

の発電単価において陸上風力のコストが原子力を下回っ

ていたことを，2011 年発行の米国エネルギー省データは

示している。シェール革命により天然ガスのコストも低

減しており，新規原子力建設プロジェクトにとってガス

火力発電を上回る経済性を達成することは至極困難で
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あった。連邦政府の融資保証制度により低コストの資金

調達が可能であったものの，2010 年 2 月にボーグル

3/4 号機への 83.3 億ドルの融資保証適用決定以来，後続

の申請はついになされないまま現在に至っている。ボー

グル 3/4 号機案件の融資保証申請・審査を巡る経緯か

ら，連邦信用改革法に基づき定められた融資保証料の設

定が事業者の投資意欲を削ぐほど高く設定されているこ

とが判明したからである。

従って，｢融資保証制度もあることだし，米国の原子力

事業は円滑に問題なく進むであろう｣と楽観視できない

ことは，当時からある程度は見通せていた。ちなみに筆

者は 2007 年 9 月号｢エネルギーフォーラム｣誌および

2010 年 7 月の日本原子力学会誌 ATOMOΣ｢時論｣にて，

米国の多くの新設計画が決して順調に進捗するとは限ら

ないこと，融資保証制度も万能ではなくこれに過度に依

存することは避けるべきである旨を述べている。米国

NRC に建設・運転一体認可(COL)を申請した電気事業

者の大半が｢最終投資判断はCOL取得後，そのときの電

力市場状況を見て投資の回収可能性を見極めて行う｣と

述べていたから，同様の警告を発した有識者は当時も相

当数いたはずである。2017年，東芝がWECの米国原子

力新設事業で大幅な赤字を計上し｢海外原子力事業のリ

スク遮断｣を表明した際，赤字の理由の一つとして東芝

は｢1 F 事故後の規制厳格化｣を挙げたが，仮に 1 F 事故

がなくとも，市場の収益性見通しが甘かったことからど

のみち結果は同じだったように筆者には思える。

2019 年に英国での新設事業を凍結し，2020 年に同計画撤

退を決めた日立 GEの事例に至っては，英国企業ホライ

ズンを買収し英国市場に進出したのが 2012 年であるか

ら 1 F事故の影響が言い訳にならないのは当然である。

5．ロシアの勝因は顧客目線

では，1 F 事故の影響などまるでなかったかのように

2011年以降も国内外で積極的な展開を続けている中国と

ロシアでは，日本と何が違っていたのか。特に，ロシア

がベラルーシやバングラデシュなどで実際に着工し，ベ

ラルーシではオストロベツ 1号が 2020 年 11月に運転開

始している状況は，どう解釈すればよいのだろう。

一言要約すれば｢現状把握と分析に基づく顧客目線の

アプローチ｣という至極当然のことに尽きる。Rosatom

が原子力導入に際して商談を重ねている国は OECD非

加盟国ないしは日本貿易保険によるリスク・カテゴリー

が｢F｣以下の国であり，カントリー・リスクの高さゆえ

に先進国のベンダーが進出をためらう国が多い。ロシア

から原子力技術の支援を受けている国のカントリー・リ

スクは，例えばNEXIによるリスク・カテゴリーによれ

ば，イランが H，ウクライナおよびベラルーシが G，バ

ングラデシュ・カザフスタン・トルコがF，などである。

先進国ベンダーの積極的な進出を期待できない国に対

し，その国において原子力導入によるエネルギー自給率

や電力コストの大幅な改善が見込めるかどうか，ロシア

との関係構築が双方にとってメリットがあるか等，十分

に状況を研究した上で接近していることが伺える。｢1 F

事故で原子力への世界的な風向きが変わった｣のような，

事故に責任転嫁する姿勢はそこには見られない上，数か

月の遅れも極力阻止するなど(On-Time)にもこだわっ

ている。例えば 2020 年 4 月，Rosatom はバングラデ

シュのルプール建設サイトから作業員 178 人をコロナ対

策として一時帰国させたが，それによる工程遅延はない

としている。同時期にフィンランドTVOがコロナの影

響によりオルキルオト 3 号機の燃料装荷が更に遅れる，

と発表したのとは対照的である。

更に，先進国ベンダーが投資に二の足を踏む国におけ

るロシアの導入支援には，当該国のインフラ整備状況を

見つつ，1号機向けにはロシア国内で製造した設備を運

び，2号機以降は原子力グレードではない機器から徐々

に国産比率を高めていく，という｢グレーデッド・アプ

ローチ｣と呼ばれる，導入国側の目線に立った姿勢が垣

間見える。2010 年米国におけるWEC(東芝)のように将

来の市場規模を楽観視してはいない。また，規制強化を

無視して突き進んでいるというエビデンスもない。1 F

事故の教訓を踏まえて継続的な安全性向上に取り組むこ

との重要性は全ての原子力利用国に共通に認識されてい

ることであり，ロシアから技術導入を受ける国々が例外

といえる理由はないからである。

6．おわりに

この 10 年，｢1 F 事故で甚大な影響を受けた｣と日本の

産業界関係者が被害者気分でいる間にも，中国・ロシア

は自国の目的に基づいた戦略を立て，国際市場でのプレ

ゼンスを着々と拡大した。中でもロシアの真っ当な，

On-time にこだわる事業の姿勢には，日本の産業界とし

ても見習う点があるように思える。カントリー・リスク

を高精度で見極め，撤退判断も視野に入れた展開であれ

ば，民間企業であっても可能ではないか。
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福島第一原子力発電所事故とその後

原子力安全の歴史のはじまり

東京大学 山口 彰

1．社会にとって真に重要な問題に取り組む

グローバルリスクに関する書籍が最近増加したように

感じる。貴重な資源を費やして社会として取り組むべき

真に重要な問題に関心が集まってきているからであろ

う。1 F事故後の 10 年間は，このような問題を大局的に

考える余裕のない閉塞感に囚われた期間だったかもしれ

ない。この 10 年になすべきことは何だったのだろうか。

そして，実際にどこまでできたのか。

地球環境がこれまでと異なる兆候を示しているとの実

感が深まり，17 の持続可能な開発目標が世界で共有さ

れ，脱炭素社会への流れが現実味を帯びてきた。今こそ，

冷静に｢環境とエネルギーと安全｣の問題を考えていかな

ければならないと思う。貴重な資源をどこに費やし，今，

何を実行し，将来どこを目指すのかという問題である。

重大な不可逆的変化を地球環境にもたらさないよう

カーボンニュートラルを目指すのは，その実現の時期は

ともかく，必須である。ゼロエミッション電源である原

子力はなくてはならない存在，原子力規制委員会の新し

い規制基準により質的転換を果たした原子力安全の水準

は信頼に値する。さまざまなグローバルリスクが顕在化

する社会で，エネルギーの自立は経済リスクや政治リス

クのセーフティネットとして機能する。原子力は，技術

によるエネルギーの自立に貢献し，その役割は決して小

さくない。原子力学術は国民生活の水準向上に貢献し，

放射線技術は多くの恩恵をもたらす。一方で，原子力に

対する社会の信頼回復は遅々として進まない。安全性を

高めた原子力発電所の再稼働は進まない。それどころ

か，40 年運転制限により運転可能期間は刻々と短縮さ

れ，資源を浪費している。リスクを活用することにより

重要な安全の問題にフォーカスし，総体として効果的な

安全対策を選択し，発電所の設備利用率を向上させると

いった社会に恩恵をもたらすような制度に改善する，国

際的には普通のプロセスが，なかなか実現されない。

2．原子力安全の長い歴史

原子力学会も含む原子力コミュニティは，このような

閉塞感を打破するために必要な活動をしてきただろうか，

そして，次の 10年では何をするべきだろうか。こういっ

たことを考えているとき，2020 年 8 月 11日に米国原子力

学会の UtilityWorking Conference (UWC) 2020 が開催さ

れた。テーマは"Itʼs Go Time: Creating Momentum

Toward Transformational Change0でバーチャルサミッ

トと銘打つオンライン会議である。｢今こそ，改革を｣と

いうスローガンである。

セッションの一つは原子力規制委員会(NRC)改革

(NRC Transformation)。NRC の Gavrilas 氏 が ｢Be

RiskSMART｣という講演を行った1)。Gavrilas 氏は，原

子力安全の長い長い歴史として図 1のようなチャートを

示した。1979年にスリーマイル島(TMI)原子力発電所

事故を経験し，2001 年に 9.11 テロ攻撃があり，2011 年

に 1 F 事故の教訓を，米国は学んだ。図 1 は NRCの規

制に関わる活動等の時系列と将来の展望を示している。

原子力安全の長い歴史は，1975年の原子炉安全研究

(WASH-1400)に始まり，今日まで 40 年以上にわたる。

この間に，シビアアクシデントの政策声明(1985年)，安

全目標に関する政策声明(1986年)，PRAに関する政策声

明(1995年)を発出している。稀有で不確かさの大きいシ

ビアアクシデントに対する安全の確保を安全目標と PRA

の活用により達成するというビジョンを実現するための

一連の流れである。もちろん，それには信頼に足る品質

の PRAが必要である。WASH-1400(1975年)，インディ

アンポイント炉とザイオン炉の PRA(1981 年)，NUREG-

1150(1990 年)，さらに個別プラント評価(1988年)，外部

事象に対する個別プラント評価(1991 年)と PRAの実績

を重ねた。次いで，1990 年代はそれを各プラントに適用

するとともに，既設炉をより有効に活用する取り組みがな

された。すなわち，1990年代から出力向上が本格化し，メ

インテナンス規則が制定され，原子炉監督プロセスが始

まった。パフォーマンスが上昇に向かう転換点である。

2000 年代に入ると，9.11 テロが発生するも，安全とセ

キュリティを融合させながら安全技術基盤を固め，大規

模火災対策と FLEX 装備で対処する。そして革新的な

次世代炉の実現に向けての取り組みが始まる。2011 年

には 1 F 事故から反映すべき教訓と活動プランを Near

Term TF報告書にまとめ，今においても継続的に実行

している。現在は設備利用率の向上や 80 年運転などに

よる既設炉有効活用と革新炉の開発によりエネルギーと

環境と安全の複合問題に取り組んでいる。

これらの TMI-2事故から 40 余年に及ぶ活動は，当初

10 年目までは安全目標の政策声明とシビアアクシデン

トの政策声明や PRAの研究開発にとどまっていた。将

来の方向を見極め明確にした 10 年である。その後の

10 年は原子力安全の基盤強化の期間であった。この

20 年間は厳しい時代であったが，その成果は 20 年後に

実る。新しい検査制度を開始した 1999年には，1970 年
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から 80 年代に 50〜60％程度に低迷していた設備利用率

は初めて 80％を超えた。それ以降，90％程度を維持し，

2018年と 2019 年は連続して過去最高 (2019 年には

93.5 ％)を記録する。この間にも，PRAの品質，火災防

護，機器の重要度分類などのリスク活用を継続的に展開

している。

3．環境とエネルギーと安全 ―将来の展望

もちろん，米国の活動は順風満帆に進んだわけでな

い。TMI事故後の 20 年は，足踏みをしているようにも

見える。しかし，それは実際には足腰を強化する時機で

あったのだろう。技術基盤の強化と，3 つの政策声明に

よって難しい意思決定問題へのアプローチ，すなわち，

PRAを具体的に活用する道筋を明示し，目標と目指す

べきターゲットは明確になった。このことが，2001 年に

は 9.11 テロが，2011 年には 1 F事故が発生するが，それ

にもかかわらず歩みを進めることができた理由ではない

だろうか。2000 年代は革新炉の開発やイノベーション

の活動へ展開し，2010 年代は小型モジュラー炉や革新炉

の実現に向けて新しい規制の枠組みを関係者が協力しな

がら構築する段階へと至った。今や 80 年運転も定着し

つつあり，小型モジュラー炉が設計認証を取得し脱炭素

化にむかう姿がほのかに見えてきた。米国は，革新炉の

許認可と規制改革を将来展望として志向する。

翻って 1 F 事故後 10 年となるわが国はどうであろう

か。米国の長い安全の歴史を振り返ると決してわが国の

歩みが遅いわけではないことに気付かされる。実際に，

さまざまな改革が行われている。しかし，大きな違いが

あると思う。米国は，TMI 事故後 10 年で安全目標や

SAリスクの評価と PRAの活用により不確かさについ

て意思決定をして進むべき方向を明確にした。それは，

政策声明や適切な規制，バックフィト規則の施策で具体

化される。日本は，"How safe is safe enough?0の議論を

いまだに避けているのではないか。より安全であるに越

したことはないと誰もが考えるが，それは合理的に実現

できるか，説明性や予見性はあるか，他のリスクとバラ

ンスはとれているか，心許ないゼロリスク願望であって

はならない。

わが国はこれまでの 10 年にどのような目標設定をし，

メッセージを発信してきただろうか。米国の経験に習え

ば，次の 10 年は目標の実現に向けて技術基盤を構築す

る時機に入るのであろう。20 年後，つまり 2030 年は具

体的な成果を求めるときである。バランスのとれた将来

の展望につながる施策の拠り所となるような，環境とエ

ネルギーと安全の目標を明確に定めるには，今からでも

遅くない。

4．まとめ

求めるべき安全と実現性，原子力リスクと他のリスク，

環境適合性と経済性，真に重要な問題に取り組む施策を

進める戦略が必要である。わが国は，これからどのよう

なチャートを描くのだろうか。1F事故後，原子力安全の

歴史は始まったばかりである。2030 年，2050 年の環境と

エネルギーと安全，どのようなビジョンを描こうか。
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福島第一原子力発電所事故とその後

原子力災害医療の基軸と人材育成の課題解決に向けて

福島県立医科大学/量子科学技術研究開発機構高度被ばく医療センター 山下 俊一

1．負の遺産の継承

｢覆水盆に返らず｣で，時計の針を後戻りさせることは

できない。人類史とは，昔から三種の神器を手に入れ，

不連続的に進歩してきたが，時代背景でその内訳は異な

る。遠くは，火，言葉，貨幣から始まり，第二次世界大

戦後の家庭では，冷蔵庫，洗濯機，テレビなどがある。

20 世紀の三神器といえば，魔法の火である原子力エネル

ギーを挙げることができる。他に魔法の頭脳であるコン

ピューター，魔法の命である遺伝子操作などもあるが，

これらは科学・技術進歩の賜物である。しかし，いずれ

も光と影，すなわち，明るい歴史の反面，暗黒の時代や

危険な側面も兼ね備えている。特に，原子力の光と影で

は，量子力学の進歩から量子生命科学という新分野への

潮流の中で，広島，長崎への原爆投下や，その後の狂気

の核兵器開発競争など，負の側面を拭い去る事ができな

い。更に，スリーマイル事故からチェルノブイリ原発事

故，そして，2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に引き続

き発災した東京電力(株)福島第一原発事故(1 F 事故)

は，原子力産業界のクライシスであり，甚大な被害と影

響を与え，まさに現代科学・技術社会の歴史に残る大禍

根である。この原子力災害という負の遺産であればこ

そ，関係者はその十字架を背負いながら，前に進む決意

と覚悟が必要である。神は背負えない重荷を人々に与え

ていないと信じれば，幾多の困難に正対する原子力災害

医療も現場の視点，そして負の遺産にこそ立脚しなけれ

ばならない。

2．原子力災害医療の基軸

そもそも医療の現場は常に修羅場であり，リスクの塊

である。特に，救命救急医療や災害医療は命を救う為の

最前線の戦いであり，その原因の如何を問わず，死の淵

から人間の余命を延ばすために最善最良の努力が尽くさ

れている。医療先進国の日本では，自然災害が多く災害

医療も発展し，その対策が講じられている。その反面，

1 F 事故前は原発立国を目指していた日本では，有事へ

の備えや対策が万全とは言える状況になかった。人災も

加味されると，各種イデオロギーや責任問題，事故原因

の追求，さらに補償や訴訟問題へと，個人のレベルだけ

ではなく，社会全体のリスクが大きくなる。原子力災害

医療とは，通常の災害医療と何ら異なることはないが，

被ばく線量測定とリスク評価・管理が環境ならびに健康

の両面から不可欠になる。しかもこの環境モニタリング

と健康モニタリングが長期にわたり必要となり，良質な

放射線リスクコミュニケーションが求められる。

すなわち，原子力災害医療の基軸とは，災害や事故の

現場の反省と教訓の上に立脚し，大きな意味で防衛医学

と危機管理を志向する多職種連携のチーム医療となる。

3．新たな原子力災害医療体制

チェルノブイリ原発事故後，そしてセミパラチンスク

の核実験で汚染された旧ソ連邦の大地で，長年にわたり

医療支援活動に従事し，1F事故以前から大学を主とした

被ばく医療体制の整備と医療人の育成に腐心してきた。

その結果，WHOや IAEAなど国際機関等とも協力し，海

外との緊急被ばく医療ネットワークの連携を推進してき

た。その最中に 1F事故に遭遇し，さらに 2015年 8月の

原子力規制委員会による高度被ばく医療支援センターと，

原子力災害医療・総合支援センターの新体制整備が始

まった。2019年 4月には 4 つの高度被ばく医療支援セン

ター(弘前大学，福島県立医科大学，広島大学，長崎大学)

を中心的・先導的に指導する基幹高度被ばく医療支援セ

ンターとして，国立研究開発法人量子科学技術研究開発

機構(量研)に，高度被ばく医療センターが創設された。

全国 24 道府県に指定されている 50 を越す原子力災害拠

点病院と 300以上の原子力災害医療協力機関への研修訓

練プログラムの実施計画が本格的にスタートしている。

一方，量研の人材教育センターでは，異なる放射線関連の

教育訓練や研修プログラムが実施されているが，原子力

災害医療の中核人材育成プログラムと併せて，司令塔と

なるべき医療人の育成と，裾野を広げた多くの放射線事

故・災害対応に資する多職種の人材を育成する研修体制

の整備が進んでいる。そこでは被ばく医療に従事する幅

広い医療人の専門性の担保と継続的な人材確保など，稀

な事象への対応だが，新たな取り組みが不可欠となる。

すなわち，使命感と責任感の倫理面での教育以外に，

体験型科学教育を通じて，風化や風評に打ち勝つ現場感

覚と危機管理能力を有する医療人の育成と確保である。

4．福島イノベーション・コースト構想

1 F 事故以降この 10 年間，被災の中心である浜通りで

は，廃炉，再生エネルギー，ロボテク，農業再生，環境

創造，そして新産業誘致による地域人口増に向けた種々

の復興推進プロジェクトが加速されている。しかし，帰

還住民の最大の不安は，環境放射能汚染問題であり，廃

炉等での事故やトリチウム汚染水処理問題などである。

( 45 )日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)

133



45-46_vol63_02-T_特集_PK-1.smd  Page 2 21/01/07 13:34  v4.00

さらに浜通り地域の医療保健福祉体制の整備の必要性で

ある。それにも関わらず，浜通りでの総合病院，とりわ

け原子力災害医療の最前線基地はない。唯一，富岡町の

県立ふたば医療センター附属病院が，福島県立医大の支

援を受け小規模ながら奮戦中である。浜通りの地域住民

や廃炉作業者の健康見守りセンター，そして万が一の事

故・災害などへの対応病院の整備は喫緊の課題であり，

事業主自体もそのような医療体制の整備に貢献すべきで

ある。

1 F 事故前は，原子力産業で栄えた浜通りが，事故後

は世界の福島として注目の的となった。現存被ばく状況

の中での正しい情報発信，復興加速，そして何よりも環

境再生と住民の健康見守りが第一の課題であり，福島イ

ノベーション・コースト構想の下で，多種多様な取り組

みが推進されている。しかし，唯一欠落しているのが，

体験型科学教育と倫理教育を中心とする，原子力災害医

療の現場としての世界的なシンボルの存在である。

5．本初不生の心田を耕す

1 F 事故直後から混迷と混乱の渦中で奔走し，福島県

民の放射能恐怖症と向き合い，放射線健康リスクについ

ての理解困難な状況下，放射線クライシスコミュニケー

ションを続けた。地震，津波，原発事故，そして情報災

害に暴露された被災者の苦労に思いを馳せると，その後

の経緯等から初期の反省と自戒は多い。とりわけ，多様

な価値観と異なるリスク認知へのきめ細かな対応には限

界があり，当初は国際的なコンセンサスに基づく，集団

リスクに関する情報発信も理解されることは困難であっ

た。個人リスクへの配慮や対応は課題も多く，｢覆水盆

に返らず｣，そして｢転禍為福｣を期待することは，当時の

混乱期では無理な話であった。

人間誰しも不条理や矛盾，避けられない不穏な事象に

遭遇すると，悩み苦しみ，一人一人の感性に応じてその

解決策の模索も多様である。場合によっては，精神心理

的な影響が甚大であり，潜在性の鬱から外傷後ストレス

症候群 PTSDのような状況が続くことも多い。1 F事故

も例外ではない。それ故に，復興の過程でも，単に生活

インフラの改修改善や福島イノベーション・コースト構

想の実現だけでは不十分である。絶望や疑心暗鬼，そし

て，悲喜こもごものストレスフルな日常にあり，人とし

て正しい道を歩むという自分自身の心田を耕す必要があ

る。すなわち，一人一人の人間力の向上でありレジリエ

ンス力の涵養である。

6．ミラーワールドへの将来展望

所詮，生病老死は避けられず，また，人の一生は波瀾

万丈である。この世からあの世へ，すべからく運命の下

で日々自転車操業，すなわち新陳代謝を繰り返す生命体

を基本とする人間と社会，そしてその歴史は，地球とそ

の太陽系，さらに宇宙全体の一部である。これらの原動

力となるエネルギーは，生命であれ，生活社会であれ，

宇宙であれ，熱量として獲得される。どのような複雑系

であれ，基本となる原理原則は共通する。そのような概

念が現代社会に画期的な情報社会，そしてデジタル社会

を構築しつつある。大量情報を瞬時に処理し，複雑多岐

なデータのプラットホームからその連携と活用を可能と

し，インターネットや人工知能の次の社会を実現させよ

うとしている。いわゆる，バーチャルリアリティ(VR)

による仮象社会である。VRという机上の研修訓練，そ

して予測，予防の新教育プログラムで，緊急事態の事故

や災害の現場で活躍できる人材を真に育成できるのかが

重要であり，稀な事象であればこそ，VR活用による教

育訓練は避けられない。

デジタルツイン(DT)による仮象社会が実現され，廃炉

の現場，そして環境汚染地域を含む浜通り地域のミラー

ワールドが構築され，デジタル社会の優れた活用が未来

のリスク予測の面から期待される。一方では，なぜ原子

力災害医療の人材育成と確保が難しいかと言えば，災害

時の派遣医療に貢献する DMAT，さらには非常事態や危

機管理に対応する消防，警察さらに自衛隊のような組織

力や制度設計に基づかずに，本領域の医療人育成をプロ

ジェクト方式で推進してきたことにも要因がある。しか

し，1F事故を経験し，原子力規制委員会と規制庁，そし

て量研が真に原子力災害医療の司令塔としての使命と役

割を果たす体制整備が始まっている。それでも課題は多

く，災害医療と救命救急医療，そして公衆衛生の一部を担

う原子力災害医療の立ち位置は不確実である。国民保護

法に基づく指定公共機関としての高度被ばく医療セン

ター，そして原子力災害対策特別措置法に基づく基幹高

度被ばく医療支援センターの両方の役割を果たすべく量

研の総力戦の中で，体験型科学学習と研修訓練の VRと

DTは外せない。福島を基軸とするミラーワールドの実

現は，世界の原子力災害医療の中核となると期待される。

7．おわりに

1 F 事故から 10 年が経過し，高度被ばく医療，すなわ

ち，急性放射線症候群に関する診断治療と同時に，公衆被

ばくに対応する医療人の確保と育成は喫緊の課題である。

原子力災害医療の基軸から現代リスク社会の防衛医学と

危機管理を俯瞰すると，現場における体験型科学学習と

倫理教育，そしてデジタル技術の活用による適切なリス

ク予測学習の環境とその運用体制の整備が求められる。
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福島第一原子力発電所事故とその後

東日本大震災が日本経済に残した爪痕

常葉大学 山本 隆三

1990 年代初めにバブルが弾けた後，日本経済は長期に

亙って停滞を続けた。2000 年代前半には一時的に輸出

が増加し成長軌道を示したが，2008 年秋のリーマン

ショックにより，日本経済は主要国の中で最も大きな影

響を受け，翌 2009 年国内総生産額(GDP)は大きく落ち

んだ。その影響は働く人の収入にもおよび，平均年収は

平成になってからの最低レベルにまで落ち込んだ。

リーマンショックの影響は短期間で収まり 2010 年に

は経済は回復軌道に乗ったが，翌 11 年の東日本大震災

により日本経済は再度大きな影響を受け，GDP と収入

は減少した。それに追い打ちをかけたのが，原子力発電

所の停止と 2012 年に導入された再エネ導入支援の固定

価格買取制度(FIT)による電気料金上昇だった。

電気料金上昇は多くの産業の収益性に影響を与え，人

件費の抑制にも繋がった。経済も成長せず，日本は平成

の失われた 30 年を過ごすことになった。伸びない収入

は，国民の約 6 割を生活が苦しいと感じる状況に追い

やったが，低収入ゆえに結婚できない人も増え，少子化

問題にも影響を与えている。どの国も経験したことがな

い少子化に直面する日本の人口は，2100 年には今の半分

以下の約 6千万人にまで減少するとみられている。

1．上昇を続けた電気料金

大震災後，浜岡原子力発電所を初め全国の原発は相次

いで停止することになった。その結果，電力供給を震災

前はピーク対応電源であった石油火力にも依存せざるを

得なくなった。石油火力の発電コストは，石炭あるいは

液化天然ガス(LNG)火力との比較では，燃料である石油

の価格が相対的に高いため，高くなる。本来であれば，最

も燃料価格が安い石炭火力発電の稼働率を可能な限り上

げるべきだが，震災直後石炭火力は対応できなかった。

関東から東北地方の太平洋岸には多くの石炭火力発電

所が立地している。原町，常陸那珂，広野，勿来と並ん

でいるが，被災したため操業することができず，LNG火

力は無論のことコストが高い石油火力の稼働率も上げざ

るを得なかった。その結果，原発の停止に伴い化石燃料

の購入量とその代金は大きく上昇することになった。

日本の原油，LNGの購入量の増加は，燃料価格にも影

響を与え，電気料金も大きな影響を受けた。原発停止に

よる燃料購入の影響がピークに達した 2013 年度の一般電

力会社の化石燃料購入数量は，2009 年度との比較で，原

油 1,400 万 KL，LNG1,700 万トン，石炭 1,400 万トン増と

なった。金額面での影響も大きく原発停止による燃料負

担額増は 3兆円を超え，1 kWh当たり 3.2円に達した。

2014年末から燃料価格が下落を始めたため，電気料金

も 14年にピークを打ち下がり始めるが，燃料価格の下

落ほどは下がらなかった。FIT による買取価格が高く

設定された太陽光発電設備導入量が爆発的に増加し，賦

課金額が大きく上昇し始めたためだ。1 kWh 当たりの

賦課金額は 20 年度には 2.98円まで上昇し，電気料金を

高止まりさせることになった(図 1)。

上昇を続けた電気料金は，製造業を初め多くの産業に

影響を与えた。東日本大震災後，産業用電気料金は震災

前との比較で最大 39％上昇した。製造業の電気料金負

担額も約 1兆 2 千億円増加したが，この金額を製造業の

人件費に換算すると約 4 ％に相当する(図 2)。電気料金

から燃料代として海外に支払われた金額は日本経済に寄

与することはないが，仮にこの金額が人件費に充当され

ていれば，消費に回り経済成長に寄与した。1997年を

ピークに年収が減少している日本の働く人の収入には電

気料金は小さくない影響を与えたと言える。

私たちの収入は，2013 年からアベノミクス効果により

回復傾向にあるが，まだ 20 年以上前のピークとの比較
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図 1 再生可能エネルギー賦課金額の推移

出典：資源エネルギー庁資料から著者作成

図 2 製造業(従業員数 30名以上)の人件費と電気料金推移

出典：工業統計(2014年まで)，経済センサス(2015年)から著者作成
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では減少したままだ。そんな中，電気料金は製造業以外

の産業にも大きな影響を与えている。コロナ禍により宿

泊，飲食，小売りを中心に大きな影響があったが，これ

らの産業でも，水道光熱費は利益に大きな影響を与えて

いる。例えば，全国チェーンのデパートの最近の決算で

は経常利益 230億円に対し光熱費は 107 憶円ある。人件

費 700億円との比較でも光熱費，電気料金の影響が大き

いことが分かる。

低成長が続く日本経済を成長路線に乗せる一つのカギ

は，電気料金の引き下げにあり，そのためには原発の再

稼働が必要だ。さらに，2050 年温室効果ガス純排出量ゼ

ロを再エネだけで目指すことは経済に大きな負担をもた

らす。価格競争力があり安定的に発電できる原発の新設

検討も必要だ。最近では，欧米の原発新設コストが大き

く上昇し工期も長くなる傾向にあることから，新設に対

する批判もあるが，工費，工期増大の理由をよく考える

必要がある。工事経験を失ったことにより，米国，フラ

ンスなどは原発建設で問題に直面している。工事が長く

中断している日本も同様の問題に直面することになる。

これも大震災が残した大きな爪痕の一つだ。

2．原発の工費はなぜ増大したのか

東日本大震災後，欧米で原発工事の遅れが目立つよう

になった。フランス電力(EDF)が 2007年 12月に着工し

た EPR(欧州加圧水型炉)のフラマンビル 3号機(165万

kW)は，当初の運開予定が大幅に遅れまだ工事中だ。当

初の計画では 2012 年運転開始予定，また 2008 年時点の

工費は 40億ユーロとされていたが，さまざまな問題が発

生し，2020 年時点の工費は 123億ユーロ，運開 2023 年と

されている。

フィンランドは，電力供給の約 3分の 1を 4 基の原発

に依存している。温暖化対策の問題とロシアからの天然

ガス依存度引き下げの必要もあり原発増設を決め，

2003 年に EPR 炉を採用し，フラマンビル 3号機よりも

早く 2005年にオルキルオト 3号機(172 万 kW)を着工

した。当初は 2009 年完成予定であったが，工事は遅れ，

今の運開予定は 2022 年 3月に設定されている。

米国ではジョージア州において 125万 kWの AP1000

型炉 2 基，ボーグル 3，4 号機が建設中だ。それぞれ，

2013 年 3月と 11月に着工され，運開予定は 2019 年と

2020 年だったが，ウエスティングハウスの破綻もあり工

事は遅れ，現在の予定は，2021 年 11月と翌 22 年 11月

になっている。工費も当初の 140億ドルから 187 億ドル

に増加している。

欧米諸国が原発建設の工期，工費増大に悩むのを横目

に，中国は早々と EPR，AP1000型炉を建設し，すでに運

転を開始している。欧米との差は何だろうか。それは，

建設の経験ではないだろうか。TMI，チェルノブイリの

事故を受け，欧米では長期に亙り原発建設が中断した。

世界第 2位の原発保有国フランスにおいてすら，フラマ

ンビル 3 号機の前に着工された原発はシボー 2 号機，

1991年着工，99年送電開始だ。16年間着工がなかった。

米国は，TMI事故の後 30 年間新設が中断した。ボー

グル原発建設開始時には米国に原発エンジニアがおらず，

中国核工業集団(CNNC)から招聘せざるを得なかった。

欧州勢が工期の遅れに悩んでいる EPR炉ですら，仏中合

弁企業体が，当初予定より遅れはあったものの，広東省の

台山 1，2号機，それぞれ 166 万 kW，を 2018年 12月と

19年 9月に運開している。世界で唯一 EPRを建設し，運

転しているのは中国なのだ。

中国では，10月現在 14 基の原発工事が同時に進行して

いる。欧米勢は 1990 年代から工事経験を失ってしまった

ため，工期，工費において問題を抱えることになった。英

国の原発事業から東芝，日立が撤退したが，その英国で原

発事業を手掛けるのは，いま全て中仏の合弁事業体だ。

中国製原発の建設まで見込まれている(表1)。

日本も今欧米の姿に近づきつつある。この状態が続け

ば，将来原発を新設するとなった時に，中国あるいは韓

国企業に建設を依存することになりかねない。平成の

30 年間で日本企業は技術的な優位を多くの分野で失っ

た。特許申請件数は，いま中国が日本の 3倍にまでなっ

た。ここで原子力技術まで劣後することになると，日本

経済の先行きは暗い。技術の維持を図るため一日も早く

原発工事を再開する必要があるのは，言うまでもない。

世界は，今小型炉(SMR)に大きく舵を切っている。安

全性，工費，工期の面で優れているからだろう。米国は

無論のこと，中国でも実験炉の建設が進んでいる。日本

は新型炉でも大きく取り残され，世界の原発建設 6 か国

(日米仏中露韓)から滑り落ちることになりかねない。関

係者は危機感を持つべきだ。
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表 1 英国の原発計画

(MW)

EDF66.5%/
CGN33.5% Hinkley Point C EPR 1720 2018 12 2025

Hinkley Point C EPR 1720 2019 12 2026

EDF80% 
/CGN20% Sizewell C1 EPR 1670?

Sizewell C2 EPR 1670?
CGN66.5
/EDF33.5% Bradwell B1 1150

Bradwell B2 1150

出典：世界原子力協会資料から著者作成
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福島第一原子力発電所事故とその後

事故の教訓としての組織レジリエンス

長岡技術科学大学 吉澤 厚文

1．はじめに

福島第一原子力発電所事故(以下，1 F 事故)は，シス

テムの安全を確保する上で，事前に十分な備えを行うこ

とはもちろんであるが，それでも残るリスクへの対策を

怠ってはいけないことを明示した。

事故後は，さまざまな検討がなされ，設備はその安全

設計が改善されてきていることは説明を要しないであろ

う。これは頑強性(Robustness)と言われる概念である。

それでも残るリスクが顕在化し，システムがダメージを

受けたらどのように回復したらよいのであろうか。こち

らは回復力や弾性力を表すレジリエンス(Resilience)と

呼ばれる概念が重要となる。設計上考慮されていない不

測の事態では，これに対処する能力は組織の持つレジリ

エンス能力，すなわち組織レジリエンスに大きく依存す

る。組織レジリエンスを向上させておく必要があるとい

うのも，1 F事故の重要な教訓である。

機械要素がかなりの確率でその動作を確実に実施でき

るように，組織が同様に能力を発揮できるかについては

議論があろう。組織がレジリエンスに対する潜在能力を

有していても，その能力を発揮することを保証すること

はできない。しかし，潜在能力を十分に持ち合わせてい

なければ，一貫してレジリエンスが発揮されるパフォー

マンスを示すことはできない。したがって，組織レジリ

エンスが目指す組織の能力とは，不測の事態においても

｢一貫してレジリエンスが発揮される｣パフォーマンスを

示す組織が有する能力である。

本稿では 1 F事故の教訓としての組織レジリエンスに

ついて述べてみたい。

2．1 F 事故に見る組織レジリエンス

津波による電源喪失等で｢冷やす｣機能を失ったプラン

トは炉心溶融を起こし，大量の放射性物質の放出に繋

がった。一方で，この｢冷やす｣機能は失われたままでは

なかった。さまざまな試行錯誤の中でこの機能は｢再構

築｣され，事故後約 9ヶ月後に原子炉は｢冷温停止状態｣を

達成している。図 1に 3号機における｢冷やす｣機能の回

復過程を 3つの Phase に分けてまとめてみた。

Phase 1：原子炉への淡水注水の確立まで

高圧注水系が停止した後，原子炉への注水回復が緊急

課題となった。車のバッテリー等を活用して原子炉の減

圧に成功し，アクシデントマネジメントで準備されてい

た消火系配管を用いて，消防車により建屋近傍のピット

に溜まった津波による海水を用いて原子炉への注水を回

復した。このラインは，3月 14 日の 3号機の水素爆発に

より損傷を受けたが，危険かつ高線量下における作業員

の対処の結果同日中に復旧できている。また，腐食環境

を原子炉内に持ち込む海水注入を，同 25 日には淡水注

水に切り替えることに成功している。本来であれば注水

量を増やして冷却を加速したい状況であったが，注水し

た水が高濃度汚染水(以下，汚染水)となって建屋内に流

出し始め，注水量を制限せざるを得ない状況となった。

汚染水による高線量被ばくも発生した。また，この時期

には，オフサイトセンター機能が回復できない条件下

で，情報収集と関係組織間における意思疎通を図る必要

があるとの判断のもと，政府と東京電力は｢福島原子力

発電所事故対策統合本部(以下，統合本部)を設置するこ

ととした。

( 49 )日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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Phase 2：淡水注水と汚染水対策の検討

緊急課題となった汚染水対策として，統合本部は特別

プロジェクトチームを立ち上げ，この汚染水の処理に関

する検討を行った。その結果，集中放射性物質処理建屋

に汚染水を閉じ込め，この時間を活用して浄化設備の設

置を行うことができた。この浄化設備は海外からの輸入

設備であり，作業環境や設置場所が限定され，非常に強い

時間制約下で設置工事が進められた。6月にはこの設備

が稼働できたことで，汚染水を処理して再び原子炉への

注水として利用する｢循環注水冷却｣が確立でき，汚染水

を増やさないで原子炉への注水量を増やすことが可能と

なった。また，この時期には，汚染水対策も含め，事故後

の原子炉の安定化をどのように図るかの計画・実施，およ

びその進捗管理を試みた時期でもある。東京電力は，4月

17日に｢収束道筋｣を発表し，以降統合本部により収束に

向けた計画がマネジメントされるようになった。

Phase 3：循環注水冷却システムの性能向上

循環注水冷却システムが構築されたことを受け，以後

はシステムの信頼性を高め，｢冷やす｣機能の性能向上を

図り，圧力容器の関連温度の低下を目指す時期となる。

必要な注水量を確保するとともに，電源や浄化装置の多

重化，注水ラインの追加，さらには｢集中監視システム｣

により遠隔操作を可能とすることなど，システムには絶

えず変更が加えられた。これらの取り組みにより信頼性

が向上し，作業員の被ばくも低減できる環境が整備され

た。これまで制限してきた注水量を増やすことが可能と

なることで，圧力容器下部の温度を低下させることに成

功し，9月以降 100 ℃を下回るレベルを維持できるよう

になった。これらの結果から，高い信頼性をもって原子

炉の冷却が促進できていると判断され，政府は 12 月

16 日に｢冷温停止状態達成｣を宣言した。

3．組織レジリエンスを高めるための学習と課題

不測の事態に見舞われた際には，さまざまな応用動作

が求められる。この事例にもさまざまな臨機の対応が含

まれている。回復過程の評価から，｢迅速な意思決定およ

びシステム変更を可能とする体制の構築｣，｢目標の明示

およびその監視による回復過程のマネジメント｣，｢環境

変化に応じた柔軟な代替手段の実施｣，および｢リソース

および時間余裕の確保｣といった要素が教訓として導出で

きる1)。さらに，Phase1 の危険が伴う厳しい作業環境下

で｢冷やす｣機能の暫定回復を行った作業員の対処能力の

背景には，使命感や地域を守るといった°Attitude³や，

これを支える日頃の｢信頼関係｣の重要性が浮かび上がる。

これらの教訓は組織レジリエンスを高めるために大切

なものであるが，ここに記載した回復過程は，失敗に着

目する事故原因の調査対象とはならない。したがって，

本例に限らず，回復に関わる行為群の直接的評価は行わ

れず，知識は組織の暗黙知となってしまう。

4．組織レジリエンスを高めるための提案

それではどのようにして組織レジリエンスを向上させ

たらよいのであろうか。この課題に対し，組織安全研究

のパイオニアである Hollnagel は，既往のアプローチで

あるリスクを低減して達成される安全を Safety-Iとし

たうえで，成功を増やして達成する安全概念を

Safety-IIと称し，これを具現化する手法としてレジリ

エンスエンジニアリングを提唱している2)。レジリエン

スエンジニアリングは，人や組織の持つ｢学習｣，｢対処｣，

｢監視｣および｢予見｣の 4つの能力に着目し，｢変化する

条件下で成功する能力｣を安全目標とする Safety-IIを

達成しようとするものである。

組織レジリエンスを向上させるために必要とされる学

習能力とは，普段システムを安全に運転できている｢能

力｣はどのように発揮されているのか，｢事故｣の際はこ

れがどのような影響を受けていたのか，そしてダメージ

を受けたシステムの｢回復過程｣をどのように構築してゆ

くべきなのか，といった総合的な視点を必要としてい

る。1 F 事故を，このような観点から評価することで，

3号機の分析で示したような組織レジリエンス向上に繋

がる教訓が，さらに導出できるのではないかと考える。

現在，長岡技術科学大学では，｢防災ワクチンTM｣の開

発に取り組んでいる。防災ワクチンTMは，一般に弱毒化

した病原体を与えて生物体が持っている免疫力を導く方

法であるワクチンを，災害と組織に応用した概念である。

すなわち，組織に対してある災害の疑似刺激を与えるこ

とにより，組織の持っている能力を引き出し，主体的に災

害対応力を高めてゆくものである。1F事故から 10年が

経ち，時間の経過とともに免疫力の低下を招かないよう

に，事故からの学習を組織レジリエンスの向上に繋げる

防災ワクチンTMの開発に取り組みたい。また，事故が起

きる前にさまざまな業界や組織に展開できる方法として

形式知化できるよう，取り組みを進めてまいりたい。

最後に，事故によりご迷惑をおかけしている皆様にお

詫びを申し上げるとともに，現場にて身を賭して作業い

ただいた方々に心より感謝申し上げる。

− 参 考 文 献 −
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福島第一原子力発電所事故とその後

教養と工学・欲望と抑制

東京工業大学名誉教授 和田 章

われわれには教養｢Liberal Arts｣が必要である。数学，

物理や化学も教養であるが，これを超える大きな哲学で

ある。子供の頃から科学少年と言われ，確かに算数や理

科の成績だけは良く，小学校 6年のときには担任の先生

の代わりに算数の試験問題を作ったこともある。しか

し，Liberal Arts を身につけてきたとは思えない。

Liberal Arts の原点はギリシャ時代にさかのぼり，当

時は｢正式な市民｣と｢奴隷｣がいて，前者は自由人

(liberal)と呼ばれ哲学を身に付けるべきとされていたそ

うだ。市民が議論して社会の進むべき方向を決め，これ

に従って奴隷が作業をする時代だった。21 世紀の日本

は民主主義であり，国民は秩序ある仕組みの中で責任と

義務を果たす前提で，全員が平等の権利と自由を持って

いる。国民を｢決める人たち｣と｢従う人たち｣に分けては

いない。

ただ，ここで経済至上主義の行き過ぎが気になる。効

率良く利益を生むことが善であるという考えであり，法

律に｢してはならない｣と書かれていないことは何でも自

由にして良いという思想である。問題が起こるたびに，

法律やルールが増えていく。

｢X-Y の平面上に，下に凸な放物線とこれを斜めによ

ぎる直線があり，この曲線と直線の上部の共通部分で最

も Y の値が小さくなるときの X を求めよ｣などの問題

には，われわれは即座に答えを出すことができる。この

ような数学や物理の法則を使って，社会にある多くの課

題の最も効率の良い答えを求めることは難しくない。し

かし，以前には気付かなかった重要な条件がのちになっ

て見つかり，もう一本の直線が追加されることがある。

この直線の位置によるが，以前のミニマム(X，Y)の

セットは，新しい条件を満たさないことがありうる。法

律や規則，設計式，自然の猛威の強さなど，与えられる

条件を満足させることのみを目的にして，効率を追求す

る方法には危険性がある。技術者は，既存のルールだけ

でなく，想像力を働かせ，先々のことを自分の力で考え

て対処する必要がある。

この人間の間違った行動は，戦後の公害問題にはっき

り顕れた。多くの工場は利益を求めて不要なガスや液体

を何も処理せずに，煙突から空へ，排水溝から川や海に

流していた。そして，20世紀には多くの公害問題が起き

た。人々や企業は大きく反省し，今では周辺の環境を守

ることの重要性が理解され，地球環境までを考えるよう

になった。地球温暖化の問題は大きく残っているが，日

本の空や川はきれいになってきた。阪神・淡路大震災，

東日本大震災，熊本地震，北海道胆振東部地震を経験し

て，多くの研究者，技術者，行政の人達が地震災害の軽

減のために努力している。しかし，経済至上主義の持つ

危険性を論じる人は少なく，太平洋岸に多くの産業と人

口を集める日本のグランドデザインを批判する人も少な

い。地方の過疎化をそのままにして，大都市に人々や富

を集中させ，社会をますます危険な方向に導いている。

関係者全員が善いことをしていると信じて，独立的に頑

張っていることがなおさら大問題である。明治以降の

150年の努力の成果は，必ずしも世界に自慢できるもの

ではない。

このようにして，都市計画，土木工学，建築学，地震

工学に関わりこれらの開発を進め，全体として危険性を

増やしている人たちが多くいる。一方で，同じ人たちが

防災・減災対策が重要だと叫んでいる。人々の欲望を満

たすことを優先して，抑制を忘れた行動を続け，これを

追うように防災・減災対策を進めているが，後者は前者

を上回ることはなく，次にはますます深刻な震災が起こ

りうる。

われわれエンジニアは，ギリシャ時代の奴隷と同じで

はない。経済至上主義の行き過ぎから生まれる間違えた

方向に従順に従う必要もない。われわれ，地震工学に関

わる人々には｢社会が危うきに近づいている｣と感じた

ら，これを指摘し，より良い方向に軌道修正する義務が

ある。｢枝先に行かねば熟柿は食えぬ｣と言われ，挑戦や

開発の重要性を主張する人々が多いが，防災・減災の観

点から，現状の日本の行動を見ると，欲に駆られて熟柿

を取る前に，大地震が起きて社会を支える枝が折れてし

まうように感じる。

2011 年 3 月の東日本大震災の津波による悲惨な災害，

原子力発電所の事故を受けて，日本の進む方向に疑問を

感じた。抑制を忘れ，欲望のままに進む社会への警告の

気持ちで，日本学術会議提言｢大震災の起きない都市を

目指して｣を纏め，2017年 8 月に公表した。自然現象を

すべて人間の力で抑えることは不可能であるから，

society 5.0 で叫ばれている情報技術の活用，震災後の復

旧・復興対策は必要である。ただ災害そのものを減じる

ためには，その前にすべき重要事項があると考え，この

提言を纏めた。宙に浮いたような行動ではなく，鈍と言

( 51 )日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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われても良いから，しっかり地に足をつけた活動を進め

ることが必須である。

提 言

1．最新の科学的知見にもとづき，想像力を

広げた熟考

発生頻度は低いが甚大な被害を及ぼす地震を対象に，

津波・高潮・火災・豪雨などとの複合災害も含め，最新

の科学的知見にもとづき想像力を広げて熟考し，可能性

のある事象を想定して大震災の起きない都市の構築を目

指すべきである。さらに，これらの想定は完全とは言え

ず，自然への畏怖の念を忘れず，繰返して見直すことが

重要である。

2．居住，活動のための適地の選択

人々の居住，活動の場所は，地域における地震動の増

幅性や過去の災害履歴などを踏まえて災害脆弱性を正し

く認識し，より安全な場所を選択すべきであり，被災ポ

テンシャルの高い地域から低い地域へと居住地・活動域

を移すことも考えるべきである。

3．都市地震係数の採用

大震災発生時の社会的影響度が高いわが国の大きな都

市では，建物やインフラの耐震性を他の一般地域のもの

より高めるために｢都市地震係数｣を導入すべきである。

4．土木構造物・建築物の耐震性確保策の推進

現存する耐震性の劣る土木構造物・ライフライン・建

築物・古い木造住宅などの耐震性の向上を図るべきであ

る。新築でも特に木造住宅については，個々の設計・施

工に最新の知識が生かされる確かな仕組みをつくる必要

がある。

5．人口集中，機能集中の緩和

災害リスクの分散により日本の持続可能性を高めると

ともに，東京一極集中による過密の不経済や地方の活性

化に対処していくために，大きな都市への過度な人口集

中・機能集中を是正するための国土計画をたて，これを

実現していくべきである。

6．留まれる社会，逃げ込めるまちの構築

地盤・構造物の耐震化対策を進め，災害時に建物の中

に留まることができ，人々が生き続けられるまちを構築

すべきである。このようなまちはすぐには構築できない

が，救命・緊急輸送道路や避難場所を確保し，命を守る

ライフラインを災害時に確保することも含め，平常時か

ら整備を進める必要がある。

7．情報通信技術の強靭化と有効な利活用

通信・情報システムを災害時に発信規制を起こさせず

有効に機能させるために，通信容量の拡大，バッテリー

の長時間化，機器の平常時の利用が連続して被災時にも

利用可能とするなど，非常時の対応力を強化するととも

に，データ処理技術を進展させ，災害発生直後の迅速な

対処のための準備を進めるべきである。

8．大地震後への準備と行動

震災時の社会経済的な損失軽減を目的とした自助・共

助・公助による対策を実効あるものにするために，地域

特性に即した防災教育を学校や社会に取り入れ，公的な

主体と民間企業，地域住民が平時から適切な協力関係を

確立できるような活動を行うべきである。このとき，震

災を知らず言葉も通じにくい外国人への準備と対応も必

要である。

9．耐震構造の進展と適用

わが国の耐震技術をさらに進展させつつ，これを適切

に適用するとともに，従来の設計では想定していなかっ

た事象に対しても，構造物あるいはそれを含む全体シス

テムが破滅的な状況に陥らないような方法と仕組の研究

開発と実用化を進めるべきである。

10．国内外の震災から学ぶ，国際協力，知見や

行動の共有

都市の構成，構造物のつくり方，交通網や通信網の構築

など，世界各国に共通点のある防災に関する知見を活か

して，国内外の災害を無くす努力を続けるべきである。

11．専門を超える視野を持って行動する努力

都市の防災・減災対策に向け，理工系だけでなく，人

文・社会・経済・医療なども含めた多くの分野が，それ

ぞれの専門分野の枠を超えて総合的かつ持続的に取り組

むべきである。またこのために，異なる分野間の平常時

における情報共有や交流を活発化させるべきである。

まとめ

｢大震災の起きない都市を目指して｣と題する提言の要

旨を紹介したが，是非本文を読んでいただきたい。

http: //www.scj.go.jp/ ja/ info/kohyo/pdf/kohyo-23- t

249-1.pdf

日本学術会議は，原子核特別委員会(朝永振一郎委員

長)と原子力問題委員会(藤岡由夫委員長)で審議して，

1954年 4月の総会において原子力平和利用 3原則の声明

を発表した。福島第一発電所の事故もこの延長線上にあ

り心が痛むが，昭和・平成・令和にわたり進められている

都市，建築の構築にも，大いに反省すべきことがある。
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座談会座談会
核燃料サイクルのリアリティ

当会理事 佐治悦郎
本誌 佐田 務

日本原燃 田中治邦
三菱重工 福田 龍
関西電力 堀内知英

東京工業大学 澤田哲生(司会)
＊ 50 音順掲載

核燃料サイクルの基幹施設となる日本原燃の再処理工場とMOX燃料工場が昨年，相次いで操業に
必要な安全審査に合格した。政府は長期的なエネルギー確保をめざす戦略の中で，当面はプルサーマ
ルを推進していくとしている。とはいえ高速増殖炉の開発の見通しが不透明な中で，いわゆるプルト
ニウムバランスや安全性への懸念の声も聞かれる。専門家にこの問題をめぐる現況と，今後の課題や
展望について論じてもらった。

Keyword: Nuclear fuel cycle, Reprocessing, MOX, FBR, Rokkasyo, NRA, NuRO, carbon-free

プルトニウムバランスはとれている

澤田 最初に核燃料サイクルをめぐる状況を整理させ
ていただきます。
現在は第 6次エネルギー基本計画策定の議論が始まっ
ており，菅内閣は 2050 年に CO2 排出を実質的にゼロに
するという大胆な目標を掲げました。CO2 削減と電力
の安定供給を考えると，エネルギーミックスの中に原子
力というオプションは外せない。脱炭素に実質感を持た
せるなら，むしろ現状のエネ基の 20～22 ％以上が必要
ではないかと思っています。
一方で電力自由化が進むとともに，電力業界には追加
的安全対策や特定重大事故等対処施設(特重)など厳しい
規制が求められており，その中で電力業界には果たして
この原子力事業を今後も維持していく体力があるのか。
とりわけ今日は軽水炉のMOXⅰ燃料利用いわゆるプル
サーマルは本当にうまく回っていくのかということに対
するリアリティ，疑問，そして目標を共有したいと思い
ます。

何しろプルサーマルという奇怪な和製英語かつ専門的
方言が面妖で，何か特別なものなのではないかという疑
念を想起させてしまいます。
なお，梶山経産大臣は原子力発電所の新増設は想定し
ていないと発言しており，高速炉の実現はさらに遠のい
ている感じがします。そのような厳しい中で今は SMR
(小型モジュラー炉)が安全性などから注目されはじめて
います。
将来の高速炉サイクルを見据えると，当面は軽水炉の
使用済み燃料から取り出したプルトニウムによるMOX
利用を進めるものの，その使用済みMOX燃料をどうす
るのかという問題が控えます。使用済燃料再処理機構
(NuRO)の枠組みの中では，高速炉サイクルまで念頭に
おいた第二再処理ⅱを含む制度設計がされていますが，
政策としては具体的にどのようなプロジェクトが現実に
実施されるのかは明確ではありません。このため当面
は，軽水炉によるMOX燃料利用(プルサーマル)に重き
を置かなければならず，高速炉実現の姿が見えない中で
は軽水炉が果たす役割は大きいと言えます。
一方でプルトニウムはほとんど劣化しない，将来にわ

ⅰ Mixed OXide の略で，混合された酸化物をさす。MOX燃料
とは，二酸化プルトニウム(PuO2)と二酸化ウラン(UO2)を混
合した燃料である。

ⅱ 本稿における第二再処理とは，六ヶ所工場に続く次の民間再
処理工場を意味する。
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たる貴重な備蓄核燃料だと思います。余剰プルトニウム
と言われる場合の「余剰」はむしろ「備蓄」ではないかと思
います。
さて，そのプルトニウムのバランス，つまり現存量，
六ヶ所の再処理施設の稼働後の生産量，そして原子炉で
の消費量のバランスの現状と今後の見通しはどうなって
いるのでしょうか。
田中 最初にこの問題に対して多くの人が誤解をして
いる点から指摘したいと思います。プルトニウムバラン
スを考える場合には六ヶ所の再処理施設から出てくるプ
ルトニウムがどれだけあり，プルサーマル対象炉が今，
何基動いているかを考えても意味がありません。
現状ではプルサーマル炉は 4基動いており，電力会社
は自社に割り当てられたプルトニウムは自社の炉で燃や
す基本方針です。一方で六ヶ所の工場が竣工するのは
2022 年度上期の予定です。それを経て地元と操業に係
わる安全協定の交渉を始めるので，実際に六ヶ所の工場
が動き出すというのはおそらく 2023 年度以降で，当初
は 20 ％程度の再処理量から始め，段階的に上げていく
ことになります。このためフル稼働はさらにその先にな
ります。
なお，仮に 2023年度から動き出すとすると，そこで抽
出・回収された MOX 粉末は，MOX 燃料加工工場
(J-MOX)でおそらく 2 年後，つまり 25年度には軽水炉
に装填できるMOX燃料集合体に加工できると思います。
次にそれを，各発電所のMOX装荷計画に合わせて輸
送計画をつくった上で，発電所に搬入します。さらに実
際の装荷は，原子炉の次の定期検査まで待たなければな
りません。
そのようなことを考えると，六ヶ所で 2023 年度に回
収したプルトニウムが発電所で燃え始めるというのは，
早くて 27 年度になります。だから今から 7年後の時点
でプルトニウムを燃料として燃焼できる原子炉が何基あ
るかが問題であって，今は 4基しかないというのは問題
にはなりません。プルトニウムバランスは，2027 年度時
点での状況を予測した上で考えなければならない話で
す。ここに大きな誤解があると思います。
このため当面は，六ヶ所から出てきたプルトニウムは
少なく，現状の 4基，あるいはプラスアルファで十分間
にあうということになります。
澤田 よく理解できました。けれどもプルトニウムバ
ランスが成立していないと主張する人は，その根底にプ
ルトニウム利用そのものへの反対があるのではないで
しょうか。その背景には，プルトニウム利用に根強く反
対してきている国際的な団体の存在もあります。
さて，実際に J-MOXで製造された燃料が装荷される
のは早くても 2027 年なので，時間的に余裕がある。そ
れまでに，MOX燃料が装荷できる軽水炉の原子力発電
所が再稼働すればよいという理解でよいでしょうか。

田中 各社が自社の原子炉で燃やす分に加えて大間の
フルMOX炉もあるので，16 基以下でも十分間にあいま
す。
佐治 いくつかの発電所はプルサーマルを行うという
ことに対する地元了解がすでに得られていますが，今後
は事前了解で難航する可能性はないのでしょうか。
田中 MOX燃料を利用するプルサーマル計画につい
ては，まだ地元了解のお願いを出していないものや，そ
もそも再稼働の申請をしてない発電所もあります。予定
されていた全基は無理かもしれませんが，それでもバラ
ンスはとれるという計算です。
佐治 私が原子力安全委員会にいたときに，平成
13 年の原子力安全白書では「プルトニウムに関する安全
確保」を特集しました。また同じころ，原子力学会長
だった住田健二先生(元原子力安全委員会委員長代理)
は，プルサーマルの意義と安全性をテーマにして学会誌
で特集記事1)を組むことを当時，編集委員会幹事であっ
た私に指示されました。それらの背景として，当時は一
般社会からプルトニウム利用に関わる安全性に不安を持
たれ，立地自治体の住民投票でプルサーマル利用が否決
されることなどがありました。ですので，この問題で一
番の課題は地元了解だということを，当時から思ってい
ました。
田中 MOX燃料の軽水炉利用(プルサーマル)が初め
て開始されたのは 1986 年の原電敦賀 1号機で，次が
1988 年の美浜 1号機です。その後しばらくの間は確か
に地元了解を得るのは簡単ではありませんでした。けれ
ども今は，原子炉の再稼働は大変ですが，プルサーマル
利用についてはかつてより理解が進んでいると思いま
す。とりわけ関西電力や四国電力，九州電力で先行して
実績を積み上げてもらっていることは，とても意味があ
ることだと思います。
堀内 電気事業者である私たちとして大事なポイント
は，全電力がプルサーマルを取り組むということ，これ
に尽きると思います。確かに今は関西の 2基と九州，四
国 1基ずつの計 4基しかないので，その断面で見ればプ
ルトニウムのバランスは取れないという議論になります
が，電力会社全社では 16～18 基で実施していく方針で
すⅲ。だから，将来的にはプルトニウムのバランスは十
分取れるはずです。
プルサーマルを実施する前にはまず，新規制基準をク
リアして再稼働をしなければなりません。このため当面
の最優先課題は再稼働です。もちろん，プルサーマルも
視野に入れて対応しています。また，各社とも地元から
了解をいただけるよう，しっかりと努力しているところ
です。
ⅲ 電気事業連合会は 2020 年 12 月 17 日に，「2030 年度までに
少なくとも 12 基の原子炉でプルサーマルの実施を目指す」と
発表した。
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規制対応で疲弊し，プル対応への余裕がない

福田 今後，再稼働が本当に順調に増えていくのか，
予想外の事態をどう避けていくか，設置許可をいただい
たプラントでプルサーマルが本当に以前のように支障な
くできるのか，それに関連するリスクや不確かさを念頭
において，それらを減らす努力を効率的にしていくこと
がまずは必要ではないかと思っています。再稼働につい
ては，特重が決められた期間内に完成できずにプラント
が停止せざるを得ない状況になることは個人的には当初
予測できませんでした。これがクリアできれば，不確か
さはある程度減ると思います。とはいえ，過重とも思え
る規制に対応するために工程や人材，資金面で相当な負
担がかかっており，それを軽減していくことを考えない
と，現場ではプルサーマルを実施するための余力や意欲
が残っていないのではないかと心配しています。
一方で，私は直接規制側と審査対応等をしているわけ
ではないのですが，外部からみているステークホルダー
として個人的な意見を言わせていただくと，規制側にも
いくつか向上していただきたい点があるのではないかと
思います。審査される電力側にはそれに関連した知識を
もつプロがたくさんいて，それを審査する側の規制庁に
は規制のプロがいて，その両者で建設的な議論をすると
いうのがあるべき姿であると思います。規制側には研究
者としての能力だけでなく，これまでの審査経験を活か
して事務的な処理能力も向上された更なる規制のプロを
育成いただきたい。経産省時代にはその点では外から見
ててあきらかにキーパーソンと思える方がいらっしゃい
ました。そうすることによって，一見すると停滞してい
ると思われる再稼働審査も合理的に進むような印象を
もっています。
また，現場は本当に規制対応で疲弊しています。人が
減っている中で，シビアアクシデント対応の訓練では，
可搬設備を何分以内にアクセスルートを通って搬送しな
ければならない，それが 1分でも遅れたら設置許可違反
になる。そういう対応に追い回されています。既資源を
有効利用するプルサーマルが重要なことはわかっている
けれども，そのような中でプルサーマルまで手がける余
裕が果たしてあるのか，懸念しています。
安全目標も一貫した理念にもとづいた整備が必要だと
思います。PRA (確率論的リスク評価)で評価し，
⊿CDF(炉心損傷頻度の変化量)や⊿CFF(格納容器機能
喪失頻度の変化量)の大きなものに対応すればいいとい
う考えもあるようですが，その大もとである安全目標を
クリアできていれば，その下位目標である⊿CDF や
⊿CFF が大きくても，それに対応するために資源を投
入することは本当に合理的なのか。また，本当に安全が
確保されているかの見極めは，PRA の進捗をふまえて

都度規制側と産業界側が段階的に照合して本当に追加的
な対応がどれ位必要かを考えて決めるべきで，その上で
実施していく方が合理的ではないか。設備や訓練や運営
面での工夫などといった各論ではなく，理念にもとづい
た大もとの判断基準を早く明確にしないと，現場は各論
の対応に資源をとられて，プルサーマルどころではない
と思っています。
もう一つは，地元の了解の話です。声高に反対する一
部の人ではなく，一般の人々，サイレント・マジョリ
ティの人たちに，積極的にプルサーマルの安全性に関す
る情報を発信していただければと思います。
メーカーとしては，安全解析を改めてベストエスティ
メイト(最確)で事象を評価すると，むしろMOXの方が
安全な事象もある。元々のウラン燃料のみの炉心につい
ては，MOX燃料の導入に伴う設備を増強した点におい
て，ウランの安全性は高まっている，というような発信
をどんどんしていくべきではないかと思っています。
すでにプルサーマルを始めている伊方や玄海，高浜で
は各電力会社の方々がとてもがんばって地元の了解を得
てきたと思います。サイレント・マジョリティや政治へ
の働きかけ，あるいは訴訟リスクへの対応はなかなか大
変ですが，設置許可，再稼働と進む中で，プルサーマル
については電力やメーカーなどが役割の分担を意識しな
がら，継続的にMOXの安全性を訴えていくことが重要
だと思います。
澤田 現場の中にはさまざまな規制対応で疲弊してい
て，プルサーマルには頭が回らない，余裕がないという
状況にあるという認識でよいでしょうか。要するに新し
い規制基準の下で，重くて厳しい仕事がとても増えてい
るという理解でよいですか。
福田 極端な例をあげると，現場の若い方の中には，
「平常時の運転状態の確認よりも，シビアアクシデント
(SA)の発生を想定した訓練の方がサイトの仕事だろう」
と言う人さえおり，本末転倒だと思います。そんな実態
になっていることをわれわれは発信してより良い姿にし
ていくために共有しなければいけないと思います。

MOXの安全性は実証されている

澤田 MOX燃料はすでに実際に日本の軽水炉で長年
にわたって運用して来ており，その安全性は通常の運転
より高いと言われました。具体的にはどういうことです
か。世間では普通のウラン燃料よりプルトニウムを含む
MOX燃料の方がリスクが高いと言われることがありま
すが。
福田 MOX燃料の中に含まれるプルトニウム 239 や
241 は中性子を吸収する量が多く，制御棒の吸収効果や
ケミカルシム，ホウ酸系の吸収効果と競合が増えると
いったことで，燃料に食われる中性子の分だけ，制御棒
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やホウ酸注入に対して効きが低下します。そのことに
よってリスクが高くなると言われることがあります。け
れどもそれは，制御棒の増設や，ホウ酸水による安全停
止系や反応度制御系系統のタンクの濃度や容量等を増や
すことや，制御棒の位置にMOXを置かない運用にする
ことで十分カバーできます。その結果として，MOXが
入っていないウラン燃料だけの時は，逆に制御能力や安
全余裕を増やしているということになります。
一方でMOX燃料の場合には，熱中性子炉において顕
著なエンジンブレーキのひとつであるドップラー効果に
よる反応度フィードバックによる安全ブレーキがより効
きます。とりわけ反応度事故のような時には，より有利
に働くことになります。
以上は一例ですが，MOX炉心だけの場合とウラン炉
心だけの場合とを，入力も全部ベストエスティメイト同
士で比較すると，ある事象ではMOXのほうが厳しくな
りますが，ある事象では逆にMOXのほうが楽な方向と
なることはあり，そういう事例を包含して，MOX燃料
導入による安全性への影響は微々たるものという説明が
説得力が増すというわけです。
ところが，実態として安全解析を実施する場合，MOX
燃料が取り出されるとまたウラン燃料のみの炉心に戻る
こともあり，ウラン炉心とMOX炉心の厳しいところを
包含した一つの入力で実施するのが標準となっていて，
安全性への影響を広く一般に説明する際に工夫ができる
のではないかと考えている次第です。
澤田 先日，ある新聞社から取材を受けた時に，プル
トニウムの均一性がないプルトニウムが多めに偏在する
プルトニウムスポットが発生し，そこが他の領域よりも
発熱量が増えてそこから溶融が始まるというような質問
を受けました。その点について説明していただけますか。
福田 今から 30 年ぐらい前のMOX の製法だと，確
かにプルトニウムスポットができていました。その後に
ジーメンス社などが製法を工夫し，硝酸ウランの溶液同
士を混合したり，粉末同士の混合を段階的に行ったりす
ることで，ペレットにする製造過程で酸化プルトニウム
の粉末を均一にして大きなスポットを生じさせにくくす
るための改良がなされました。
その結果として今，国内に入ってきているものは，完
全にプルトニウムスポットの大きさがゼロではないです
が，相当均一化され，微細化されています。実機で燃や
しても，問題はありません。もし問題になるとしたら，
FPガス(ガス状の核分裂生成物)の放出の話でしょうが，
よほどのことがない限り，内圧でリークするということ
もありません。また，反応度実験でも特に問題は起きて
いません。さらに，昔，旧NUPEC(旧原子力発電技術機
構)のプログラムの中で，どのぐらいのホットスポットを
想定したら，燃料の温度およびそれに伴う FP ガス放出
等の各種の照射挙動に影響が出るかを，FEM(有限要素

法)で調べたことがあります。要するにプルスポットは
ゼロではありませんが，設計上問題になることはない。
実用化された今まででも不具合は起きていません。
さきほどの新聞社による取材の件にあった懸念に対し
ては，過去にあった事実にことさらスポットライトを当
てているだけで，現在では問題ないレベルになっている
ということを，愚直に説明していくしかないと思います。

プルトニウムスポットは製法の改良で
対処済

堀内 電力会社にも，昔はそうした技術論や安全性に
ついての問合せは結構ありました。プルトニウムスポッ
トについては，きちんと検査で確認していると説明して
います。ペレットにはいろいろな検査があり，製品ペ
レットを切って，プルトニウムの大きさがどうなってい
るのかというところまで確認しています。確かに旧式の
製法ではプルトニウムスポットが見られたことがありま
したが，今はそのようなことはなく，かなり均一なものが
できます。その話はすでに，過去の論点ではないかと思
います。制御棒の効きが悪くなるという話も同様です。
私は大学でプルサーマルの講義をしたこともあるので
すが，その時はまず，プルトニウムの特性は分かってい
る，どういったことがあれば，どうなるというのが分
かっている，その時にはこうすればいいという手立てが
とれると説明しています。
だから，どうやったら安全にプルトニウムを利用でき
るかというところを，われわれはしっかりと事前に確認
しているので，プルサーマルは，十分安全に実施するこ
とができると説明しています。
澤田 先ほどの田中さんの指摘では 16 基以下でもプ
ルサーマルを実施すればバランスを取れる見込みがあ
る。また，六ヶ所が最初からフル運転するわけではない
し，J-MOX からのMOX 燃料を含めてサイクルが回る
という基本概念はわかったのですが，自社から出た使用
済み燃料から製造されたMOX燃料は自社で処理すると
いうスキームが破綻するということはないのでしょう
か。
また，福島から出てきた使用済み燃料のプルトニウム
が，今後あまり多くの軽水炉が現実に再稼働しそうにも
ない東京電力の中で本当に回るのでしょうか。さらに将
来，稼働した大間原子力発電所のMOX燃料はどこから
来るのでしょうか。
田中 各電力会社が自社のMOX燃料をどこで使うか
を明示したのがプルトニウム利用計画ですが，大間もそ
の中に入っています。大間がフルMOX(炉心の全燃料
がMOX燃料になる。通常の軽水炉のMOX燃料利用で
は炉心の約 3分の 1 が MOX 燃料)の運転に入った時に
は毎年 1.1 トンの核分裂性プルトニウムを消費します。
したがって全電力は，自分のところで発生する量に比例
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させて，合計 1.1 トンになる量を大間フルMOX炉に譲
渡します。
澤田 移出して……
田中 提供していくということになっています。すで
に契約をしているところもあります。ただ，今は進捗し
ていません。六ヶ所がフル運転すると 800 トンの使用済
み燃料を再処理でき，4.8 トンの核分裂性プルトニウム
を抽出し，そのうち 1.1 トンは大間で吸収してもらうこ
とが前提になっています。各電力はその分を差し引いた
分を自社の炉で燃やすことになります。
福田 MOX燃料を予定通り燃やしたという実績につ
いても，地味ですが情報発信していくことが大事だと思
います。導入準備段階での許認可等ではMOX燃料とウ
ラン燃料との相違点を細かく分析して影響を検討しまし
たが，いざ所定の燃焼度まで燃焼を完了させ取り出した
時点であらためて思うところは，ウランと全く変わらな
かったというのが実感ですし，製造検査でもプルスポッ
トも全然問題がなかったということも含め，地元をはじ
め声なき一般の方々に対して発信し，さらには全国で展
開していくことは，われわれ産業界で地味ですがすべき
ことではないかと思います。
田中 それはとてもいいことだと思いますが，具体的
な照射後試験(PIE：Post Irradiation Examination)の計
画はありますか。
堀内 今から約 30年前に美浜 1号で 4体実施したこと
がありますが，現時点での計画はありません。美浜の時
に基本的な特性はもう把握したということだと思います。
田中 福田さんの指摘は重要だと思うので，広報の材
料として，例えば何体装荷し，無事に最後まで運転でき
て，燃焼度はどれぐらいで，運転中の熱的制限値も問題
なかったという事実を説明していくことが良いでしょう
ね。もちろんたくさん使ったら，ウラン燃料と同様に微
小漏洩燃料も発生するかもしれません。そのような認識
も含めて予め言っておくことが重要でしょう。
福田 プルトニウムスポットについては，製造時の状
況を紹介するということや，PWR 運転中のさまざまな
データもあります。そういうものも発信していく。
PIE については，もし遠い先の話として，MOX の再
処理を考えたときには，再処理の溶解性という基礎デー
タを取るというきっかけにもなりうるのかなと思ってい
ます。
堀内 PIE ということだとかなり先まで見通した話と
なるので，今までのMOX燃料の燃焼実績を国際的な学
会で発表するというような広報活動もあるかもしれませ
ん。
佐田 今までの話の中で，プルトニウムバランスが取
れているということ，プルサーマルの安全性が確保され
ている話も納得いたしました。
それから，さきほど福田さんが指摘されたことは大き

く二つあると思います。
一つは，プルサーマル利用をはじめとした原子力の安
全確保を目指した最適化がされているか，少なくとも最
適化を目指した道筋の中に今は入っているかどうかとい
うこと。二つ目は，それを担うべき規制庁にその能力と
意欲があるか。というよりは意欲と能力が不足している
のではないかという話。この二つの問題があることが，
いろいろなことで支障をもたらしている。これはプル
サーマルに限った話ではなくて，原子力発電の利用全体
にも同様の話ではないかと思います。
規制庁は権力をもった組織であり，それが制度に組み
込まれていますから，不合理な点があっても事業者は太
刀打ちできない。世論に訴えかけるという手もあるので
すが，あまり期待できない。となれば，これを前提とし
て考えなければならないという情けない状況が，続いて
いると思います。
さらに大きな話としては，核燃料サイクルをやるメ
リットが本当にあるのか。もちろんエネルギーの安全保
障面や将来の経済的メリット，とりわけウランが高騰し
た場合を考えた場合のメリットや，廃棄物を減らせると
いうメリットはあると思います。
一方でデメリットは，何といってもまずはコストの問
題だと思います。二つ目が，第二世代MOXの処理の問
題。今のMOXは当面は第一世代だけで終わる話でしか
なく，第二世代，第三世代とやるのであれば，さっきの
メリットは十分生かされる。けれども第一世代どまりで
あれば，そこで出た使用済MOX燃料は行き先が決まっ
ていないため，直接処分しなければならないとうような
ことになれば，さきほどのメリットというのは極めて限
定的でしかない。また，核燃料サイクルをやめるとなる
と，青森県から使用済核燃料を突き返されるという懸念
もあります。

第二再処理を念頭においた拠出金

澤田 NuRO の拠出金制度の現実性の話に移ります。
再処理機構ができて，核燃料サイクル事業全体にリスク
ヘッジをとったような感じになりました。NuRO では
第二再処理，つまり軽水炉の使用済みMOXの再処理も
射程に置いた制度設計がなされているようです。けれど
も第二再処理，高速炉サイクルの具体的なプランニング
は，何十年も先になりそうです。しかし，それについて
は拠出金が準備されています。
さて，六ヶ所再処理工場が動き，J-MOX ができて製
品化された時には均一性などはチェックするでしょう
が，照射試験や実証試験はするのでしょうか。フランス
製のMOX燃料では使用実績があるとはいえ，日本製の
MOX 燃料(J-MOX 燃料)は実際に照射してみないと確
実なところはわからないのではないでしょうか。
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堀内 J-MOX のプロセスのうち，さきほどのプルト
ニウムスポットを防ぐ製造過程はフランスにあるMOX
燃料製造工場であるメロックス工場と同じで，製造装置
を持ってきているのと基本的には同じです。最初は一定
の小規模で生産することになるのかもしれませんが，そ
のまま入れていくと考えています。
澤田 J-MOX では小規模，部分的に使って，それを
ある意味，実証試験的にみなすという意味ですか。
堀内 ではなくて，最初から集合体を作って，原子炉
に装荷していくということになると思っています。
福田 美浜 1 号の時は少数体先行で，その次が高浜 3
号か 4号で装荷規模を増やした段階的な照射で計画され
ていました。美浜 1号の最初のMOXペレットの製法は
古いものでしたがその後，MIMAS 法などMOXペレッ
ト製造法が改良され，その後今に至るまで，美浜 1号の
時より，改良されたMOXを実用規模で利用する設置許
可を取っています。
また，すでに 3プラントで実績があること，母材のウ
ランの違いはあるかもしれませんけど，基本的にプルト
ニウム含有量が違っていなければ，組成も大きく違って
ないと考えられますので，J-MOX の実機装荷も最初か
ら実用規模でいいと思っています。海外加工のMOXか
ら J-MOXへと，美浜 1号から始まって，ステップ・バ
イ・ステップで連携できていると思います。むしろ美浜
から実用化するときのほうが，大きな変革だったのでは
ないかなと思います。
澤田 例えるならばフランス産ワインと日本産ワイン
で，同じ種で同じ製法で作ったといっても，味が違うと
いうことはありませんか。例えとしては不適切かもしれ
ませんが。
田中 技術者は慎重で，細かいところまですべて見な
ければいけないと思っています。それは J-MOXの職員
も同じです。ただし，少し大きな目で見ると，これは燃
料ペレットの中の話です。入れ物である燃料集合体は同
じだし，反応度的にも熱的にも，ウラン燃料とコンパ
ティビリティ(共存性)があるように富化度を決めてい
る。だから PIE をしても，MOX燃料とウラン燃料では
ほとんど差が出ない。
炉心全体で見ても，プルサーマルは全体の 3分の 1か
4分の 1 でしかない。特に PWR の場合は，制御棒の横
に置かないというふうにすれば，炉心の特性に差が出る
ことはない。フルMOXの大間では，臨界到達点に少し
計算誤差が出るかも知れない程度の話です。製造過程で
意図したようなことができなくて失敗し，それが何か燃
料トラブルを起こす可能性は否定できないかもしれない
けれども，そのときは慎重に対処していく。
特にMOXペレットの製造については，フランスから
導入した技術をフランスのMOX粉末に適用することと，
ウラン・プルトニウム混合脱硝という日本特有の技術で

作ったMOX 粉末を劣化ウランと混ぜて作ることとが，
少し材料が違うから製品も少し違うかもしれないという
ような細かいことまで気にして取り組んでいます。
JAEAにも手伝ってもらい，MOX粉末製造に関する実証
にも取り組んでいます。とにかく原燃は J-MOX工場の
最初の本格生産に入る前に，きちんとステップ・バイ・ス
テップに確認しながら，自分たちのものがきちんとでき
ているかというのを確認しながら進めていきます。
澤田 こんな質問をしたのも，メディアから取材を受
けたとき，そういう話が質問されるからです。ともあ
れ，J-MOX の製造工程を聞いて，フランスと何も変わ
らないということであれば，懸念は払拭されるのかもし
れませんね。
さて，第二再処理。これは事業者が実際にお金を拠出
してプールしている状態ですが，まだ姿も見えないもの
にお金を出しているということについては，どのように
考えられているのですか。
なお，高速炉に取り組んでいくことすなわちそれは第
二再処理ありというドグマの上に立っていますが，その
ドグマ自体が破綻しかけていることはないでしょうか。
堀内 拠出金は法令に基づいて拠出することになって
います。
田中 これは絶対に必要なことです。かつては積立金
法がなく，必要なお金が十分に積立てられていなかった。
また，積立金法のときに，六ヶ所で再処理される使用済み
燃料の再処理費用は積み立てるけれども，六ヶ所で再処
理し切れない燃料，当時は多分，毎年 1,000トン以上出て
くるような計画もあり 800 トンを超えていましたが，そ
れについての積立ては電力の責任でやるようなことに
なっており，後で困ることになる懸念がありました。
今回の拠出金法が優れている点は，出てくる使用済み
燃料のすべてに対して，再処理費用を拠出させることに
あります。現世代の需要家の人からお金を積み立ててお
かないと，後の世代の人が困ることになります。その点
が解決されています。
ただし，第二再処理がどういう設計になるか不透明な
ので，現時点では六ヶ所と同じ工場を外挿して仮定し，
その上で現時点の価値に換算しています。その負担は大
きくなく，電力会社の経営や電力料金に対する影響はほ
とんどありません。このため将来，第二再処理について
具体的に設計をすることになったときには，この手当が
大いに役立つことになります。
第二再処理が六ヶ所よりも高くなるのか安くなるのか
ということは，現時点では不明です。高速炉サイクルの
再処理だから高くなるということはありません。高速炉
は高燃焼度を出せるし，熱効率も高い。除染係数を下げ
た設計も採用できる。だから高速炉の再処理費は，六ヶ
所の反省を生かせば，六ヶ所より高くはならないことを
期待しています。
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高速炉シナリオが破綻しているとは思いません。シナ
リオがはっきりと描き切れていないことは事実ですが，
今やるべきことはきちんと NuRO に必要な資金を拠出
して積み立てておくということだと思っています。

使用済MOX燃料は将来の貴重な資源

澤田 第二再処理は高速炉サイクルの重要な施設です
が，ここでは軽水炉MOXの使用済み燃料も扱うのです
か。
田中 それは両方のケースがあり得ると思います。今
の六ヶ所の許認可はウラン燃料でしか取っていませんか
ら，軽水炉の使用済みMOX燃料は第二再処理に行くと
いうのが第一のケースです。その時にどういう高速炉を
想定した燃料を作っていくのか。例えば MOX 燃料を
使った高速炉なのか，金属燃料の高速炉なのか，マイ
ナーアクチニド(MA)を含んだ燃料にするのか，あるい
は混ぜ物がないプルトニウム燃料にするのか。そういう
ことも含めて，改めて本格的に検討することになりま
す。それが第二再処理の設計に関係します。
それまでの間，使用済みMOX燃料自体が，軽水炉の
プルトニウムを集めて貯蔵しておくすばらしい貯蔵庫と
なります。ウラン燃料を再処理してプルトニウムをかき
集めても，なかなか集まらない。使用済みMOX燃料こ
そが，それを集中的にためておけるもので，高速炉の初
装荷燃料を使わなければならない時には，使用済み
MOX燃料を集中して再処理するのが，一番賢いやり方
です。
ただし，それほど早く第二再処理を造ることにならな
いでしょうし，高速炉から使用済み燃料が出てこないと
第二再処理の本当の意味がない。最初の高速炉の初装荷
燃料は，J-MOX工場で作るものとは全く形が違うので，
別の工場を造らないといけないけれども，そのためのプ
ルトニウムをどう調達するかという話は，今から 30～
40 年後になる話ですが，六ヶ所再処理工場で軽水炉の使
用済み MOX 燃料を再処理して提供するという第二の
ケースがあり得ますね。
さらにその先の将来の話としては，いずれプルサーマ
ルは終了し，六ヶ所の後にくる再処理工場では使用済み
FBR 燃料を再処理して，高速炉の取替燃料を作ってい
くことになります。
澤田 けれども高速炉サイクルは現実にいつ頃来るの
かわからない。そうすると使用済みMOXは結局，どこ
かで中間貯蔵することになるのが，現実的な想定です
か。
田中 それを決める必要はありません。MOX燃料の
割合はウラン燃料の 10 分の 1 ぐらいしかない。つまり
量が少ない。各発電所では，ウラン燃料を中間貯蔵施設
に出していけば，各発電所のプールは，使用済みMOX

燃料だけになります。だから，その点は，十分な余裕が
あります。ただし，将来はどこへ行くのかということに
対して，六ヶ所の次の再処理工場がないということにな
れば，将来は大きな問題になります。
澤田 その問題が，いずれ出てくることは間違いない。
田中 この点については青森県も，関心をもっている
と思います。また，そのことをきちんと考えておかない
と，これからのさまざまな案件に対する地元了解にも影
響を与える可能性もあります。このためこれからは，や
がて高速炉サイクルに移行し第二再処理を作り，長期的
にも原子力発電は一定規模利用していくということを青
森県にもそして全国民にも示しておくべきだと思います。
佐治 さきほどの NuRO の話で，現世代が後世のた
めの処理のお金まで積み立てておかなければならないと
いうのは，その通りだと思いますが，一方で反対派はも
とより，原子力に理解がある人の中にも再処理や核燃料
サイクルに対して疑義をもっている人が，一定数いると
思います。例えば使用済み核燃料については直接処分を
選んでいる国もあります。
また，NuROの拠出金が，例えば再処理だけでなく直
接処分まで含めた将来のための対応資金ということで積
み立てるのであれば，それは理解するけれども，この積
立金は再処理だけに限られていると言われた時には，直
接処分には使えないということになると，異議を唱える
人がいるかもしれません。また将来，燃料を直接処分す
るためにも使える積立金ということになったとすれば，
積み立て金は集め過ぎで，そのために電力料金が不当に
高くなっているという批判を受けるかもしれません。
田中 今の拠出金は法律上，はっきりと再処理のお金
として集めています。それを直接処分の際に使うことを
提案している人たちは，日本が全量再処理路線に戻った
こと自体に我慢できない人たちだと思います。
もし再処理をやめて直接処分するのであれば，確かに
拠出金は集め過ぎです。処分だけみれば，直接処分の方
が再処理して出るガラス固化体より高くつきます。さら
に使用済みMOX燃料の直接処分の方がもっと高くつき
ます。けれども，それはこの再処理拠出金よりは安いの
です。従って拠出金を集めるからには，きちんと第二再
処理工場を造るようにしないといけないと思っています。
佐治 現世代で最終的な処分に対しての積立てをする
という意味では，誰も反対しないと思いますが，それが
再処理のためだけのお金ですといった時には，そういう
ような議論が起こるだろうと思います。
田中 拠出金で集めたお金はあくまで，再処理機構が
再処理するためのお金を確保するものです。
堀内 わが国は全量再処理するということを明確にう
たっています。
佐治 原子力委員会の岡委員長は，全量再処理に異論
を唱えておられます。それは国の方針と異なるわけで，
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国民には混乱を招くのではないかと懸念しています。
田中 昔の話になりますが，六ヶ所を作るのには相当
の資金が必要で，電力業界はその工面にとても苦労して
いました。一方で積み立て制度がないのに，原子力発電
所をどんどん作ってきました。しかし，六ヶ所工場の再
処理能力は 800 トンしかない。どうすればよいかと思っ
ていた時に，第二再処理の話が出てきました。とはい
え，資金面で不安がある。その時に，全量再処理や第二
再処理という言葉に電力業界の中でも一部に抵抗感があ
りました。けれども平成 16 年頃から原子力政策大綱の
準備をし始めたときに当時，原子力委員長だった近藤駿
介氏が，六ヶ所で再処理し切れない分は中間貯蔵などで
貯蔵しておき，六ヶ所に続く再処理工場で再処理すれば
いい，全量再処理とは，そういう意味だと説明された。
また，そのために資金を積み立てる必要があり，そのた
めのコストはそれほど大きくないという計算までなされ
ました。これによって「使用済みMOX 燃料はどこへ行
く」「ウランの中間貯蔵された燃料はどこへ行く」と地元
から質問される際には，電力会社は胸を張って，「第二再
処理に行きます」というふうに言えるようになりました。

2050 年代には軽水炉を FBRにリプレース

澤田 高速炉サイクルにおいて第二再処理は，高速炉
と並ぶ中核施設です。高速炉開発戦略ロードマップによ
れば，2024 年以降に高速炉として採用する技術を絞り込
み，その後，開発課題と工程を検討するということに
なっています。2024 年以降に絞り込むものとしてどの
ようなものがあるのか。国や JAEA，電気事業者，メー
カーの協力の下に実施体制を組むということになってい
ますが，それは「もんじゅ」で実現できなかったことです
ね。そして ASTRID 計画が中止された中で，こうした
将来の計画が果たして実現できるのでしょうか。もちろ
ん私は，高速炉サイクルは原子力利用の合理性の具現化
されたものなので，具体的な開発計画が早急に実施され
るべきだと思います。
しかし，電力自由化の下で，事業費をどのように確保
するかということと実施主体をどう組みなおしていく
か。それはしっかりとしていなければ，民間は高速炉や
第二再処理の話についていけないと思います。
佐治 私は原子力利用においては高速炉がぜひ必要だ
と思っています。日本原子力学会が，「社会と共存する
魅力的な軽水炉の展望」調査専門委員会を立ち上げたと
きに，委員の一人として冒頭，なぜ軽水炉を以って将来
展望を描こうとするのか，すなわち高速炉ではないこと
の理由について委員間の共通理解が必要ではないかと主
張しました。高速炉があって初めて，原子力利用はその
本質的なポテンシャルをフルに発揮できるのです。ま
た，国が全量再処理することを基本としていることから

しても，高速炉の実現は国策だと理解しています。
国は今，さかんにイノベーションを呼びかけています
が，軽水炉や小型モジュラー炉(Small Modular Reactor:
SMR)のイノベーション関連に比べると，実は高速炉の
研究開発のほうが(関連施設の維持費用を除いても)予算
は多い。だから，国としてはそういう方針で予算をつけ
ている。その資金が JAEA や JAEA 経由でメーカーな
どの実働部隊にいきわたり，研究開発を続けていけると
いうことだと思っています。
なお，メーカーとして国から中核企業に選定された三
菱重工は，三菱 FBR システムズという会社を設立して
体制を整えましたが，国の方針に変わりがない限り，今
後もその体制は維持されていくだろうと思います。
田中 電力会社の立場から見ると，3つのメーカーで
分担して造りますというのではだめと思っています。バ
スに例えると，電力会社はバスを運転し移動のサービス
を提供する会社に相当し，バスという道具を作る会社が
メーカーにあたります。電力会社が原子力発電所を作る
時にはもちろん設計，製造，据え付けに携わりますが，
そのすべての過程，さらには廃炉まで，メーカーの強力
な支援が必要です。そのためにはそれらのすべての過程
に一貫して関わり，いざという時には責任を共有してく
れるメーカーがぜひとも必要です。それは全体の最適化
をめざすためにも必要なことです。また，ASTRID にし
ても，実際にメーカーがモノを作れるようなしくみにし
ていなければ，うまくいかないと思っていました。
将来，高速炉がいつ実現できるのかということは，い
ろいろな要素で決まると思います。例えば軽水炉は
40 年ではなく全基で 60 年の運転ができるようにする。
初期に建てられた原子力発電所は 2040 年ごろからリプ
レースが始まるから，2040 年頃からは次世代軽水炉や
APWR，ABWRにしていく，さらに 2050 年代のなるべ
く早い時期には，60 年の寿命が来たものを軽水炉ではな
く高速炉に切り替えていかなければならないと思いま
す。新興国がどんどん原子力を増やしているので，ウラ
ンの需要は確実に増える。このため価格が上がるのは必
至です。その時にウランを買ってこなくても済むような
原子炉に切り替えていくことが，今世紀後半には必要に
なります。
そういうことを考えると，それ以前に高速炉の実証炉
を 1基造っておくことも必要だと思います。けれども今
は，そのような機運にはありません。とはいえ，高速炉
はやはり必要で，長期的に原子力を利用していこうとい
うことであれば，必ず高速炉時代が来ます。
なかでもナトリウム冷却の高速炉については，予算面
で最も優遇しなければなりません。私は高速炉で核燃料
サイクルをずっと続けていって，ウランは母材には使う
ものの，それに依存しない原子炉にしていかないといけ
ないと思っています。
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電力会社では今後，初期投資や設備投資額を抑えるた
めに，再稼働した原子力発電所では，次に 60 年間の運転
申請をする。これはすでにアメリカでたくさんの実績が
あり，さらに 80 年間運転する時代が来ると思います。
これらの軽水炉の運転をできるだけ長くやって，その間
に高速炉の開発の機運が募るようにしていく，高速炉に
しなければならないという時代になったらそれにすぐ対
応できるような準備をしていくことが重要です。
電力会社は自由化に対応していく中で，責任を持って
軽水炉を運転していけるようにする。一方，今世紀後半
に向けた原子炉の開発は，国でやってほしいと思ってい
ます。民間の自主性に任せるという無理難題を突き付け
るのではなく，国が主体的に，高速炉を日本の将来に必
要なものだということで，資金面を確保して取り組んで
いただきたいと思っています。
澤田 「もんじゅ」の時にも言われていたオールジャパ
ン体制は国や JAEA，電気事業者，メーカーによる協力
にもとづくものですが，先ほどの話だと現場は疲弊して
おり，2024 年ごろでは状況は変わってないと思います
が，こういうプロジェクトに対して事業者がやる余力や
関心はあるのでしょうか。
堀内 進め方の問題だと思っています。まずは研究開
発が柱になるので，それは国が主体的に進めていただき
たいと思います。事業者ではこれまでも「もんじゅ」への
出向など，人的資源を投入しています。少しでも高速炉
の話を前に進めていくのは重要です。ただし，実現でき
るまで長い期間が想定されるので，その状況で電力会社
がどこまで関与するか，そのことについては課題だと思
います。

SMRはコストが難点

澤田 高速炉や第二再処理はどう考えても，すぐに意
見がまとまって，オールジャパンで動く状況にはない。
一方で既存の軽水炉を 60 年，さらに 80 年間動かすとい
う話もあります。他方で新増設はいくつか候補があるよ
うですが，現在進行中の第 6次エネルギー基本計画では
そのことには触れられていないし，梶山大臣も進めるこ
とには言及していない。一方で米国ではニュースケール
社の SMR が NRC から，認可をもらえそうな話も伝
わってきています。
そんな中でファイナンスの問題もありましょうが，も
し美浜 4号を造るとしたら，どんな原子炉オプションが
あるのでしょうか。
堀内 かつて美浜 3号機の事故があったことを契機
に，関西電力では社長と美浜町の方々が一年に一回，面
談する場を設けています。その中で住民の方からは，早
く新しい原子力発電所を造ってくださいという話が出る
こともあります。

10 年前に次のリプレースをどうしようかという話で
調査を始めることまではお伝えしたところで震災が起
き，それ以降は調査が止まっています。個人の頭の体操
として，もし，それが実現へ向けて動くとなると，経済
性を目指して大型炉の方向，従来の炉型の延長になるの
が一番よいという話になると思います。小型炉というの
はなかなか厳しいというのが，私の感覚です。
福田 既設炉においてまずは停止している発電所の再
稼働，そしてプラントに応じての 60 年，80 年運転，その
次に発電コスト低減をめざした出力増強やサイクル長，
燃料燃焼度の伸長等の炉心運用高度化を安全性向上とと
もに進めていくことがあり，その一方で新増設をいかに
負担なくやっていくか。その延長上に FBR サイクルが
あると思います。
その希望が見えてきたときに，やはり産業界を含めた
オールジャパンで進めていかなければいけない。
話が変わりますが，当社のスペースジェットは，製品
は優秀でしたが，米国の許認可の文化に苦戦し，時機を
逸してしまったことを思うと，許認可がいかに大切なこ
とであるかを感じます。許認可対応は，基本設計や基本
的考え方・方針をしっかり示すという位置づけだけでな
く，規制当局という対人関係の中で相手の要望するとこ
ろを的確に把握して実務をこなしていかなければならな
い。FBR も，許認可を含めた対人関係の経験が豊富で
あるという視点からは産業界の人間が，リーダーシップ
を取っていく場面も必要だと思います。さらにそのうえ
で，旧動燃の人やフランスの純技術の経験ある人材に活
躍していただくこともあると思います。
話を戻します。新増設については，特重対策や竜巻な
どの自然災害対策を考えると，小型炉でも結構お金がか
かります。先ほどのニュースケールの場合だと，6,000億
円以上かかるという公開情報もあります。そうなると，
やっぱり既設炉のタイプの建設コストをどうやって下げ
ていくか，電力会社の人的，資金的負担をどう下げていく
かということを考慮しながら，新増設を検討していくこ
とが一つの柱になると思います。
澤田 大学でも大型予算がつくのは廃炉や規制の人材
育成です。大学院の教育研究はその方向にシフトしてい
ます。新しい原子炉を研究している人たちが少なくなっ
ている。先進的な原子炉例えば CANDLE 炉のような進
行波炉を研究しているチームもいるけれど，実現可能性
が高い炉の研究をやっている人が少ない。実際の設計や
建設に結びつく原子炉の新しい姿に対する夢を乗せられ
るような場面があまりない。
一方で隣の中国では，新しい炉も含めて原子力発電所
をどんどん建てている。中国は全国で原子力工学科のよ
うなものが 40 以上あって，1学年で原子力を学んでいる
人が今は 1万人ぐらいいるという話です。日本ではおそ
らく，100 人いないのではないでしょうか。
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運転期間を延長することやアップレーティング(出力
増強)の工夫も必要ですが，何か新しいものがないと，先
細りのような感じがします。

コスト面では大型炉の共同建設が
圧倒的に優位

田中 SMR についてはメーカーの方もきちんと研究
されていて，そういう結論が出ていることに同感です。
SMRは，あり得ないと思っています。
澤田 あり得ない。
田中 なぜかというと，福島第二の 3，4号機は，いず
れも 25 ％ずつ東北電力が出資しています。だから 25 ％
の電気は，東電管内ではなく東北電力に送られている。
柏崎 1号機や女川 3号機，東通の東北 1号機は 50 ％が
東電，残る 50 ％が東北電力のものです。
これらの炉はすべて大型炉で，スケールメリットが出
るから発電原価が安い。このような大型炉を中心として
進められている中で，1基だけ小型炉を作ってみるとい
う程度の話なら理解します。けれどもスケールメリット
を考えたら，主軸は大型炉しかあり得ない。SMR は論
外です。
仮に関西電力で美浜 4号機を大型炉として建設するこ
とになれば，そのときに中国電力や四国電力が，例えば
資金の 20 ％ずつを負担し，20 ％ずつ電気をもらうよう
なことにすれば，中国電力や四国電力にとってはとても
都合の良い話となります。原子力容量が欲しい少量だけ
増え，発電原価は大型炉相当で安く，許認可も建設工事
も運転も地元交渉も関西電力にやってもらうことになり
ます。それは自分でSMRを造る時の苦労と比べたら，は
るかに楽な話です。小さな規模の電力会社にとっては，
選択できる方法は限られているのです。だから経営判断
として，SMRを自分で造るという話はあり得ません。
澤田 なるほど。非常に分かりやすい説明でした。
田中 これは大きな電力会社でも助かる話です。大型
炉を造るための資金を集めるのが大変であれば，なおさ
ら共同で造るメリットが大きくなります。
福田 もちろん大学などで SMR 等の研究をやってい
ただくことは，物事を柔軟に考えられる学生を育ててい
ただけることでもあり，うれしいことです。いきなり
PRA(確率論的リスク評価)や再稼働対応に関わって 1年
目から会社の即戦力になるより，夢があると思います。
問題はその後です。せっかく希望して会社に入ったの
に，そこの職場での業務内容と未来に失望するというよ
うな環境に遭遇させるようなことは決してあってはなら
ない，それが現役の私たちの今の務めでもあると感じて
います。そういう意味では，新増設の夢を描ける，プラ
ント寿命の延長をやれる，それから燃焼度向上や長期サ
イクル，出力増強，そういうバリエーションをつくる。
最後に FBR。これらとセットで，大学と産業界とでコ

ミュニケーションを取って，連帯していかなければと
思っています。
澤田 今の発言は全くその通りだと思います。
佐田 核燃料サイクルのメリットは大変大きいと思い
ますが，そのメリットの大きさは FBR までを回した場
合によるものだと思います。現状では第一世代MOXま
では使うけど，第二世代以降のMOXを使うというのは
まだ絵に描いた餅ですよね。世論が厳しい，資金がかか
ることを考えると，第二世代以降の話は本当に実現でき
るのか。いっそ第一世代のMOXで終わりということを
前提に，考えなければならないということもあり得ると
思います。
もしそうなった場合には，例えばプルトニウムの長期
保存や，第一世代の使用済み MOX 燃料を直接処分す
る，あるいは海外プルトニウムの所有権を移転する，全
量は再処理しないなどのオプションも考えなければいけ
ないのではないかと思います。皆さんがおっしゃるよう
に，理想に近づけばよいのですが，そうならないことも
含めて考えておかなければならないと思います。
それから，菅首相が 2050 年に炭素排出を実質的にゼ
ロにするということであるならば，発電の主力は再生可
能エネルギーと原子力しかない。再生可能エネルギーの
出力変動が激しいことを前提としながらもそれを主軸と
するのであれば，原子力が柔軟な負荷追従性を獲得し
て，その変動分を吸収する。火力並みの DSS (Daily
Start &Stop)をもし持つことができれば，それは再エネ
を補完する原子力という位置づけで，立派にやっていけ
ると思います。それを実現するためにはグレー制御棒や
ホットスタンバイのような手段や，それがしやすいとい
うことであればコストが高い小型炉もありうるのではな
いかと思っています。
佐治 全体にお話を伺っていて，しっかりと軸をぶれ
ずにやっていって，大丈夫だと改めて思いました。もち
ろん外部情勢はいろいろと厳しいのですが，大事なこと
はきちんと実績を積むこと，リサイクルを始めても，ト
ラブルなくきちんと運転できるということを社会に感じ
てもらうことが大事だと思います。
堀内 まずはMOX燃料をきちんと使っていく，しっ
かり自分の仕事としてやっていくということ，さらには
FBR までを見通して取り組んでいくことの大切さを，
改めて認識しました。

国は長期的な視点を見据えた戦略を

福田 まずは電力会社の方々の負担を少しでも減らす
ように，産業界で取り組んでいく。規制サイドにおいて
は，純技術のエキスパートの方に加えて事務処理を合理
的にさばける能力も備えた審査のプロフェッショナルを
育成していただきたいということを，切実に願っていま
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す。それによる土台・体力の構築があってのうえで，プ
ルサーマルや核燃料サイクル推進があり，その中でプル
サーマルについては実績を積み上げていくことが，安全
だということの発信にもつながると思います。
リサイクルについては，FBR 利用までは長い間が空
きます。その期間を利用して，第二再処理はどうあるべ
きか，六ヶ所の再処理工場で再処理できなくなって容量
がいっぱいになり，それで既設炉が動かなくなってしま
うということは本末転倒なので，より燃焼度が高いウラ
ンをどうするのかとか，新増設で仮に寸法が第一再処理
で扱うことができないような燃料が現れた場合にどうす
るのか，あるいはウラン資源の国内での自立したサイク
ルをどうするのかとか，そういったところを抜けがない
ように，仮にあっても大事に至らないように幅広く論じ
ていくことが大切だと思いました。
田中 プルサーマルとそのための燃料の製造というの
は電力業界や事業者，原燃が，がんばって取り組んでい
くことは当然のことです。けれども，実はその後のこと
がはるかに心配です。FBR の時代に向けて，準備を
しっかりしないといけない。使用済み MOX 燃料も当
然，いずれは六ヶ所で再処理しなければならない時が来
るかもしれませんが，それを軽水炉に戻すのではなく，
早く FBR につなげたい。軽水炉は必要取替燃料の 10
倍の天然ウランを消費してしまう，そんなもったいない
使い方をするのではなく，使用済みMOX燃料を再処理
して高速炉に提供していくサイクルを完成させなければ
なりません。
高速炉が実用化を迎えた時に，軽水炉と同じようにそ
れを展開していくのはもちろん電力会社ですが，その時

に向けて最適な高速炉の設計を決め，開発していく仕事
は，電力会社には余裕がない。それは国が引っ張ってい
くべきだと思います。
本格導入の前には実証炉があり，それは電力会社がや
らなければならない。しかし，電力自由化の中では限界
がある。だから，電力会社の負担部分は軽水炉相当のと
ころだけで抑えられるように，国が担ってほしい。FBR
は国の将来を担う炉型であり，将来の重要なエネルギー
供給手段なので，国が予算を取って，JAEAとメーカー
できちんと取り組んでほしい。そこでできた良いもの
を，電力会社が採用するということになると思います。
だから国は，しっかりと今世紀後半のことを考えて，
予算を取って，エネルギー資源に乏しい日本のために高
速炉という炉型開発と，第二再処理をきちんと開発でき
るようにしてほしいと思います。
澤田 だからこそ，より長期のスパンで考えて政策を
組み立てていかなければならないのですが，今の政治状
況はそのようになっていないようにも見えます。今日，
皆さんから出た話はいずれ文字になりますので，それが
現状，さらには改訂へ向けて議論中のエネルギー基本計
画に対しても，情報提供になるのではと考えています。
皆さん，長時間ありがとうございました。

(2020 年 10 月 30 日 実施)

－ 参 考 資 料 －
1) 藤家，竹田，佐治，石島，市川，古屋，住田，「プルサーマル
―その意義と安全性」，日本原子力学会誌，Vol.44, No.3
(2002).
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時論 持続可能社会の実現に向けたシナリオに
おける原子力の役割

秋元 圭吾 (あきもと・けいご)

(公財)地球環境産業技術研究機構 シス

テム研究グループリーダー・主席研究員

横浜国立大学大学院工学研究科博士課程後期

修了，博士(工学)。総合資源エネルギー調査

会基本政策分科会委員，産業構造審議会地球

環境小委員会委員，IPCC 第 6 次報告書代表

執筆者他，委員多数

気候変動影響リスクが高まりつつあると見られ，国内

外で温室効果ガス排出の正味ゼロ実現の要請が強まって

きている。一方，COVID-19 により，直近のCO2 排出量

は大幅に減少したが，長期で見ると，再生可能エネル

ギーの拡大は見られるものの，世界の CO2 排出量の増

大傾向は大きくは変わっていない。いくつか注目すべき

点を挙げる。① GDP は為替換算して CO2 原単位(CO2

/GDP)を国際比較すると，スイス，ノルウェー，ス

ウェーデン，フランス等が低位であり，これらは水力や

原子力比率が高い国である。②日本は近年，CO2 原単位

の改善が停滞している。東日本大震災以降の原子力発電

所の停止による CO2 排出上昇の反動もあり，直近では

かなりの改善が見られるが，2000 年頃からといったもう

少し長い期間で見ると欧米諸国の改善に比べ緩やかであ

る。③しかし，これは生産ベース CO2(化石燃料を燃焼

した国で CO2 排出量を計上)で計測したものであり，消

費ベース CO2(製品，サービスに体化された CO2 を生産

地ではなく，消費地で計上)で計測すると，日本，欧米諸

国のほとんどは同じようなペースで CO2 原単位が改善

している(ただし日本の原子力停止による排出増分を除

く)。つまり，欧米，日本ともに，消費構造は変化してお

らず，エネルギー多消費産業の海外移転が多く起こった

国が見かけ上のみ，自国の CO2 が減ったように見えて

いるというのが大きな現在の動向である。CO2 排出は

海外に移転しているため世界全体での CO2 は一向に減

らないという状況である。④世界の GDP と電力消費量

には大変強固な正の相関が見られ続けている。電力は将

来にわたり世界の持続可能な発展において，重要なエネ

ルギー源である。⑤大幅な CO2 排出削減への要請が強

まっている一方，現実の国際政治は複雑であり，自国産

業の国際競争力の維持や雇用確保のため，エネルギー価

格の上昇に対する懸念は多くある。

単純化のため，負の排出削減技術(植林，バイオエネル

ギー+二酸化炭素回収貯留(CCS)，CO2 大気直接回収貯

留(DACS)等)が仮に利用できないという状況を想定す

れば，脱炭素化のためには，すべての一次エネルギーは，

原則，再生可能エネルギー，化石燃料+二酸化炭素回収

貯留(CCS)，原子力のみで構成する必要がある。脱炭素

化が要請される一方，エネルギー価格への配慮が必要

で，かつ少なくとも世界的には電力消費量の増大が予想

される中，原子力発電には重要な役割があることは明白

である。とはいうものの，以下のような動向を踏まえる

ことが重要と思われる。①とりわけ先進国では，人口の

低下と，サービス産業化の進展によって，総エネルギー

需要の潜在的な増加は止まってきている。そのような

中，右肩上がりの需要増大局面と異なり，長期の大規模

な投資リスクを取りにくくなってきている。②エネル

ギーシステム改革は，短期的な効率性の追求には良い

が，長期の大規模な投資は過小になりやすい。③デジタ

ル化技術は着実に進展。分散リソースをより安価に活用

できる可能性が高まってきている。COVID-19 によっ

て，デジタル化の進展は一層加速する可能性がある。

④太陽光発電や風力発電の再生可能エネルギーのコスト

低減が急速に進んでいる。また，これらの電源は，変動

性が高いという欠点を有するが，デジタル化進展も相

まって需要制御技術も進展してきており，変動性という

欠点の一部は補える可能性も出てきている。このよう

に，原子力発電のような大規模技術の役割が相対的に低

下してきていることの認識も必要である。なお特に，上

記の①や②の背景も加わって，米国等を中心に小型原子

炉(SMR)開発が関心を集めている。必ずしも原子力発

電と競合関係とばかりに考えるべきではないが，再生可

能エネルギーなど，競合技術が実力を急速に高めてきて

いることは，原子力業界は明確に認識する必要がある。

そして，もう一つの大きな変化の芽は，エネルギー需

要サイドの対策の進展にある。これもデジタル化の進展

に起因するものである。エネルギー供給サイドやエネル

ギー多消費産業においては，省エネルギーが相当進んで
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きている。われわれは，エネルギーを消費したいがため

にエネルギーを使っているわけではない。サービスを求

めており，その過程でエネルギーが体化され，消費され

ていることを認識する必要がある。まず重要な点とし

て，より良いサービス提供と一体でなければ，広範なる

社会での省エネルギー実現にはつながりにくいというこ

とである。そして，次に強く認識すべき点は，そのサー

ビスを得るために，特に最終需要に近いところで多くの

エネルギーが無駄に使われているという点である。最終

的に必要なサービスのためのエネルギーは，一次エネル

ギー消費全体の 4〜5 ％程度しか利用されていないとさ

れている。しかし，われわれの利便性を阻害する｢隠れ

た費用｣を含めると，それが合理性を有しているため，社

会のエネルギー需給がこのような形で成り立っていた。

ところが，技術進展とともに変わりつつある。自動車部

門ではCASE(接続化，自動化，サービス化・シェア化，

電動化)が注目されている。デジタル技術が進展し，他

技術の進展と相まったとき社会イノベーションが実現し

得る。シェアリングやサーキュラーエコノミーはその代

表である。自家用車は 4〜5 ％程度しか稼働していない。

CASEによって必要なときに必要な車を利用できるよ

うになり，カーシェアリング，ライドシェアリングに

よって稼働率が高まれば，より低費用で利便性の低下を

小さく抑えながら自動車の利用が可能となる。また，乗

用車の稼働率の上昇により台数が低減し，自動車部品で

ある鉄鋼，プラスチック，また駐車場の鉄鋼・コンク

リートなどの素材製品の生産を減らすことが可能とな

る。ライドシェアによる直接的なエネルギー消費の低減

のみならず，間接的なエネルギー消費まで減らすことが

可能となる。その他の部門でも，書籍，アパレル，オ

フィス，食料など，デジタル技術の進展，高度な活用に

よって，必要なときに必要なだけ生産したり，稼働率を

上昇させるなどしたりすることで，モノ，サービスに体

化されたエネルギーを含めて低減できる可能性が見えて

きている。

また，これらによってもたらされるモノの低減とそれ

に体化されたエネルギーの低減は，持続可能な開発目標

SDGsの同時達成，持続可能な発展の達成にも寄与し得

る。つまり，再エネだけではなく，省エネにおいても，

今後大きな進展が見られる可能性も出てきている。

欧州は，2050 年に正味ゼロ排出を目指そうとしてい

る。2050 年正味ゼロ排出の定量的なシナリオも提示し

ている1)。その中では，再エネの大きなコスト低下を見

込み，相当な普及を見込むとともに，デジタル化進展や

社会の嗜好変化に伴うシェアリング経済やサーキュラー

経済を見込んだシナリオも提示している。シナリオで

は，再エネ比率が大きいシナリオでは 80％程度が想定

され，原子力比率は低下すると想定されている。ただし

それでも十数％の原子力比率は見込まれている。

日本は，特に風況の違いにより，風力発電の設備利用

率は，欧州よりも小さくなりやすく，再エネの条件は悪

い。CCSについても期待はしたいが，欧州よりも貯留ポ

テンシャルが大きいということはない。そのため，海外

の再エネや CCS を活用するため，水素や合成燃料

(CCU)の利用など，グローバルな戦略がより重要になる

と考えられる。

しかし，こういった不利な条件も考えると，欧州以上

に原子力は，脱炭素社会実現に向けて重要なオプション

に間違いはない。例えば，著者らによるモデル分析2)で

は，日本においては，特段の排出削減を行わない場合は，

原子力はフェードアウトさせ，石炭火力発電を主に利用

するのが経済効率的と評価される。しかし，CO2 の排出

削減を想定した場合，2050 年に 80％削減に近い極めて

厳しい排出削減水準は無論のこと，50％程度の排出削減

水準でも，原子力は経済的な対策と評価されている。こ

のモデル分析では，原子力利用上限を総発電電力量の

20％と想定しているが，CO2 の排出削減を想定したシ

ナリオでは，いずれも上限一杯利用するのが経済合理的

と評価される。また，国内外の 8 モデルで分析した比較

評価研究3)では，2℃目標相当下では，2050 年の原子力

の総発電電力量に占める比率は 15〜50％程度(中央値は

40％程度)と評価されている。大幅な排出削減に貢献し

つつ，低廉なコストで，安定的にエネルギーを供給し得る

ことで持続可能な発展に寄与し得るエネルギー源である。

ただし，本論考で指摘したように，技術進展とエネル

ギー需要の不確実性の増大などの環境の下で，分散型で

ある再エネや，エネルギー需要側の対策が相対的に大き

な役割になりつつあることも事実である。脱炭素化とい

う流れだけで，原子力が不可欠という単純な構造ではな

くなりつつある。そして，これらの技術的，社会的な変

化に加えて，日本では，原子力政策や規制の不透明性が，

原子力発電という大規模な技術への投資リスクを一層増

大させてしまっている。原子力は，設備利用率の悪化と

それに伴うコスト増，競争力の低下という悪循環からの

脱却が大きな課題である。社会・技術の変化も踏まえ，

原子力は，技術開発に新たな方向性も加えながら，社会

からの信頼回復を急ぎ，好循環を再構築する必要がある。

(2020 年 10月 30 日 記)

− 参 考 文 献 −

1) EC (2018) IN-DEPTH ANALYSIS IN SUPPORT OF THE
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時論 文献調査とは何か―その意義と今後の活動

伊藤眞一 (いとう・しんいち)

原子力発電環境整備機構 理事

横浜国立大学経営学部卒。東京電力原子力・

立地業務部長，同社執行役員・立地地域部長

を経て，2015 年から現職

Ⅰ．はじめに

原子力発電により発生する高レベル放射性廃棄物，な

らびに再処理工場やMOX燃料工場の操業に伴って発生

するTRU廃棄物の一部は，地下 300 m 以上の深い岩盤

中に埋設することとしている。原子力発電環境整備機構

(NUMO)はこの地層処分の実施主体であり，｢特定放射

性廃棄物の最終処分に関する法律｣(以下｢最終処分法｣と

いう)に基づき，経済産業大臣の認可を受けて 2000 年に

設立された。NUMOは 2017 年の科学的特性マップの公

表以降，全国における対話活動や関心層の拡大等への取

り組みを強化してきた。

このたび，北海道の寿都町が文献調査へ応募され，同

神恵内村が国からの申し入れを受諾されたことから，昨

年(2020 年)11 月 17 日に経済産業省から事業計画の変更

認可を受けて，NUMOは寿都町，神恵内村，両地域に関

わる文献調査を開始した。

本稿では，文献調査の位置づけ，調査概要，両自治体

の応募・申し入れ受諾に至った経緯，今後の活動などに

ついて述べていく。

Ⅱ．文献調査の位置づけについて

1．選定プロセス

最終処分法では，文献調査(資料による調査)，概要調

査(ボーリング調査など)，精密調査(地下施設における

調査)の段階的な調査を経て，施設建設地を選定するこ

ととしている。

文献調査の開始は，市町村から NUMOへ応募いただ

くか，国からの申し入れを市町村に受諾いただくか，い

ずれかの意思が示されることが条件となる。

なお，一度，文献調査に入ると，処分場の受け入れに

直結するのではないかという懸念の声があるが，最終処

分法にも，概要調査地区，精密調査地区，施設建設地を

選定しようとする際には｢知事と市町村長の意見を聴き，

これを十分尊重しなければならない｣旨，明記されてお

り，都道府県知事または市町村長が反対される場合は先

へ進まないこととしている。(図 1)

2．文献調査の概要

文献調査は，文字どおり，その地域に関わる詳細な地

質図や学術論文等の文献・データを収集・整理・評価す

る机上調査であり，ボーリングなどの現地作業は行わな

い。具体的には，当該地域における火山・火成活動，断

層活動，隆起・侵食，未固結堆積物など，明らかに処分

場立地に適切でない場所を除外し，技術的な観点に加

え，経済社会的な観点からも評価を行ったうえで，概要

調査地区候補を検討する。適切かどうか明確な判断が困

難な場合には，概要調査段階以降の現地調査により判断

する。文献調査で評価した結果は，透明性，公開性を持

たせるためにも，公告・縦覧するだけでなく，地域のみ

なさまにご説明するとともに，ご意見を伺うこととして

いる。

( 66 ) 日本原子力学会誌，Vol.63，No.2 (2021)
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このように，文献調査は，当該地域の地質に関する文

献・データを調査分析して情報提供することを通じて，

更なる調査(概要調査)を検討してもらうための材料を集

める，事前調査的な位置づけである。

Ⅲ．応募・申し入れ受諾に至る経緯

｢応募｣(寿都町)，国からの申し入れの｢受諾｣(神恵内

村)の違いはあるが，調査受け入れの判断をいただいた

両自治体には，改めて深く敬意を表するとともに，心か

ら感謝申し上げたい。以下，それぞれの自治体が文献調

査受け入れに至った経緯をまとめた。

1．北海道寿都町(すっつちょう)

片岡寿都町長は，自治体として初めて風力発電施設を

直営で導入するなど，これまでも町の将来に向けた行政

運営に手腕を発揮されてきた。町の振興の観点からも，

町議会や産業界などと本事業に関する勉強会を実施さ

れ，昨年 8月 13 日に片岡町長が文献調査への応募を検

討しているとの報道がなされた。以降，9 月 7 日から

11 日にかけて町主催による住民向け説明会が 7回にわ

たり実施され，9月 30 日に国・NUMOによる寿都町議

会への説明，10 月 8日の町議会全員協議会における議員

への意見聴取を経て，10 月 9日に片岡町長は文献調査の

応募書をNUMOへ提出された。

片岡町長は，｢入口の議論はあるが，出口(最終処分)の

議論がずっと先送りされてきた。手を挙げることで風穴

を開けたい｣と応募の理由を述べておられる。

2．北海道神恵内村(かもえないむら)

北海道神恵内村は，北海道電力泊原子力発電所に隣接

しており，長年原子力発電と向き合ってきた。神恵内商

工会は最終処分問題についても強い関心を持ち，継続的

な学習を行ってきた。その結果として神恵内商工会は文

献調査受け入れを求める請願を決議し，昨年 9月 15 日，

神恵内村議会は商工会からの請願を受け付けた。その

後，村議会の要請を受けて，9月 25 日に国・NUMOは村

議会総務経済常任委員会において事業の説明等を行うと

ともに，9月 26日から 9月 30 日の間，住民のみなさま

向けの説明会を村内 4か所で 5回開催し，10 月 2 日の同

常任委員会において，説明会における質問・意見を取り

まとめ，報告した。

10 月 8日に開催された臨時村議会において，請願は採

択され，翌 9日に国から高橋神恵内村長への文献調査実

施の申し入れを受けて，高橋村長は受諾を表明された。

受諾にあたって高橋村長は｢この問題を避けることな

く，国の政策にきちんと向き合う責任がある｣ことを強

調された。

Ⅳ．両地域における今後の活動

1．｢対話の場｣の設置

文献調査は，住民のみなさんとの情報共有や対話の期

間と考えている。国・NUMO は地層処分事業の内容を

お伝えしたり，文献調査の進捗などをご説明するととも

に，地域の経済発展ビジョンなどについて議論する上で

必要な情報を提供させていただく。

そうした対話活動の中核的な機能として，地域住民の

方々で構成される｢対話の場｣が設置されることを望んで

いる。海外先進地でも｢対話の場｣に類するような場が設

置されており，継続的な対話活動が地元の理解に成果を

あげている。

NUMO は｢対話の場｣が設置されれば，できる限りの

協力をしていきたいと考えている。例えば，処分事業の

仕組みの説明，安全性についての専門家の見解，関連施

設の見学などに加えて，地域の将来像に関する情報提供

など，さまざまな機会を提供できるよう努めていきた

い。また，町内説明会や子供向けの説明など，住民のみ

なさまに対する広報活動等への提言をいただけるとあり

がたいと考えている。

2．広報・対話拠点の設置

両自治体には，地元のみなさんが気軽に立ち寄ってい

ただき，さまざまなご質問やお問い合わせにお応えでき

るよう，コミュニケーション拠点をできるだけ早く開設

するよう準備を進めている。本拠点には NUMO職員が

常駐し，顔の見える活動や地元の方々との関係づくりに

努めて参りたい。

合わせて，両自治体の周辺地域に対しても，不安や懸

念に対応するため対話活動を展開したい。

Ⅴ．終わりに

高レベル放射性廃棄物等の最終処分は，過去 50 年間

原子力発電を利用し恩恵を受けてきた現世代が責任を

持って処分の道筋をつけなければならない課題である。

今後，NUMOは両地域向けの活動だけではなく，より

深く知りたい関心層の拡大，わかりやすい広報ツールの

充実などをはかりながら，全国的な対話活動は継続して

実施して参りたい。両自治体だけの問題ではなく，社会

全体の課題であることを共有し，｢自分事｣として考えて

いただくことが大変重要だからである。

施設建設に向けては，20 年程度の時間をかけて，概要

調査，精密調査と対象地域の絞り込みを行っていくこと

から，より多くの地域に文献調査の受け入れをしていた

だきたいと考えている。先鞭をつけていただいた片岡寿

都町長，高橋神恵内村長の思いに応えるためにも，全国

各地で文献調査に繋がる取り組みを強化していきたい。

(2020 年 12 月 14日 記)
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